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中
華
人
民
共
和
国
人
民
警
察
法
の
留
置
制
度
と

そ
の
運
用
（
一
九
九
五
～
二
〇
〇
四
年
）

─
─
収
容
審
査
制
度
廃
止
後
の
運
用
か
ら
見
る
制
度
変
動
と

　
　
実
務
の
関
係
を
中
心
に
─
─
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─
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（
一
）
概
要

　
（
二
）
要
件

　
（
三
）
承
認
手
続

　
（
四
）
執
行

三　

運
用
─
─
一
九
九
七
年
以
降
の
「
捜
査
」
の
場
面
を
中
心
に

　
（
一
）
概
況

　
（
二
）
問
題

　
（
三
）
小
括

四　
「
捜
査
」
目
的
で
留
置
が
多
用
さ
れ
る
背
景

　
（
一
）
前
提
状
況
の
整
理

　
（
二
）
留
置
適
用
の
ハ
ー
ド
ル
の
低
さ

　
（
三
）
留
置
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
良
さ

　
（
四
）
留
置
の
リ
ス
ク
の
低
さ

　
（
五
）
小
括

お
わ
り
に

【
凡
例
】

　

本
文
中
の
（　

）
お
よ
び
引
用
文
中
の
〔　

〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
傍
点
お
よ
び
下
線
は
筆
者
に
よ
る
。［　

］
は
中
国

語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
原
則
と
し
て
初
出
時
に
の
み
付
す
。
肩
書
は
執
筆
時
の
も
の
で
あ
る
。
法
令
名
に
冠
さ
れ
て
い
る
「
中
華
人

民
共
和
国
」
は
省
略
し
た
。
章
・
節
・
項
は
一
・（
一
）・
1
と
い
っ
た
具
合
に
示
す
。
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は
じ
め
に

 

（
一
）
問
題
の
所
在

　

供
述
を
得
る
た
め
に
身
体
拘
束
が
活
用
さ
れ
る
の
は
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
「
中
国
」
と
呼
ぶ
。
な
お
、
香
港
・
マ
カ
オ
特
別
行

政
区
を
除
く
）
で
も
同
様
で
あ
る
。
特
に
「
捜
査
」
の
初
期
段
階
は
供
述
獲
得
に
と
っ
て
重
要
な
時
間
帯
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で

「
往
々
に
し
て
事
件
の
『
大
局
は
定
ま
っ
て
い
る
』」
と
い
う
。
な
お
、
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
刑
訴
法
」
と
略
す
）
上
、
犯
罪
の
捜

査
は
緊
急
時
を
除
き
、
刑
事
事
件
登
録
［
立
案
］
後
に
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
捜
査
」
は
刑
訴
法
上
の
捜
査
に
限

ら
ず
、
犯
罪
事
実
の
解
明
を
目
的
と
し
た
事
件
登
録
前
の
活
動
も
含
め
て
用
い
て
い
る
（
以
下
同
じ
）。

　

そ
し
て
中
国
に
は
刑
事
事
件
登
録
前
の
身
体
拘
束
と
し
て
、
一
九
九
六
年
末
ま
で
、［
収
容
審
査
］
と
呼
ば
れ
る
行
政
措
置
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
公
安
機
関
（
日
本
の
警
察
に
相
当
す
る
）
に
と
っ
て
は
至
極
便
利
な
措
置
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
公
安
機
関
の

独
断
で
、
刑
訴
法
上
の
強
制
措
置
（
以
下
「
刑
事
強
制
措
置
」
と
呼
ぶ
。
日
本
の
対
人
的
強
制
処
分
に
相
当
す
る
）
よ
り
も
低
い
ハ
ー

ド
ル
で
、
被
疑
者
を
（
真
の
身
元
判
明
後
）
最
長
三
ヶ
月
間
収
容
し
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
公
安
は
こ
れ
を
存

分
に
活
用
し
て
「
捜
査
」
を
進
め
て
い
た
（
後
述
一
（
一
）
2
参
照
）。

　

し
か
し
、
そ
の
濫
用
（
違
法
な
使
用
も
含
む
。
以
下
同
じ
）
が
強
く
批
判
さ
れ
た
。
そ
こ
で
旧
刑
訴
法
（
一
九
九
六
年
三
月
一
七
日

全
国
人
民
代
表
大
会
（
以
下
「
全
国
人
大
」
と
略
す
）
改
正
、
一
九
九
七
年
一
月
一
日
施
行
）
の
起
草
当
局
（
全
国
人
大
常
務
委
員
会

（
以
下
「
常
委
会
」
と
略
す
）
法
制
工
作
委
員
会
（
以
下
「
法
工
委
」
と
略
す
）
刑
法
室
）
は
、
収
容
審
査
を
廃
止
し
た
上
で
、
そ
の

善
後
策
と
し
て
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
を
改
正
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
実
際
に
そ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
、
収
容
審
査
は
改

正
法
施
行
と
同
時
に
、
公
安
部
「
刑
事
訴
訟
法
の
徹
底
実
施
の
関
連
問
題
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九
六
年
六
月
一
三
日
。
以
下
「
一

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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九
九
六
年
通
知
」
と
呼
ぶ
）
三
条
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
旧
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
は
刑
訴
法
の
規
律
の
下
で
、
刑
事
強
制

措
置
や
同
法
上
の
召
喚
（
以
下
「
刑
事
召
喚
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
こ
れ
ら
を
「
刑
事
措
置
」
と
総
称
す
る
）
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
立
法
者
意
思
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

だ
が
、
実
際
に
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
馬
静
華
（
四
川
大
学
教
授
）
は
Ｓ
省
に
対
す
る
実
証
研
究
（
左
衛
民
（
同
）
が

率
い
る
同
大
学
の
チ
ー
ム
が
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
か
ら
二
〇
〇
六
年
三
月
に
か
け
て
、
同
省
Ｎ
市
Ｎ
県
、
Ｙ
市
Ｙ
区
お
よ
び
Ｃ
市
Ｊ

区
の
公
安
局
（
分
局
）
お
よ
び
裁
判
所
を
調
査
し
た
成
果
で
あ
る
。
以
下
「
四
川
調
査
」
と
呼
ぶ
）
に
基
づ
き
、
旧
刑
訴
法
施
行
を
境

に
犯
罪
被
疑
者
を
出
頭
さ
せ
、
取
調
べ
の
た
め
に
一
時
的
に
滞
留
さ
せ
る
措
置
（
以
下
「
出
頭
措
置
」
と
す
る
）
が
、
収
容
審
査
を
主

と
す
る
時
代
か
ら
、
口
頭
召
喚
・
捕
獲
［
抓
捕
］・
留
置
と
い
っ
た
刑
訴
法
外

0

0

措
置
の
普
遍
化
の
時
代
に
移
行
し
た
と
指
摘
し
た
。
な

お
留
置
と
は
、
現
場
で
の
職
務
質
問
・
検
査
（
以
下
「
現
場
職
務
質
問
等
」
と
呼
ぶ
）
後
に
さ
ら
に
職
務
質
問
を
す
る
た
め
に
最
寄
り

の
公
安
機
関
に
連
行
し
た
上
で
、
最
長
で
四
八
時
間
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
人
民
警
察
法
（
以
下
「
警
察
法
」
と
略
す
）
上
の
措
置

で
あ
る
（
こ
れ
が
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
）。
他
方
、
前
二
者
に
は
法
的
根
拠
が
な
い
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
艾
明
（
広
東
警
官
学
院
副
教
授
）
に
よ
れ
ば
、
強
制
的
な
出
頭
措
置
の
主
流
が
旧
刑
訴
法
施
行
を
境
に
収
容
審
査
か
ら
留
置
へ

と
シ
フ
ト
し
た
後
、
特
に
二
〇
〇
四
年
の
公
安
部
「
公
安
機
関
の
継
続
的
職
務
質
問
適
用
規
定
」（
二
〇
〇
四
年
六
月
七
日
採
択
、
一

〇
月
一
日
施
行
。
以
下
「
継
続
職
質
規
定
」
と
略
す
）
を
境
に
、
留
置
が
衰
退
し
、「
召
喚
」
が
台
頭
し
た
と
す
る
。

　

結
局
、
収
容
審
査
廃
止
の
穴
を
埋
め
る
た
め
に
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
が
改
正
さ
れ
た
が
、
実
務
に
お
い
て
出
頭
措
置
と
し
て
ま
ず

0

0

用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
で
は
な
く
、
留
置
等
の
刑
訴
法
外
の
措
置
で
あ
っ
た
（
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
も
そ
の
後
に

0

0

0

0

活
発
に
用
い

ら
れ
た
。
後
述
三
（
一
）（
1
）
参
照
）。

　

と
り
わ
け
留
置
は
「
事
実
上
、
わ
が
国
刑
事
訴
訟
の
捜
査
段
階
で
最
も
常
用
さ
れ
る
強
制
措
置
と
な
っ
て
お
り
、
拘
留
ま
た
は
そ
の

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）



中華人民共和国人民警察法の留置制度とその運用（一九九五～二〇〇四年）

（阪大法学）68（1-41）　 41 〔2018. 5 〕

他
の
刑
事
強
制
措
置
の
前
置
手
続
と
な
っ
て
お
り
、
圧
倒
的
多
数
の
刑
事
事
件
は
こ
の
段
階
で
突
破
さ
れ
、
し
か
も
、『
留
置
に
よ
る
職

務
質
問
』
は
完
全
に
公
安
機
関
に
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
犯
罪
被
疑
者
は
ま
た
事
件
処
理
組
織
［
単
位
］
の
留
置
室
で
拘
禁
さ
れ
、
完
全

に
訴
訟
の
客
体
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
犯
罪
被
疑
者
の
合
法
的
権
利
・
利
益
の
保
護
に
極
め
て
不
利
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、「
捜
査
」
の
進
展
に
大
い
に
貢
献
す
る
と
同
時
に
、
犯
罪
被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
・
自
由
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
と
な
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
の
学
界
に
お
い
て
は
留
置
に
対
す
る
関
心
は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
。
ま
た
日
本
で
は
専
論
が
な

い
ば
か
り
か
、
ほ
ぼ
手
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
空
白
を
埋
め
る
必
要
性
は
高
い
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
、
継
続
職
質
規
定
施
行
（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
日
）
を
一
応
の

0

0

0

区
切
り
と
し
た
上
で
、
そ
れ
以
前

に
限
定
し
て
留
置
を
考
察
し
、
次
の
三
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
①
留
置
と
は
ど
の
よ
う
な
制
度
か
。
②
そ
れ
は
実
際
に

ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
。
③
旧
刑
訴
法
施
行
・
収
容
審
査
廃
止
後
の
実
務
に
お
い
て
、
留
置
が
「
捜
査
」
目
的
で
広
く
流
用

さ
れ
、
出
頭
措
置
の
「
主
役
」
と
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
実
務
が
立
法
者
意
思
か
ら
離
れ
て
、
刑
事
措
置
で
は
な

く
、
留
置
を
常
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。
な
お
、
同
規
定
施
行
後
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

 

（
二
）
意
義

　

以
上
の
課
題
に
取
り
組
む
本
稿
に
は
、
次
の
三
点
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

①
留
置
は
こ
れ
ま
で
国
内
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
が
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
〝Law

 in 

A
ction

〟
の
警
察
法
、
ひ
い
て
は
「
捜
査
」
法
の
全
容
を
描
く
た
め
に
は
不
可
欠
か
つ
重
要
な
ピ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
よ
り

そ
の
空
白
の
一
部
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
本
稿
は
、
留
置
を
素
材
と
し
て
「
捜
査
」
の
〝Law

 in A
ction

〟
を
解
明
し
、
そ
れ
と
〝Law

 in Books

〟
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）



論　　　説

（阪大法学）68（1-42）　 42 〔2018. 5 〕

示
す
。
こ
う
し
た
作
業
に
よ
り
、
刑
訴
法
典
お
よ
び
特
別
刑
訴
法
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
下
位
法
令
お
よ
び
有
権
解
釈
（
立
法
解
釈
・

司
法
解
釈
・
行
政
解
釈
）
だ
け
で
は
刑
事
手
続
の
実
際
を
語
れ
な
い
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
同
時

に
、
収
容
審
査
制
度
廃
止
や
刑
訴
法
の
改
正
の
実
際
的
意
義
を
計
測
・
検
証
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　

③
本
稿
は
さ
ら
に
、〝Law

 in A
ction

〟
と
〝Law

 in Books

〟
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
み
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
も
切
り
込
む
。
こ
れ

に
よ
り
公
安
実
務
が
如
何
に
中
央
の
規
制
に
対
応
し
て
い
る
か
、
ま
た
そ
う
し
た
対
応
が
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る
か
を
実
証
的
に
示

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
中
国
の
実
務
の
根
底
に
あ
る
「
堅
い
岩
盤
」
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

 

（
三
）
構
成

　

本
稿
は
上
の
課
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
次
の
順
序
で
論
を
進
め
る
。
ま
ず
留
置
登
場
の
前
史
を
概
観
す
る
（
一
）。
次
に
留
置
制

度
を
記
述
す
る
（
二
）。
そ
の
後
、
収
容
審
査
廃
止
後
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
留
置
の
運
用
や
運
用
上
の
問
題
点
を
考
察
す
る
（
三
）。

そ
し
て
最
後
に
、
留
置
が
台
頭
し
た
背
景
的
構
造
を
考
察
す
る
（
四
）。

一　

前
史
─
─
創
設
の
経
緯
と
背
景

　

こ
こ
で
は
留
置
創
設
の
経
緯
と
背
景
を
解
き
ほ
ぐ
す
。
ま
ず
（
一
）
で
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
、
前
提
と
な
る
状
況
を
整
理
し
て
お

く
。
具
体
的
に
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
改
革
・
開
放
（
起
点
は
一
九
七
八
年
）
を
契
機
と
し
て
職
務
質
問
の
ニ
ー
ズ
が
生
じ
、

そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
収
容
審
査
の
問
題
、
特
に
濫
用
が
深
刻
で
あ
っ
た
た
め
に
廃
止
論
が

有
力
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
見
る
。

　

そ
の
後
、（
二
）
で
は
警
察
法
九
条
の
審
議
過
程
を
跡
づ
け
る
。
そ
し
て
最
後
に
（
三
）
で
、
留
置
創
設
の
背
景
を
検
討
す
る
。

（
25
）
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（
一
）
前
提
状
況
の
整
理

1　

職
務
質
問
の
展
開

　

改
革
・
開
放
以
前
に
お
い
て
は
、
都
市
と
農
村
の
二
元
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、［
戸
口
］
制
度
に
よ
り
移
動
の
自
由
が
厳
し
く
制
限
さ

れ
、
ま
た
監
視
の
行
き
届
い
た
社
会
で
は
、
そ
も
そ
も
職
務
質
問
の
実
際
上
の
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
警
察
法
の
前

身
た
る
人
民
警
察
条
例
（
一
九
五
七
年
六
月
二
五
日
全
国
人
大
常
委
会
採
択
、
同
日
公
布
、
施
行
。
以
下
「
警
察
条
例
」
と
呼
ぶ
）
に

は
［
盤
査
］
等
の
文
言
は
な
か
っ
た
が
、
同
六
条
二
号
に
［
伝
問
］（
呼
び
出
し
て
質
問
す
る
）
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
職
務

質
問
が
含
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
肯
定
説
も
あ
る
が
、
多
数
は
否
定
説
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
八
年
の
改
革
・
開
放
以
降
、
都
市
と
農
村
の
二
元
シ
ス
テ
ム
に
徐
々
に
緩
み
が
生
じ
、
人
の
移
動
が
活
発
化
し

て
い
っ
た
。
ま
た
一
九
七
九
年
以
降
、
刑
事
事
件
登
録
件
数
が
急
増
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
特
に
都
市
部
に
お
い
て
流
動
人
口
（
特
に

農
村
戸
口
者
）
に
よ
る
犯
罪
が
深
刻
化
し
た
。
例
え
ば
上
海
市
で
は
、
全
刑
事
犯
に
お
け
る
非
上
海
市
民
の
比
率
が
、
一
九
八
三
年
で

は
六
・
八
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
九
二
年
に
は
四
九
・
三
％
に
達
し
た
。
そ
の
後
も
こ
の
傾
向
は
続
い
て
い
る
（
収
容
審
査
は

こ
う
し
た
社
会
状
況
・
治
安
情
勢
の
下
で
「
活
躍
」
し
た
）。

　

こ
う
し
た
中
、
公
安
部
「
都
市
治
安
パ
ト
ロ
ー
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
関
す
る
意
見
」（
一
九
八
六
年
七
月
一
日
）
は
「
挙
動

不
審
者
を
職
務
質
問
・
検
査
を
す
る
こ
と
」
を
任
務
の
一
つ
に
掲
げ
た
（
二
条
八
号
）。
さ
ら
に
公
安
部
は
一
九
九
四
年
二
月
二
五
日

に
「
都
市
人
民
警
察
官
パ
ト
ロ
ー
ル
規
定
」
を
制
定
し
、「［
違
法
犯
罪
］
の
嫌
疑
の
あ
る
者
に
対
し
て
職
務
質
問
・
検
査
を
し
、
疑
い

の
あ
る
車
両
・
物
品
を
検
査
す
る
こ
と
」、「
居
民
身
分
証
を
確
認
す
る
こ
と
」（
五
条
一
・
二
号
）
等
の
権
限
を
規
定
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
で
は
職
務
質
問
の
主
体
は
都
市
の
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
警
察
官
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
職
務
質
問
の
た
め
に

留
置
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
36
）
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2　

収
容
審
査
の
問
題
と
廃
止
論
の
有
力
化

　

こ
こ
で
は
収
容
審
査
の
問
題
、
特
に
運
用
上
の
濫
用
が
深
刻
で
あ
っ
た
た
め
、
廃
止
論
が
有
力
化
し
、
公
安
部
が
警
察
法
を
起
草
し

た
時
点
（
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
は
、
す
で
に
そ
の
廃
止
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
と
公
安
部
が
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
を
示
し
た
い
。
具
体
的
に
は
ま
ず
前
提
と
し
て
、（
1
）
で
警
察
法
制
定
直
前
の
同
制
度
を
概
観
し
て
お
く
。
次
に
（
2
）
で
、
運

用
上
の
諸
問
題
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
公
安
部
が
同
制
度
廃
止
の
危
機
感
を
強
く
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
後
（
3
）
で
は

旧
々
刑
訴
法
の
改
正
作
業
に
お
け
る
収
容
審
査
廃
止
論
の
展
開
を
ト
レ
ー
ス
す
る
。

 

（
1
）
制
度

　

収
容
審
査
と
は
、「
一
つ
の
前
提
、
四
類
型
の
対
象
」
の
該
当
者
を
必
要
に
応
じ
て
強
制
的
に
収
容
し
て
審
査
す
る
措
置
で
あ
る
。

「
一
つ
の
前
提
」
と
は
「
軽
微
な
違
法
犯
罪
行
為
」
の
存
在
を
指
す
。
後
者
は
①
真
の
氏
名
・
住
所
を
述
べ
ず
、
身
元
が
不
明
な
者
、

②
放
浪
し
な
が
ら
事
件
を
起
こ
し
た
嫌
疑
が
あ
る
者
、
③
多
数
回
事
件
を
起
こ
し
た
嫌
疑
が
あ
る
者
、
④
徒
党
を
組
ん
で
事
件
を
起
こ

し
た
嫌
疑
が
あ
る
者
の
四
類
型
で
あ
る
（
国
務
院
「
強
制
労
働
と
収
容
審
査
の
両
措
置
を
労
働
矯
正
に
統
一
す
る
こ
と
に
関
す
る
通

知
」（
一
九
八
〇
年
二
月
二
九
日
）
二
条
、
公
安
部
「
収
容
審
査
範
囲
の
問
題
に
関
す
る
批
復
」（
一
九
九
二
年
七
月
二
〇
日
））。
な
お
、

前
者
は
現
行
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
公
安
部
「
収
容
審
査
手
段
の
使
用
を
一
層
抑
制
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九

一
年
六
月
一
一
日
。
以
下
「
一
九
九
一
年
通
知
」
と
呼
ぶ
）
二
（
一
））。
ま
た
刑
事
拘
留
・
逮
捕
の
要
件
（
旧
々
刑
訴
法
四
一
・
四
〇

条
参
照
）
に
該
当
す
る
と
き
や
治
安
拘
留
を
科
す
べ
き
と
き
は
、
収
容
審
査
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
実
施
す
べ
き
と
さ
れ
た
（
一
九
九

一
年
通
知
二
（
三
））。

　

収
容
審
査
は
公
安
機
関
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
責
任
者
の
審
査
承

認
が
必
要
と
さ
れ
た
（
一
九
九
一
年
通
知
二
）。

（
37
）

（
38
）
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収
容
期
間
に
つ
い
て
は
、
公
安
部
「
収
容
審
査
手
段
の
使
用
を
厳
格
に
抑
制
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
八
五
年
七
月
三
一

日
）。
以
下
「
一
九
八
五
年
通
知
」
と
呼
ぶ
）
が
放
浪
犯
罪
被
疑
者
と
身
元
不
明
者
の
そ
れ
を
定
め
た
。
前
者
は
原
則
と
し
て
一
ヶ
月

と
さ
れ
た
が
、
所
定
の
要
件
・
手
続
の
下
で
最
長
三
ヶ
月
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
、
後
者
も
前
者
と
同
様
の
規
律
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
期
間
の
起
算
は
「
真
の
氏
名
・
住
所
を
述
べ
て
明
ら
か
に
し
た
時
か
ら
」
と
さ
れ
た
（
同
三
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
収
容
審
査
は
公
安
機
関
の
独
断
で
、
一
定
の
違
法
犯
罪
被
疑
者
を
審
査
の
た
め
に
最
長
三
ヶ
月
、
さ
ら
に
身
元
不

明
時
は
論
理
的
に
は
永
続
的
に
収
容
で
き
る
と
い
う
、
公
安
機
関
に
と
っ
て
は
至
極
便
利
な
措
置
で
あ
っ
た
。

 

（
2
）
実
務
の
問
題
と
公
安
部
の
危
機
感

　

実
務
に
お
い
て
は
、
収
容
審
査
の
便
利
さ
か
ら
、
犯
罪
「
捜
査
」
の
た
め
に
そ
れ
が
多
用
さ
れ
、「
事
実
上
の
第
六
の
刑
事
強
制
措

置
と
な
っ
て
い
る
」、「
捜
査
の
必
ず
経
る
手
続
」
等
と
評
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
多
用
状
況
に
お
い
て
、
問
題
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
九
九
一
年
通
知
に
よ
れ
ば
、「
最
も
際
立
っ
て
い
る
の
は
規
定
を

守
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
収
容
審
査
の
対
象
を
広
げ
、
収
容
審
査
期
間
を
過
度
に
長
く
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
ま
た
「
質
」
も
低
く
、

収
容
審
査
人
員
の
六
～
七
割
が
最
終
的
に
刑
罰
を
受
け
て
い
な
い
（
い
わ
ば
「
空
振
り
」
が
多
い
）
こ
と
も
問
題
視
さ
れ
た
。
さ
ら
に

被
収
容
審
査
者
に
対
す
る
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
や
、
管
理
・
看
守
の
不
備
（
例
：
逃
走
、
自
殺
等
の
事
故
）
等
も
指
摘
さ
れ
た

（
以
上
に
つ
い
て
同
通
知
）。
こ
う
し
た
問
題
の
深
刻
さ
は
、
公
安
部
が
そ
の
厳
格
な
抑
制
（
一
九
八
五
年
通
知
）、
一
層
抑
制
（
一
九

九
一
年
通
知
）、
さ
ら
に
は
公
安
部
「
収
容
審
査
活
動
を
直
ち
に
真
摯
に
是
正
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
八
六
年
七
月
三
一

日
）、
公
安
部
「
収
容
審
査
手
段
濫
用
の
断
固
是
正
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九
二
年
二
月
一
五
日
。
以
下
「
一
九
九
二
年
通
知
」
と
呼

ぶ
）
と
題
す
る
文
書
を
断
続
的
に
下
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　

と
り
わ
け
一
九
九
二
年
通
知
に
お
い
て
は
、「
収
容
審
査
の
範
囲
の
恣
意
的
な
拡
張
お
よ
び
期
間
を
超
過
し
た
収
容
審
査
等
の
問
題

（
39
）

（
40
）

（
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（
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が
、
現
在
で
も
効
果
的
に
是
正
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
収
容
審
査
の
問
題
が
す
で
に
全
国
人
大
常
委
会
の
関
係
指
導
者
の
極
め
て
高
い

関
心
を
集
め
て
い
る
…
…
各
級
公
安
機
関
の
指
導
者
は
必
ず
収
容
審
査
手
段
の
濫
用
の
問
題
の
重
要
性
お
よ
び
切
迫
性
を
十
分
に
認
識

し
、
断
固
と
し
て
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
収
容
審
査
に
存
在
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
歴
代
の
全
国
人
大
お
よ
び
地
方
人
大

の
会
議
に
お
い
て
毎
回
提
案
が
な
さ
れ
、
人
民
代
表
お
よ
び
社
会
各
界
の
人
士
の
示
す
意
見
も
比
較
的
強
烈
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
収

容
審
査
手
段
の
使
用
に
つ
い
て
は
必
ず
慎
重
に
慎
重
を
重
ね
、
国
務
院
の
関
連
法
規
お
よ
び
公
安
部
の
関
係
規
定
を
厳
格
に
遵
守
し
て

執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
我
々
が
存
在
す
る
問
題
を
断
固
か
つ
真
摯
に
是
正
し
な
け
れ
ば
、
事
実
上
自
ら
こ
の
手
段
を
廃
止

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
条
件
を
創
造
す
る
こ
と
に
等
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
指
摘
さ
れ
た
。
公
安
部
は
一
九
八
〇
年
代
に
は
収
容
審
査
の
立
法
化
を
目
指
し
て
い
た
と

い
う
が
、
こ
の
段
階
で
は
立
法
化
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
続
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
濫
用
の
問
題
が
深
刻
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
結
局
、
そ
の
後
も
事
態
の
改
善
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
一
九
九
六
年
通
知
は
廃
止
間
際
に
お
い
て
も
、「
全
面
的
・

徹
底
的
に
点
検
し
て
適
正
に
処
理
し
［
清
理
］、
す
で
に
三
ヶ
月
を
超
え
て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
収
容
審
査
人
員
に
つ
い
て
は
、
逮
捕
す

べ
き
を
逮
捕
し
…
…
断
固
と
し
て
期
間
超
過
拘
禁
の
現
象
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
等
と
指
示
し
た
。

 

（
3
）
刑
訴
法
改
正
作
業
に
お
け
る
収
容
審
査
廃
止
論
の
展
開

　

旧
々
刑
訴
法
の
改
正
作
業
は
、
第
八
期
全
国
人
大
常
委
会
の
立
法
計
画
に
基
づ
き
、
一
九
九
三
年
か
ら
始
動
し
た
。
も
っ
と
も
、
準

備
作
業
は
そ
れ
以
前
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
二
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
中
国
法
学
会
訴
訟
法
学
研
究
会
年
会
刑
訴
組
に
お
い

て
、
李
福
成
（
全
国
人
大
常
委
会
法
工
委
刑
法
室
主
任
）
は
刑
訴
法
改
正
に
お
い
て
検
討
・
解
決
を
要
す
る
八
つ
の
問
題
を
紹
介
し
た
。

そ
の
八
番
目
が
「
収
容
審
査
に
関
す
る
問
題
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
李
は
「
社
会
主
義
的
適
法
性
を
守
り
、
国
民
の
合
法
的
権
利
・
利

益
を
保
障
す
る
た
め
、
収
容
審
査
の
問
題
を
立
法
的
に
で
き
る
限
り
早
く
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
解
決
案
が
あ
る
。
一

は
、
収
容
審
査
を
刑
事
訴
訟
の
強
制
措
置
体
系
に
組
み
込
み
、
厳
格
な
収
容
審
査
要
件
を
規
定
し
、
監
督
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ

（
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る
。
二
は
刑
訴
法
所
定
の
拘
留
・
逮
捕
の
要
件
を
適
度
に
改
正
・
緩
和
し
、
拘
留
期
間
を
延
長
し
、
収
容
審
査
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ

る
」
と
述
べ
た
（
以
下
、
後
者
を
「
廃
止
説
」
と
呼
ぶ
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
収
容
審
査
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
存
置
す
る
案
（
以
下

「
存
置
説
」
と
呼
ぶ
）
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
れ
と
の
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
な
い
代
表
は
、「
収
容
審
査
を

廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
刑
事
拘
留
・
逮
捕
の
要
件
お
よ
び
権
限
等
に
調
整
を
加
え
、
ま
た
拘
留
期
間
を
適
度
に
延
長
し
、

拘
留
証
な
し
の
拘
留
制
度
を
樹
立
…
…
す
べ
き
」
と
廃
止
説
の
立
場
を
示
し
た
。

　

改
正
作
業
を
担
当
し
た
法
工
委
刑
法
室
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、「
収
容
審
査
の
使
用
は
基
本
的
に
刑
事
訴
訟
法
所
定
の
強
制
措
置

を
形
骸
化
さ
せ
、
今
次
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
で
は
開
始
時
か
ら
、
刑
事
強
制
措
置
の
改
正
・
改
善
に
よ
り
収
容
審
査
を
廃
止
す
る
と
提

起
し
た
」
と
い
う
。
一
九
九
二
年
時
点
で
は
起
草
当
局
の
立
場
は
積
極
的
に
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
遅
く
と
も
一
九
九
三
年
時
点
で
は

明
確
に
廃
止
の
方
針
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
当
時
、
こ
う
し
た
立
場
は
存
置
説
に
立
つ
政
府
関
係
者
以
外
の
支
持
を
広

く
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
法
工
委
は
一
九
九
三
年
一
〇
月
に
、
刑
訴
法
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
陳
光
中
（
中
国
政
法
大
学
教
授
）
に
刑
訴
法
改
正
プ

ラ
ン
の
作
成
を
依
頼
し
た
。
陳
光
中
は
同
大
学
の
ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
博
士
課
程
の
大
学
院
生
を
組
織
し
て
作
業
を
進
め
た
。
そ
し
て
一

九
九
四
年
七
月
に
、
そ
の
成
果
で
あ
る
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
〈
修
改
建
議
稿
〉」
を
法
工
委
に
提
出
し
た
。
同
建
議
稿
は

そ
の
後
、
一
九
九
五
年
七
月
に
趣
旨
説
明
が
付
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
書
所
収
の
建
議
稿
は
、
刑
事
強
制
措
置
に
関
す
る
八

二
条
の
「
説
明
」
と
し
て
、「
行
政
的
な
収
容
審
査
措
置
の
廃
止
を
建
議
す
る
」
と
付
記
し
た
。
な
お
、
こ
の
建
議
稿
の
影
響
力
は
大

き
く
、
そ
の
条
文
の
六
五
％
が
全
面
的
・
部
分
的
に
旧
刑
訴
法
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
刑
訴
法
改
正
作
業
は
廃
止
説
を
基
調
と
し
て
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
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（
4
）
小
括

　

収
容
審
査
の
問
題
が
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
安
部
は
遅
く
と
も
一
九
九
二
年
時
点
で
は
そ
の
存
続
に
つ
い
て
強
い
危
機
感
を

抱
い
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
後
も
事
態
の
改
善
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

他
方
、
旧
々
刑
訴
法
の
改
正
作
業
に
お
い
て
、
起
草
当
局
は
開
始
当
初
（
一
九
九
三
年
）
か
ら
収
容
審
査
廃
止
の
方
針
を
提
起
し
て

い
た
。
ま
た
、
こ
の
方
針
は
少
な
く
な
い
人
大
代
表
や
学
者
グ
ル
ー
プ
等
の
支
持
も
受
け
て
い
た
。
一
九
九
四
年
の
学
者
建
議
稿
も
廃

止
説
を
明
示
し
た
。
収
容
審
査
の
廃
止
の
危
機
が
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
公
安
部
も
当
然
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
そ
の
後
の
起
草
過
程
を
補
足
し
て
お
く
。
警
察
法
採
択
・
施
行
後
、
法
工
委
は
刑
訴
法
改
正
草
案
を
完
成
さ
せ
た
。
顧
昴
然

（
法
工
委
主
任
）
は
一
九
九
五
年
一
二
月
二
〇
日
に
全
国
人
大
常
委
会
に
お
い
て
そ
れ
を
説
明
し
た
際
、「
収
容
審
査
は
行
政
強
制
手

段
で
あ
り
、
犯
罪
者
の
調
査
、
特
に
放
浪
し
て
事
件
を
起
こ
し
、
お
よ
び
身
元
不
明
の
犯
罪
者
の
調
査
に
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
き

た
。
し
か
し
収
容
審
査
の
拘
禁
期
間
は
比
較
的
長
く
、
し
か
も
そ
の
他
の
司
法
機
関
を
経
ず
、
公
安
機
関
が
決
定
し
、
監
督
制
約
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
欠
き
、
刑
事
訴
訟
法
の
関
係
規
定
に
合
わ
な
い
。
国
民
の
人
身
の
権
利
を
よ
り
良
く
保
護
し
、
民
主
法
制
建
設
を
強
化
す
る

た
め
、
収
容
審
査
に
お
け
る
犯
罪
と
の
闘
争
に
と
っ
て
実
際
的
な
必
要
性
の
あ
る
内
容
を
刑
事
訴
訟
法
に
吸
収
し
、
今
後
は
行
政
強
制

手
段
と
し
て
の
収
容
審
査
を
存
置
し
な
い
」
と
述
べ
、
収
容
審
査
廃
止
案
を
示
し
た
。

　

そ
の
後
、
全
国
人
大
常
委
会
委
員
の
審
議
意
見
お
よ
び
各
方
面
の
意
見
に
基
づ
き
、
改
正
案
（
草
案
）
に
さ
ら
に
修
正
を
加
え
、
第

八
期
全
国
人
大
常
委
会
第
一
八
回
会
議
で
改
め
て
審
議
し
、
第
八
期
全
国
人
大
第
四
回
会
議
に
付
議
す
る
と
決
定
し
た
。
そ
し
て
顧
昴

然
は
一
九
九
六
年
三
月
一
二
日
に
同
会
議
で
改
正
草
案
を
説
明
し
た
。
収
容
審
査
に
つ
い
て
は
真
っ
先
に
説
明
が
な
さ
れ
、
上
記
の
内

容
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
上
で
、
主
な
改
正
点
と
し
て
刑
事
拘
留
の
要
件
に
収
容
審
査
対
象
を
取
り
込
ん
だ
点
、
お
よ
び
そ
の
期
間
に
つ
い

て
三
〇
日
ま
で
延
長
で
き
る
よ
う
に
し
た
点
を
挙
げ
た
。

（
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結
局
、
起
草
当
局
が
提
示
し
た
廃
止
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
旧
刑
訴
法
の
施
行
に
合
わ
せ
て
、
収
容
審
査
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
（
改

正
内
容
に
つ
い
て
は
四
（
一
）
2
参
照
）。

 

（
二
）
警
察
法
九
条
の
審
議
過
程
─
─
留
置
を
中
心
に

　

公
安
部
は
一
九
八
一
年
か
ら
警
察
法
の
起
草
作
業
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
一
年
七
月
二
九
日
、
公
安
部
は
国
務
院
に
「
人
民

警
察
法
（
送
審
稿
）」
を
送
っ
た
が
、
社
会
主
義
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
打
ち
出
し
た
一
九
九
三
年
の
憲
法
改
正
へ
の
対
応
の

た
め
、
送
審
稿
は
公
安
部
に
差
し
戻
さ
れ
た
。
公
安
部
は
調
整
を
加
え
た
後
、
一
九
九
四
年
六
月
二
九
日
に
改
め
て
国
務
院
に
「
人
民

警
察
法
（
草
案
送
審
修
改
稿
）」（
以
下
「
公
安
部
草
案
」
と
呼
ぶ
）
を
送
っ
た
。

　

国
務
院
法
制
局
が
中
央
国
家
機
関
・
専
門
家
・
基
層
組
織
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
同
年
一
二
月
三
日
、
国
務
院
常
務
会
議
は
「
人

民
警
察
法
（
草
案
）」
を
採
択
し
た
。
そ
し
て
国
務
院
は
同
月
五
日
に
そ
れ
を
全
国
人
大
常
委
会
に
付
議
し
た
（
以
下
「
国
務
院
草

案
」
と
呼
ぶ
）。
以
下
、
公
安
部
草
案
以
降
の
草
案
に
お
け
る
留
置
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
、
警
察
法
九
条
の
審
議
過
程
を
辿
る

（
そ
れ
以
前
の
草
案
に
つ
い
て
は
管
見
に
及
ば
な
い
）。

 

（
1
）
公
安
部
草
案

　

本
草
案
一
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
（
抜
粋
）。

第
一
一
条　

人
民
警
察
官
は
次
に
掲
げ
る
権
限
を
法
に
よ
り
行
使
す
る
。

（
二
）
パ
ト
ロ
ー
ル
執
務
お
よ
び
治
安
検
査
時
に
、
公
共
の
安
全
お
よ
び
社
会
治
安
に
危
害
を
及
ぼ
す
疑
わ
し
い
者
・
疑
わ
し
い
物
に
遭
遇
し
た

と
き
は
、
職
務
質
問
お
よ
び
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
五
）
違
法
犯
罪
被
疑
者
に
つ
い
て
は
留
置
審
査
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
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留
置
に
関
す
る
規
定
は
五
号
だ
け
で
あ
り
、
対
象
が
「
違
法
犯
罪
被
疑
者
」［
違
法
犯
罪
嫌
疑
人
］
で
あ
る
ほ
か
、
他
の
要
件
や
手

続
・
期
間
等
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
文
言
ど
お
り
に
受
け
取
れ
ば
、
こ
れ
は
収
容
審
査
よ
り
も
公
安
機
関
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
強

力
な
ツ
ー
ル
と
読
め
る
。
ま
た
現
場
職
務
質
問
等
（
二
号
）
の
先
行
実
施
は
、
こ
の
段
階
で
は
留
置
の
前
提
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

　

五
号
に
つ
い
て
公
安
部
は
「
主
に
近
年
の
基
層
公
安
機
関
が
捕
ま
え
た
［
抓
獲
］
現
行
犯
お
よ
び
違
法
犯
罪
被
疑
者
の
事
件
処
理
に

お
い
て
、
刑
事
拘
留
前
の
二
四
時
間
以
内
に
［
在
刑
事
拘
留
前
的
二
四
小
時
内
］
氏
名
、
住
所
お
よ
び
主
な
犯
罪
事
実
を
明
ら
か
に
し

が
た
い
と
い
う
実
際
の
状
況
に
基
づ
き
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
規
定
は
違
法
犯
罪
へ
の
打
撃
に
非
常
に
必
要
で
あ
る
」
と
説
明
し

た
。
説
明
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
た
め
、「
刑
事
拘
留
前
の
二
四
時
間
以
内
」
の
制
限
の
由
来
・
意
味
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
収
容
審
査
と

の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

 

（
2
）
国
務
院
草
案

　

国
務
院
は
一
九
九
四
年
一
二
月
五
日
に
国
務
院
草
案
を
全
国
人
大
常
委
会
に
付
議
し
た
。
そ
の
後
、
同
月
二
一
日
に
陶
駟
駒
（
公
安

部
長
）
が
全
国
人
大
常
委
会
で
同
草
案
の
説
明
を
行
っ
た
。
留
置
に
関
す
る
規
定
は
八
条
四
項
で
あ
る
（
表
1
参
照
）。
陶
駟
駒
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
は
「『
条
例
』
所
定
の
人
民
警
察
官
の
六
つ
の
権
限
を
基
礎
と
し
て
、
調
整
お
よ
び
増
補
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
主
に
は

関
係
法
律
・
行
政
法
規
に
お
け
る
人
民
警
察
官
の
権
限
の
規
定
に
基
づ
き
…
…
追
加
規
定
し
た
」
も
の
で
あ
る
。

　

本
草
案
は
、
公
安
部
草
案
と
比
べ
て
主
に
次
の
四
点
の
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
国
家
安
全
機
関
に
も
こ
の
権
限
が
認
め
ら
れ

た
点
、
②
現
場
職
務
質
問
・
検
査
が
継
続
的
職
務
質
問
（「
留
置
」
の
文
言
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
）
の
前
提
と
さ
れ
た
点
、
③
継
続

的
職
務
質
問
に
最
長
四
八
時
間
と
い
う
制
約
が
明
記
さ
れ
た
点
、
お
よ
び
④
継
続
的
職
務
質
問
時
の
職
務
質
問
記
録
の
作
成
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
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表 1　国務院草案・第一次修正草案対照表

国務院草案 8条 4項 第一次修正草案 9条

④　国の安全および社会治安秩序を守るため
に、違法犯罪の嫌疑のある者に対して、現
場職務質問・検査をすることができる。現
場職務質問・検査によって嫌疑を排除でき
なかったときは、その者を公安機関または
国家安全機関まで連行して職務質問を続行
することができるが、ただし職務質問時間
は48時間を超えてはならず、かつ、職務質
問記録に留めなければならない。

①　社会治安秩序を守るために、公安機関の
人民警察官は違法犯罪の嫌疑のある者に対
して、相応の証明書を呈示した上で、現場
職務質問・検査をすることができる。職務
質問・検査を経て、次に掲げる事由のいず
れかがあるときは、その者を公安機関まで
連行し、当該公安機関の承認を得て、その
者に対して職務質問を続行することができ
る。
⑴ 犯罪行為があったと申告されたとき。
⑵ 現場で事件を起こした嫌疑があるとき。
⑶ 事件を起こした嫌疑があり身元不明の
とき。
⑷ 所持している物品が贓物である可能性
があるとき。

②　被職務質問者の留置時間は24時間を超え
ず、特殊な状況の下では、公安機関の承認
を得て、48時間まで延長することができ、
かつ、職務質問記録に留めなければならな
い。継続的職務質問が承認されたときは、
直ちにその家族またはその所属先に通知し
なければならない。継続的職務質問が承認
されなかったときは、直ちに被職務質問者
を釈放しなければならない。
③　継続的職務質問を経て、公安機関が被職
務質問者について法により拘留、逮捕また
はその他の強制措置をとる必要があると認
めたときは、継続的職務質問の48時間以内
に決定をしなければならない。48時間の継
続的職務質問を経ても上述の決定をするこ
とができなかったときは、直ちに被職務質
問者を釈放しなければならない。
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（
3
）
第
一
次
修
正
草
案

　

全
国
人
大
法
律
委
員
会
は
、
全
国
人
大
常
委
会
一
一
回
会
議
の
審
議
意
見
等
に
基
づ
き
、
一
九
九
五
年
一
月
二
四
日
に
同
内
務
司
法

委
員
会
と
共
同
で
、
ま
た
翌
二
月
一
五
日
に
は
単
独
で
国
務
院
草
案
を
審
議
し
た
。
そ
し
て
王
叔
文
（
全
国
人
大
法
律
委
員
会
副
主
任

委
員
）
は
同
月
二
一
日
に
全
国
人
大
常
委
会
に
お
い
て
、
法
律
委
員
会
の
審
議
結
果
を
報
告
し
た
上
で
、
修
正
意
見
を
反
映
し
た
「
草

案
修
改
稿
」（
以
下
「
第
一
次
修
正
草
案
」
と
呼
ぶ
）
を
付
議
し
た
。

　

報
告
に
よ
れ
ば
、「
人
民
警
察
官
が
違
法
犯
罪
被
疑
者
に
職
務
質
問
・
検
査
を
行
う
と
規
定
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
措
置
は
国
民
の
人
身
の
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
わ
り
、
必
ず
職
務
質
問
の
範
囲
、
継
続
的
職
務
質
問
の
期
間
お
よ
び
承
認
手

続
に
つ
い
て
厳
し
く
制
約
し
、
も
っ
て
こ
の
権
限
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
考
え
か
ら
、
修
正
が

加
え
ら
れ
た
。

　

本
草
案
に
お
け
る
主
な
修
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
詳
し
く
は
表
1
下
線
部
参
照
）。
ま
ず
職
務
質
問
・
検
査
全
体
に
つ
い

て
、
①
「
国
の
安
全
」
の
保
護
が
法
の
目
的
か
ら
外
れ
、
そ
れ
に
伴
い
執
行
主
体
が
「
公
安
機
関
の
人
民
警
察
官
」
に
限
定
さ
れ
た

（
一
項
）。
次
に
現
場
職
務
質
問
・
検
査
に
つ
い
て
、
②
執
行
時
の
「
相
応
の
証
明
書
」
の
呈
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
一
項
）。
最
後

に
継
続
的
職
務
質
問
に
つ
い
て
、
③
実
体
的
要
件
（
一
項
一
～
四
号
新
設
）
お
よ
び
④
手
続
が
厳
格
化
さ
れ
た
（「
当
該
公
安
機
関
の

承
認
」（
一
項
）
の
義
務
化
）。
ま
た
⑤
承
認
が
一
段
階
（
一
括
四
八
時
間
）
で
あ
っ
た
の
が
、
二
段
階
化
さ
れ
た
上
で
、
二
四
時
間
が

デ
フ
ォ
ル
ト
と
さ
れ
た
（
二
項
）。
こ
の
ほ
か
⑥
継
続
的
職
務
質
問
承
認
時
の
家
族
・
所
属
先
［
単
位
］
へ
の
通
知
お
よ
び
⑦
不
承
認

時
の
即
時
釈
放
が
義
務
づ
け
ら
れ
（
二
項
）、
⑧
他
の
強
制
措
置
の
決
定
を
四
八
時
間
以
内
に
す
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
で
き
な
け
れ
ば

即
時
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
（
三
項
）。

　

総
じ
て
公
安
の
権
限
を
制
約
し
、
被
職
務
質
問
者
の
権
利
保
障
を
手
厚
く
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
58
）
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（
4
）
第
二
次
修
正
草
案

　

全
国
人
大
法
律
委
員
会
は
審
議
結
果
報
告
後
、
さ
ら
に
同
内
務
司
法
委
員
会
と
共
同
で

第
一
次
修
正
草
案
に
対
す
る
全
国
人
大
常
委
会
委
員
の
意
見
を
逐
条
で
検
討
し
た
上
で
、

「
草
案
新
修
改
稿
」（
以
下
「
第
二
次
修
正
草
案
」
と
呼
ぶ
）
を
取
り
ま
と
め
、
一
九
九

五
年
二
月
二
七
日
に
全
国
人
大
常
委
会
に
付
議
し
た
。
本
草
案
に
お
い
て
は
「
被
職
務
質

問
者
の
留
置
時
間
を
延
長
す
る
際
に
は
、
承
認
手
続
を
よ
り
厳
格
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
考
え
か
ら
、
第
一
次
修
正
草
案
九
条
二
項
に
次
の
二
点
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
第

一
に
、
留
置
時
間
の
起
算
点
を
「
公
安
機
関
に
連
行
し
て
き
た
時
」
と
明
確
に
し
た
。
第

二
に
、
第
二
段
階
の
延
長
承
認
権
者
を
、「
公
安
機
関
」
か
ら
「
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機

関
」
に
改
め
た
。
こ
の
修
正
に
よ
り
文
理
上
、
延
長
（
第
二
段
階
）
の
承
認
権
者
か
ら
派

出
所
お
よ
び
県
ク
ラ
ス
公
安
機
関
事
件
処
理
部
門
が
排
除
さ
れ
た
。

 

（
5
）
警
察
法
九
条

　

一
九
九
五
年
二
月
二
八
日
、
警
察
法
は
第
八
期
全
国
人
大
常
委
会
第
一
二
回
会
議
に
お

い
て
可
決
さ
れ
た
。
留
置
に
関
す
る
同
九
条
は
、
第
二
次
修
正
草
案
九
条
に
若
干
の
修
正

が
施
さ
れ
た
（
表
3
参
照
）。
実
質
的
な
違
い
を
も
た
ら
す
の
は
、
他
の
強
制
措
置
を
決

定
す
る
制
限
時
間
を
定
め
る
三
項
の
修
正
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
・
二
次
修
正
草
案

で
は
一
律
に
四
八
時
間
以
内
と
読
め
た
が
、
成
立
し
た
条
文
に
お
い
て
は
承
認
さ
れ
た
制

限
時
間
内
と
さ
れ
た
。 （

59
）

表 2　第一・二次修正草案対照表

第一次修正草案 9条 2項 第二次修正草案 9条 2項

②　被職務質問者の留置時間は24時間を超え
ず、特殊な状況の下では、公安機関の承認
を得て、48時間まで延長することができ、
かつ、職務質問記録に留めなければならな
い。継続的職務質問が承認されたときは、
直ちにその家族またはその所属先に通知し
なければならない。継続的職務質問が承認
されなかったときは、直ちに被職務質問者
を釈放しなければならない。

②　被職務質問者の留置時間は公安機関に連
行してきた時より24時間を超えず、特殊な
状況の下では、県クラス以上公安機関の承
認を得て、48時間まで延長することができ、
かつ、職務質問記録に留めなければならな
い。継続的職務質問が承認されたときは、
直ちにその家族またはその所属先に通知し
なければならない。継続的職務質問が承認
されなかったときは、直ちに被職務質問者
を釈放しなければならない。
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表 3　第二次修正草案と警察法の対照表

第二次修正草案 9条 警察法 9条

①　社会治安秩序を守るために、公安機関の
人民警察官は違法犯罪の嫌疑のある者に対
して、相応の証明書を呈示した上で、現場
職務質問・検査をすることができる。職務
質問・検査を経て、次に掲げる事由のいず
れかがあるときは、その者を公安機関まで
連行し、当該公安機関の承認を得て、その
者に対して職務質問を続行することができ
る。
　⑴ 犯罪行為があったと申告されたとき。
　⑵ 現場で事件を起こした嫌疑があるとき。
　⑶ 事件を起こした嫌疑があり身元不明の
とき。

　⑷ 所持している物品が贓物である可能性
があるとき。

②　被職務質問者の留置時間は公安機関に連
行してきた時より24時間を超えず、特殊な
状況の下では、県クラス以上公安機関の承
認を得て、48時間まで延長することができ、
かつ、職務質問記録に留めなければならな
い。継続的職務質問が承認されたときは、
直ちにその家族またはその所属先に通知し
なければならない。継続的職務質問が承認
されなかったときは、直ちに被職務質問者
を釈放しなければならない。
③　継続的職務質問を経て、公安機関が被職
務質問者について法により拘留、逮捕また
はその他の強制措置をとる必要があると認
めたときは、継続的職務質問の48時間以内
に決定をしなければならない。48時間の継
続的職務質問を経ても上述の決定をするこ
とができなかったときは、直ちに被職務質
問者を釈放しなければならない。

①　社会治安秩序を守るために、公安機関の
人民警察官は違法犯罪の嫌疑のある者に対
して、相応の証明書を呈示した上で、その
場で職務質問し・検査することができる。
職務質問・検査を経て、次に掲げる事由の
いずれかがあるときは、その者を公安機関
まで連行し、当該公安機関の承認を得て、
その者に対して継続的職務質問をすること
ができる。
　⑴ 犯罪行為があったと申告されたとき。
　⑵ 現場で事件を起こした嫌疑があるとき。
　⑶ 事件を起こした嫌疑があり身元不明の
とき。

　⑷ 所持している物品が贓物である可能性
があるとき。

②　被職務質問者の留置時間は公安機関に連
行してきた時より24時間を超えず、特殊な
状況の下では、県クラス以上公安機関の承
認を得て、48時間まで延長することができ、
かつ、職務質問記録に留めなければならな
い。継続的職務質問が承認されたときは、
直ちにその家族またはその所属先に通知し
なければならない。継続的職務質問が承認
されなかったときは、直ちに被職務質問者
を釈放しなければならない。
③　継続的職務質問を経て、公安機関が被職
務質問者について法により拘留またはその
他の強制措置をとる必要があると認めたと
きは、前項に定める期間内に決定をしなけ
ればならない。前項に定める期間内に上述
の決定をすることができなかったときは、
直ちに被職務質問者を釈放しなければなら
ない。
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（
6
）
小
括

　

公
安
部
草
案
以
降
、
留
置
は
一
貫
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
特
に
公
安
部
草
案
は
、
対
象
が
違
法
犯
罪
被
疑
者
で
あ
る
こ
と
を
除
き
、

他
に
何
ら
制
約
を
明
記
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
か
の
収
容
審
査
よ
り
も
さ
ら
に
便
利
で
強
力
な
手
段
と
読
め
る
。

　

も
っ
と
も
、
公
安
部
の
手
を
離
れ
た
後
、
国
務
院
お
よ
び
全
国
人
大
常
委
会
の
審
議
を
経
る
度
に
そ
れ
に
実
体
的
・
手
続
的
制
約
が

積
み
重
ね
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
国
民
の
人
身
の
権
利
・
自
由
の
保
障
お
よ
び
権
限
濫
用
の
防
止
（（
3
）
参
照
）
と
い
う
問
題
意
識
に

基
づ
き
、
実
質
的
な
審
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

 

（
三
）
留
置
創
設
の
背
景

　

留
置
創
設
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
審
議
過
程
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
留
置
が
そ
の
後
の
運
用
に
お
い
て
収
容
審
査
の
後

釜
に
座
っ
た
（
後
述
三
参
照
）
こ
と
、
お
よ
び
当
時
収
容
審
査
が
置
か
れ
て
い
た
危
機
的
状
況
か
ら
、
留
置
（
特
に
公
安
部
草
案
に
お

け
る
そ
れ
）
は
収
容
審
査
の
「
転
生
」
を
図
っ
た
も
の
と
す
る
仮
説
も
成
り
立
ち
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
柯
良
棟
（
公
安
部
法
制
局
副
局
長
）
が
［
主
編
］
し
た
継
続
職
質
規
定
の
釈
義
（
以
下
「
公
安
部
法
制
局
釈
義
」
と
呼
ぶ
）

に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
同
釈
義
に
よ
れ
ば
、
警
察
法
九
条
の
「
歴
史
的
背
景
お
よ
び
立
法
目
的
」
は
、「
当
時
の
公

安
派
出
所
に
存
在
し
て
い
た
、
長
き
に
わ
た
り
解
決
し
が
た
か
っ
た
『
小
黒
屋
』
問
題
を
解
決
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。［
小

黒
屋
］
の
問
題
と
は
、
派
出
所
が
被
疑
者
等
を
権
限
な
く

0

0

0

0

拘
禁
し
て
い
た
問
題
と
（
ま
た
［
小
黒
屋
］
と
は
、
そ
う
し
た
場
の
総
称

と
）
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
全
国
の
少
な
く
な
い
地
方
の
基
層
派
出
所
は
『
留
置
室
』、『
審
査
待
合
室
』、

『［
拘
押
］
室
』
等
の
様
々
な
名
目
の
［
小
黒
屋
］
を
勝
手
に
設
置
し
て
い
る
。
…
…
公
安
部
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
大
い
に
是
正
す
べ

き
、
廃
止
す
べ
き
と
強
調
し
て
き
た
が
、『
小
黒
屋
』
で
被
疑
者
［
人
犯
］
を
拘
禁
す
る
現
象
は
何
度
禁
止
し
て
も
止
ま
〔
な
い
〕」
と

（
60
）

（
61
）
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い
う
。
収
容
審
査
も
濫
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
承
認
権
限
の
な
い
派
出
所
も
何
ら
か
の
権
力
を
濫
用
し
て
い
た
。

　

つ
ま
り
、
留
置
創
設
の
目
的
は
、
法
律
で
要
件
・
手
続
等
を
整
備
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、（
収
容
審
査
と
は
別
の
）
派
出
所
の
違
法

拘
禁
行
為
に
法
律
の
箍
を
嵌
め
る
（
そ
の
限
り
で
合
法
化
す
る
）
こ
と
で
あ
り
、
留
置
は
収
容
審
査
の
代
替
措
置
と
し
て
予
定
さ
れ
て

い
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
警
察
法
九
条
に
対
す
る
「
基
層
の
公
安
機
関
が
収
容
審
査
・
刑
事
拘
留
の
要
件

に
該
当
し
な
い
が
、
一
定
期
間
留
置
し
て
引
き
続
き
審
査
す
る
必
要
の
あ
る
違
法
犯
罪
被
疑
者
を
留
置
し
て
職
務
質
問
・
検
査
す
る
こ

と
の
法
的
根
拠
が
な
い
問
題
を
解
決
し
た
」
と
す
る
評
価
は
、
こ
う
し
た
理
解
に
よ
る
。
ま
た
留
置
の
意
義
に
関
す
る
次
の
指
摘
も
、

同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
派
出
所
で
は
刑
事
強
制
措
置
を
承
認
で
き
な
い
た
め
、
警
察
官
は
犯
罪
被
疑
者
を
［
扭
送
］（
旧
々
刑
訴
法

四
二
条
参
照
。
常
人

0

0

逮
捕
に
相
当
す
る
）
に
よ
り
連
行
し
た
後
に
、
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
責
任
者
に
刑
事
拘
留
等
の
承
認
を
求
め

て
い
た
。
そ
の
間
、
承
認
が
得
ら
れ
る
ま
で
派
出
所
に
留
め
置
い
て
い
た
が
、
そ
の
法
的
根
拠
が
な
か
っ
た
。
留
置
は
こ
の
穴
を
埋
め

た
、
と
。

 

（
四
）
小
括

　

本
章
で
は
ま
ず
、
改
革
・
開
放
以
降
、
人
の
流
動
性
の
向
上
、
お
よ
び
治
安
の
悪
化
、
特
に
流
動
人
口
に
よ
る
犯
罪
の
増
加
に
対
応

し
て
、
職
務
質
問
の
ニ
ー
ズ
が
生
ま
れ
、
そ
の
枠
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
見
た
。
ま
た
収
容
審
査
の
問
題
が
深
刻
で
あ
っ
た

た
め
、
廃
止
の
危
機
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
危
機
が
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
っ
た
（
そ
し
て
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
）
こ
と
を
見
た
（
一
）。

　

次
に
、
警
察
法
九
条
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
新
し
く
規
定
さ
れ
た
留
置
権
限
に
、
自
由
・
権
利
保
障
の
見
地
か
ら
、
様
々
な
制
約

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
（
二
）。
最
後
に
、
留
置
創
設
の
背
景
が
、
公
安
部
法
制
局
釈
義
に
よ
れ
ば
（
収
容
審
査

廃
止
を
見
越
し
た
善
後
策
で
は
な
く
）
派
出
所
の
「
小
黒
屋
」
問
題
の
解
決
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
（
三
）。
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二　

制
度

 

（
一
）
概
要

　

留
置
は
現
場
職
務
質
問
等
と
と
も
に
、「
社
会
治
安
秩
序
を
守
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
公
安
機
関
の
人
民
警
察
官
」
の
み
に
認

め
ら
れ
た
権
限
で
あ
る
（
警
察
法
九
条
一
項
。
以
下
単
に
「
法
」
と
す
る
）。

　

留
置
（
お
よ
び
現
場
職
務
質
問
等
）
は
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
有
無
を
初
歩
的
に
確
定
す
る
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
…
…
強
制
措
置
で
も
な

く
、
ま
た
捜
査
手
段
で
も
な
く
、
初
歩
的
な
審
査
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
ず
、
立
法
の
原
意
は
事
件
処
理
の
方
便

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
「
初
歩
的
」
と
い
う
限
定
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
留
置
（
お
よ
び
現
場
職
務
質
問
等
）
は
違
法
の
嫌
疑
か
犯
罪

の
嫌
疑
か
、
あ
る
い
は
嫌
疑
が
な
い
無
辜
で
あ
る
か
を
選
別
す
る
た
め
の
調
査
手
段
と
さ
れ
る
。
そ
の
調
査
の
結
果
、
前
二
者
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
行
政
（
治
安
）
／
刑
事
事
件
登
録
さ
れ
、
相
応
の
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
留
置
は
事
件
登
録

前
の
初
歩
的
な
選
別
手
段
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

留
置
に
至
る
流
れ
は
概
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
警
察
官
が
職
務
中
に
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
」
を
発
見
し
た
際
に
、

そ
の
場
で
職
務
質
問
・
検
査
を
行
う
。
そ
の
後
、
な
お
嫌
疑
が
晴
れ
ず
、
職
務
質
問
を
続
行
す
る
（
継
続
的
職
務
質
問
）
必
要
が
あ
り
、

法
定
要
件
に
該
当
す
る
者
を
、
公
安
機
関
に
連
行
［
帯
至
］
し
て
、
承
認
を
得
た
後
に
留
置
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
留
置
は
現
場
職
務

質
問
等
後
に
な
し
得
る
措
置
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
警
察
法
お
よ
び
公
安
部
「
公
安
機
関
の
『
人
民
警
察
法
』
執
行
に
関
連
す
る
問
題
に
関
す
る
解
釈
」（
一
九
九
五
年
七

月
一
五
日
。
以
下
「
警
察
法
解
釈
」
と
略
す
。
ま
た
条
数
を
引
用
す
る
際
に
は
「
警
解
」
と
略
す
）
な
ら
び
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
公
安

部
の
公
式
見
解
と
目
さ
れ
る
解
説
に
主
に
依
拠
し
て
、
留
置
の
要
件
、
承
認
手
続
お
よ
び
執
行
を
め
ぐ
る
制
度
を
記
述
す
る
。
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（
二
）
要
件

　

留
置
の
要
件
は
「
一
つ
の
前
提
、
四
類
型
の
対
象
」
と
概
括
さ
れ
る
。
前
者
は
現
場
職
務
質
問
等
を
経
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
法

九
条
一
項
各
号
を
指
す
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
前
提
要
件
」、「
対
象
要
件
」
と
呼
び
、
順
に
見
て
い
く
。
な
お
、
現
場
職
務
質
問
等
の

後
、
対
象
要
件
に
該
当
し
た
場
合
は
、
公
安
機
関
に
「
連
行
」
す
る
。
こ
れ
は
要
件
の
問
題
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に
3
で
見
て
お
く
。

1　

前
提
要
件
：
現
場
職
務
質
問
等
の
実
施

 

（
1
）
職
務
質
問
お
よ
び
検
査

　

職
務
質
問
と
は
、「
主
に
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
に
関
す
る
内
容
を
質
問
［
詢
問
］
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
ま
た
「
検
査
は
被
職
務
質
問
者

の
身
体
検
査
お
よ
び
そ
の
所
持
品
に
対
す
る
検
査
を
含
む
」（
警
解
一
条
一
項
）。

　

こ
の
ほ
か
居
民
身
分
証
法
（
二
〇
〇
三
年
六
月
二
八
日
全
国
人
大
常
委
会
採
択
、
同
日
公
布
、
二
〇
〇
四
年
一
月
一
日
施
行
。
二
〇

一
二
年
一
月
一
日
改
正
前
の
も
の
）
に
よ
れ
ば
、
警
察
官
は
職
務
中
に
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
に
つ
い
て
、
身
元
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
と
き
」、「
法
執
行
証
明
書
を
呈
示
し
て
、
居
民
身
分
証
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
五
条
一
項
一
号
）。

 

（
2
）
対
象

　

現
場
職
務
質
問
等
の
対
象
は
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
」（
法
九
条
一
項
）
で
あ
る
。
警
察
法
解
釈
は
そ
れ
を
「
挙
動
不
審
で

あ
り
・
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
」（
一
条
一
項
）
と
し
た
。
な
お
、「
違
法
」
に
つ
い
て
の
公
式
見
解
は
不
明
で
あ
る
。
治
安
違
反

に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
公
安
行
政
管
理
違
反
、
さ
ら
に
は
労
働
矯
正
法
令
違
反
を
も
含
む
と
す
る
論
者
も
い
た
。

　

対
象
と
な
る
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
」
に
は
、「
不
特
定
性
」
等
で
表
現
さ
れ
る
制
約
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に

は
次
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）



中華人民共和国人民警察法の留置制度とその運用（一九九五～二〇〇四年）

（阪大法学）68（1-59）　 59 〔2018. 5 〕

　

一
つ
は
、
対
象
者
に
つ
い
て
の
不
特
定
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
場
職
務
質
問
等
は
「
逃
走
犯
の
追
跡
・
事
件
の
捜
査
・
パ
ト
ロ
ー

ル
・
公
共
の
場
の
治
安
秩
序
の
維
持
・
現
場
調
査
等
の
職
務
活
動
に
お
い
て
」（
警
解
一
条
一
項
）
偶
然
発
見
し
た
不
特
定
の
被
疑
者
に

対
し
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
公
安
人
民
警
察
官
は
職
務
質
問
・
検
査
執
行
前
に
、
自
ら
が
職
務
質
問
・
検
査
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
対
象
の
具
体
的
状
況
を
決
し
て
知
ら
な
い
。
つ
ま
り
現
場
職
務
質
問
・
検
査
の
対
象
は
不
特
定
の
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
で
あ
る
」。

　

も
う
一
つ
は
、「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
」
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
・
概
括
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
定
性
を

備
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
犯
罪
／
違
法
類
型
が
特
定
さ
れ
た
と
き
（
遅
く
と
も
事
件
登
録
時
に
特
定
さ
れ
る
）
は
そ
れ
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
応
の
手
続
に
よ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
ま
た
し
た
が
っ
て
、「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
（
違
法
犯
罪
被
疑

者
）」｢

有
違
法
犯
罪
嫌
疑
的
人
員｣
は
、
単
な
る
「
犯
罪
被
疑
者
」［
犯
罪
嫌
疑
人
］
と
「
違
法
被
疑
者
」［
違
法
嫌
疑
人
］
の
総
称
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
に
は
嫌
疑
内
容
の
具
体
性
・
特
定
性
に
違
い
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

 

（
3
）
手
続

　

現
場
職
務
質
問
等
の
実
施
人
数
に
つ
い
て
規
定
は
な
い
。
な
お
、
公
安
派
出
所
を
名
宛
人
と
す
る
公
安
部
「
公
安
派
出
所
法
執
行
執

務
活
動
規
範
」（
二
〇
〇
二
年
三
月
一
一
日
。
以
下
「
派
出
所
規
範
」
と
略
す
）
七
一
条
一
項
三
号
は
、
二
名
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
。

　

実
施
に
際
し
て
は
、「
相
応
の
証
明
書
」
を
呈
示
す
る
必
要
が
あ
る
（
法
九
条
一
項
）。
警
察
法
解
釈
は
そ
れ
と
し
て
「
自
己
が
人
民

警
察
官
の
身
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
職
員
証
」
を
挙
げ
る
（
同
一
条
一
項
）。
ま
た
派
出
所
規
範
七
〇
条
一
項
は
「
パ
ト
ロ
ー
ル
中
に

疑
わ
し
い
者
を
発
見
し
た
と
き
は
、
職
員
証
を
呈
示
し
、
身
分
を
示
し
、
か
つ
、
法
的
根
拠
を
告
知
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　

職
務
質
問
等
の
結
果
、
嫌
疑
が
排
除
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
派
出
所
規
範
は
「
同
人
に
協
力
を
感
謝
し
、
か
つ
、
礼
儀
正
し
く
同

人
を
行
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
七
〇
条
二
項
）
と
す
る
。
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2　

対
象
要
件

　

法
九
条
一
項
各
号
は
そ
れ
と
し
て
、
①
犯
罪
行
為
が
あ
っ
た
と
申
告
［
指
控
］
さ
れ
た
と
き
、
②
現
場
で
事
件
を
起
こ
し
た
嫌
疑
が

あ
る
と
き
、
③
事
件
を
起
こ
し
た
嫌
疑
が
あ
り
身
元
不
明
の
と
き
、
ま
た
は
④
所
持
し
て
い
る
物
品
が
贓
物
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と

き
を
定
め
る
（
丸
数
字
は
号
数
）。
な
お
「
事
件
」（
②
③
）・「
贓
物
」（
④
）
は
刑
事
・
犯
罪
に
か
か
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
は
「
さ
ら
な
る
調
査
立
証
が
待
た
れ
る
被
疑
者
お
よ
び
疑
わ
し
い
物
を
所
持
す
る
者
」
と
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
、
非
常
に
広

範
に
及
ぶ
。
留
置
の
「
対
象
は
極
め
て
広
く
、
嫌
疑
が
あ
る
と
思
料
し
さ
え
す
れ
ば
、
留
置
し
て
職
務
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
す
る
者
す
ら
い
る
。

　

な
お
、
不
特
定
性
は
、
現
場
職
務
質
問
等
の
続
き
で
あ
る
留
置
の
不
文
の
要
件
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
者
ま
た
は
嫌
疑
内

容
の
特
定
性
が
充
た
さ
れ
れ
ば
、
留
置
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

3　
「
連
行
」

　

現
場
職
務
質
問
等
後
に
、
対
象
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
継
続
的
職
務
質
問
を
す
る
た
め
に
、「
そ
の
者
を
公
安
機
関
ま
で
連
行

…
…
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
の
「
公
安
機
関
」
は
、「
現
地
の
最
寄
り
の
公
安
派
出
所
、
県
（
市
）
公
安
局
ま
た
は
都
市
公
安
分

局
」（
警
解
一
条
二
項
）
を
指
す
。

　
「
連
行
」［
帯
至
］
に
つ
い
て
は
、
被
職
務
質
問
者
が
任
意
に
同
行
し
な
い
場
合
に
、
強
制
力
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
で

き
る
と
す
る
な
ら
ば
如
何
な
る
要
件
の
下
で
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
本
法
お
よ
び
警
察
法
解
釈
に
は
こ
の
点
に
関
す
る
明

文
規
定
は
な
い
。
な
お
派
出
所
規
範
は
、
派
出
所
警
察
官
が
違
法
犯
罪
被
疑
者
を
押
送
［
解
送
］
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
に
よ
り
戒

具
を
使
用
し
、
効
果
的
な
統
制
状
態
下
に
終
始
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
す
る
（
七
一
条
二
項
、
五
三
条
）。
ま
た
、
実
務
で
は
、
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「
通
常
、
強
制
力
を
直
接
用
い
て
被
職
務
質
問
者
を
公
安
機
関
に
連
行
し
（
し
か
も
多
く
の
場
合
は
任
意
に
戒
具
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
）」
と
い
う
。

 

（
三
）
承
認
手
続

　

留
置
要
件
該
当
者
を
公
安
機
関
に
連
行
し
た
後0

、「
当
該
〔
連
行
先
の
〕
公
安
機
関
の
承
認
」
を
得
れ
ば
、
引
き
続
き
職
務
質
問
を

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
伴
い
被
職
務
質
問
者
は
留
置
さ
れ
る
。

　

留
置
は
二
段
階
に
分
か
れ
る
。
第
一
段
階
で
は
上
記
承
認
を
要
件
と
し
て
、
二
四
時
間
ま
で
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

「
特
殊
な
状
況
」
が
あ
り
、「
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
の
承
認
」
を
得
れ
ば
、
留
置
を
四
八
時
間
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
（
第
二
段
階
）。
し
た
が
っ
て
、
原
則
は
第
一
段
階
と
な
る
。

　

い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、「
直
ち
に
被
職
務
質
問
者
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
法
九

条
二
項
）。
そ
の
際
、「
釈
放
は
記
録
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
具
体
的
な
釈
放
時
間
を
明
記
し
、
か
つ
、
被
職
務
質
問
者
が
署
名
し
、

ま
た
は
指
印
し
、
別
に
釈
放
証
明
書
を
交
付
し
な
い
」（
警
解
一
条
五
項
）。

　

以
下
、
各
段
階
の
承
認
手
続
を
見
て
い
く
。

1　

第
一
段
階
（
二
四
時
間
ま
で
）

　

継
続
的
職
務
質
問
を
す
る
た
め
に
は
、
公
安
機
関
連
行
後
に

0

0

0

0

「
継
続
的
職
務
質
問
（
留
置
）
審
査
承
認
表
」
を
作
成
し
た
上
で
、
そ

れ
に
基
づ
き
「
当
該
公
安
機
関
の
承
認
」
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
具
体
的
に
承
認
す
る
の
は
「
当
該
公
安
機
関
の
責
任

者
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
公
安
派
出
所
の
所
長
ク
ラ
ス
お
よ
び
そ
れ
以
上
の
指
導
者
を
指
す
」
と
さ
れ
た
（
法
九
条
一
項
、
警
解
一
条

（
87
）

（
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）
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二
項
）。

　

承
認
後
、「
直
ち
に
そ
の
家
族
ま
た
は
そ
の
所
属
先
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
法
九
条
二
項
）。
警
察
法
解
釈
は
さ
ら
に
具

体
的
に
、「
被
職
務
質
問
者
の
証
明
書
ま
た
は
本
人
が
提
供
し
た
氏
名
・
住
所
に
よ
り
」、「
書
面
ま
た
は
電
話
で
」
通
知
す
る
も
の
と

し
た
（
一
条
三
項
）。
ま
た
職
務
質
問
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
法
九
条
二
項
）、
そ
こ
に
は
「
被
職
務
質
問
者
が
公
安
機
関

に
連
行
さ
れ
て
き
た
具
体
的
時
間
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
職
務
質
問
記
録
は
被
職
務
質
問
者
が
署
名
し
、
ま
た
は
指
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（
警
解
一
条
三
項
）。

　

二
四
時
間
の
起
算
点
は
「
公
安
機
関
に
連
行
し
て
き
た
時
」（
法
九
条
二
項
）
で
あ
り
、
二
四
時
間
に
は
承
認
を
請
求
し
て
い
る
時

間
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
第
二
段
階
ま
で
留
置
す
る
た
め
の
留
置
延
長
の
承
認
は
、
第
一
段
階
中
に
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
「
辺

鄙
な
地
区
で
書
面
で
の
承
認
請
求
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
は
、
先
に
電
話
で
指
示
を
伺
い
、
事
後
に
書
面
手
続
を
補
う
」
と
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
指
示
伺
い
も
第
一
段
階
中
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
以
上
に
つ
い
て
警
解
一
条
四
・
五
項
）。

2　

第
二
段
階
（
四
八
時
間
ま
で
）

　

第
一
段
階
を
経
て
「
特
殊
な
状
況
」
が
あ
る
と
き
は
、「
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
の
承
認
」
を
得
て
、
留
置
を
四
八
時
間
ま
で
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
九
条
二
項
）。
こ
こ
で
「
特
殊
な
状
況
」
と
は
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
が
二
四
時
間
以
内
に
な
お
確
証
し
、

ま
た
は
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」（
警
解
一
条
四
項
）
を
指
す
。
結
局
は
、
引
き
続
き
職
務
質
問
を
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
延

長
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
承
認
を
求
め
る
際
に
は
、「
継
続
的
職
務
質
問
（
留
置
）
延
長
審
査
承
認
表
」
を
用
い
る
。「
公
安
機
関
は
継
続
的
職
務
質
問
を

行
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
留
置
時
間
を
延
長
し
た
こ
と
を
承
認
記
録
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
警
解
一
条
四
項
。
な
お
、
辺
鄙
な

（
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）
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地
区
に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て
は
第
一
段
階
参
照
）。

 

（
四
）
執
行

　

留
置
施
設
と
し
て
は
「
留
置
室
」
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
の
承
認
を
経
て
、
公
安
派
出
所
、

都
市
公
安
分
局
お
よ
び
県
（
市
）
公
安
局
は
留
置
室
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
留
置
室
は
安
全
・
衛
生
・
採
光
・
通
風
等
の
基
本

的
条
件
を
具
備
し
、
必
要
な
椅
子
お
よ
び
飲
料
水
等
の
用
具
を
配
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
警
解
一
条
六
項
）。
も
っ
と
も
、
必
ず

「
留
置
室
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、「
留
置
期
間
中
、
公
安
機
関
は
被
職
務
質
問
者
の
合
法
的
権
利
利
益
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
職
務
質
問
者
に
対
す

る
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
ま
た
は
体
罰
・
虐
待
を
厳
禁
す
る
」
と
さ
れ
た
（
警
解
一
条
六
項
）。

　

留
置
し
て
継
続
的
職
務
質
問
を
行
っ
た
結
果
、
拘
留
（
刑
事
／
治
安
）
ま
た
は
そ
の
他
の
強
制
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
承
認
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
き
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法

九
条
三
項
）。
な
お
、
継
続
的
職
務
質
問
の
留
置
期
間
は
、
刑
事
拘
留
お
よ
び
治
安
拘
留
に
は
算
入
し
な
い
（
警
解
一
条
七
項
）。
ま
た

「
そ
の
他
の
強
制
措
置
」
は
「
逮
捕
、
住
居
監
視
お
よ
び
行
動
制
限
を
指
し
、
勾
引
を
含
ま
な
い
」。
勾
引
を
含
ま
な
い
理
由
は
劉
国

祥
（
公
安
部
法
制
司
）
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
出
頭
し
て
い
る
者
を
さ
ら
に
強
制
的
に
出
頭
さ
せ
る
の
は
、
不
要
な
こ
と
で
あ
り
、
情
理

に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
刑
事
・
治
安
召
喚
も
同
様
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
適
法
に
留
置
し
、
職
務
質
問
を

続
行
し
た
結
果
、
事
件
を
特
定
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
（
引
き
続
き
、
と
い
う
趣
旨
と
解
さ
れ
る
）
召
喚
・
勾
引
を
用
い
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

（
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三　

運
用
─
─
一
九
九
七
年
以
降
の
「
捜
査
」
の
場
面
を
中
心
に

　

こ
こ
で
は
、
実
務
に
お
い
て
留
置
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
を
解
き
ほ
ぐ
し
た
い
。
具
体
的
に
は
ま
ず
（
一
）
で
そ
の
概
要
を

示
す
。
そ
の
後
（
二
）
で
は
、
中
国
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
、
い
く
つ
か
の
点

を
掘
り
下
げ
る
。
な
お
警
察
法
施
行
当
時
は
収
容
審
査
が
な
お
現
役
で
あ
っ
た
た
め
、
留
置
は
犯
罪
「
捜
査
」
の
手
段
と
し
て
は
あ
ま

り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
、
一
九
九
七
年
の
収
容
審
査
廃
止
後
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。

 

（
一
）
概
況

 

（
1
）
実
務
に
お
け
る
常
用

　

ま
ず
留
置
は
一
般
的
に
、「
普
遍
的
に
各
種
の
事
件
・
各
種
の
対
象
に
用
い
ら
れ
、
事
件
の
捜
査
・
処
理
に
際
し
て
必
ず
経
る
手
続

と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
務
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、
留
置
は
一
般
的
・
概
括
的
な
嫌
疑
で
事
足
り
る
初
歩
的
な
選
別
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
自
体

は
、
直
ち
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
留
置
適
用
の
ハ
ー
ド
ル
の
低
さ
は
、
表
4
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
表
は
四
川
調
査
の
成
果
で
あ
り
、
一
九
九
九
年
の
Ｎ
県
公
安
局
お
よ
び
二
〇
〇
四
年
の
Ｊ
区
公
安
局
の
留
置
後
の
処
理
状
況
を
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。
同
表
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
読
み
取
る
根
拠
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
釈
放
が
比
較
的
多
い
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
行
動
制
限
の
意
味
解
釈
に
よ
る
。
実
は
こ
れ
は
、
実
務
で
は
捜
査
を
進
め
る
た
め
で
は
な
く
、
責
任
を
有
耶
無
耶
に
し
た
ま
ま
幕
引

き
を
図
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
実
質
的
に
は
釈
放
と
大
き
な
差
は
な
い
。
実
際
、
四
川
調
査
に
よ
れ
ば
、

そ
の
後
に
逮
捕
に
移
行
し
た
者
は
わ
ず
か
一
〇
名
（
九
・
九
％
）
で
あ
り
、
残
り
の
九
一
名
は
解
除
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
留
置
を
し

（
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た
が
、
刑
事
・
行
政
手
続
に
お
い
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
な
い
と
い
う
こ
と
（「
空
振

り
」
の
多
さ
）
は
、
留
置
適
用
の
ハ
ー
ド
ル
の
低
さ
を
裏
か
ら
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
「
捜
査
」
に
目
を
移
そ
う
。
艾
明
に
よ
れ
ば
、
改
正
刑
訴
法
施
行
（
一
九
九
七
年
）

後
、「
刑
事
強
制
出
頭
措
置
の
運
用
は
、
法
学
者
が
期
待
し
た
よ
う
に
、
法
定
の
五
種
類
の

強
制
措
置
の
『
正
し
い
軌
道
』
に
は
戻
ら
ず
、
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
『
ダ
ー
ク
ホ
ー
ス
』

で
あ
る
継
続
的
職
務
質
問
〔
本
稿
に
お
け
る
留
置
〕
が
〔
そ
の
座
を
〕
占
拠
し
た
」
と
い
う
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
次
の
二
点
の
調
査
結
果
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　

①
万
玲
（
福
建
省
福
州
市
台
江
区
人
民
検
察
院
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、「
実
務
に
お
い
て
、

公
安
機
関
は
刑
事
事
件
を
捜
査
す
る
に
当
た
り
、
広
く
留
置
に
よ
る
職
務
質
問
を
用
い
て
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り0

、
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
九
七
年
一
月
か
ら
本
院
が
受
理
し
た
公
安
機
関
か
ら
移
送
さ
れ

て
き
た
三
〇
二
件
の
起
訴
事
件
の
う
ち
、
二
八
三
件
が
留
置
に
よ
る
職
務
質
問
を
用
い
ら
れ

て
お
り
、
移
送
さ
れ
て
き
た
事
件
の
九
三
％
を
占
め
た
。
そ
の
う
ち
、
留
置
に
よ
る
職
務
質

問
を
延
長
さ
れ
た
者
が
ま
た
大
多
数
を
占
め
た
。
留
置
に
よ
る
職
務
質
問
が
四
八
時
間
を
超

え
た
者
が
一
五
％
を
占
め
た
。
…
…
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
四
八
時
間
留
置
に
よ
る
職
務
質

問
を
し
た
後
に
、
常
に
刑
事
訴
訟
法
の
『
召
喚
・
勾
引
』
を
適
用
す
る
公
安
機
関
も
あ
〔
る
〕」。

こ
こ
か
ら
犯
罪
「
捜
査
」
に
お
い
て
留
置
が
常
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
四
八
時
間
の
留
置
が

大
多
数
で
あ
る
こ
と
（
さ
ら
に
超
過
が
一
五
％
も
あ
る
）、
お
よ
び
留
置
後
に
召
喚
・
勾
引

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
公
安
機
関
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
99
）

（
100
）

（
101
）

表 4　Ｎ県・Ｊ区公安局の留置後の処理状況

総数 行動
制限

刑事
拘留 逮捕 釈放 強制薬

物禁絶
治安
拘留

他へ
移送 不明

Ｎ県公安局
（1999）

人 347 － 139 5 163 － － － 40

％ － － 40.1 1.4 47.0 － － － 11.5

Ｊ区公安局
（2004）

人 1,608 101 682 1 576 127 36 85 －

％ － 6.3 42.4 0.1 35.8 7.9 2.2 5.3 －

出所：馬静華『中国刑事訴訟運行機制実証研究⑶──以偵査到案制度為中心』（法律出版社、
2010年）128～130頁参照。

注記：「％」は坂口が計算した。
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②
「
二
〇
〇
二
年
の
某
公
安
分
局
の
留
置
人
員
情
報
統
計
表
を
例
に
す
る
と
、
一
年
間
で
留
置
し
た
延
べ
三
七
三
四
人
中
、
犯
罪
被

0

0

0

疑
者
を
対
象
と
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
み
な
ら
ず
、
一
般
違
法
被
疑
者
を
対
象
と
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
も
ほ
と
ん
ど
全
て
の
刑
事
事
件
の

処
理
過
程
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
例
外
も
な
く
、
犯
罪
被
疑
者
に
ま
ず
留
置
手
段
を
用
い
て
、
そ
の
後
、
そ
の
他
の
刑
事
強
制
措
置
に

移
行
し
て
お
り
、
事
実
上
、
留
置
手
段
が
刑
事
強
制
措
置
に
と
っ
て
必
ず
経
る
手
続
で
あ
る
と
い
う
慣
例
が
形
成
さ
れ
て
い
る
」。

　

③
表
4
か
ら
は
、
先
述
の
適
用
ハ
ー
ド
ル
の
低
さ
の
ほ
か
、
さ
ら
に
留
置
後
に
様
々
な
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の

中
で
も
刑
事
拘
留
の
多
さ
が
際
立
つ
。
釈
放
を
除
い
た
場
合
、
刑
事
拘
留
へ
の
移
行
は
Ｎ
県
公
安
局
が
七
五
・
五
％
、
Ｊ
区
公
安
局
が

六
六
・
一
％
と
な
る
。
他
方
、
当
該
年
の
両
者
の
刑
事
拘
留
人
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
二
〇
名
、
一
一
四
一
名
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

そ
れ
に
お
け
る
留
置
か
ら
刑
事
拘
留
に
移
行
し
た
人
員
は
そ
れ
ぞ
れ
三
三
・
一
％
、
五
九
・
八
％
と
な
る
（
平
均
五
二
・
六
％
）。
Ｎ

県
で
は
「
捜
査
」
に
お
け
る
留
置
の
使
用
は
相
対
的
に
低
調
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
地
域
差
は
あ
る
が
、
な
お
留
置
が
「
捜
査
」
に
常
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ

と
は
実
務
に
お
い
て
刑
事
拘
留
・
逮
捕
の
利
用
が
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
、
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で

の
公
訴
提
起
人
員
に
対
す
る
逮
捕
人
員
の
比
率
は
、
九
七
・
一
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
刑
事
拘
留
に
つ
い
て
は
全
国
的
な
デ
ー
タ
は
な
い

が
、
一
般
に
刑
事
拘
留
人
員
の
方
が
逮
捕
人
員
よ
り
も
多
い
と
い
う
。
一
部
地
域
の
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
逮
捕
人
員
に
お
い
て
、
刑

事
拘
留
が
先
行
し
た
者
が
九
割
前
後
に
達
し
た
（
表
5
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
に
実
務
で
は
「
時
間
一
杯
留
置
し
た
後
に
、
さ
ら
に
時
間
一
杯
刑
事
拘
留
し
、
そ
の
後
逮
捕
す
る
」
と
い
う
モ
デ
ル
が
形

成
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
留
置
・
刑
事
拘
留
・
逮
捕
は
緊
密
に
結
び
つ
き
、
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

 

（
2
）
延
長
の
デ
フ
ォ
ル
ト
化

　

第
二
段
階
（
二
四
時
間
を
超
え
て
四
八
時
間
ま
で
）
の
留
置
を
す
る
た
め
に
は
、「
特
殊
な
状
況
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）

（
107
）
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し
そ
れ
は
引
き
続
き
職
務
質
問
を
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
（
二
（
三
）
2
参
照
）。
実
務

で
は
「
特
殊
」
が
「
一
般
」
に
拡
大
さ
れ
、
第
二
段
階
ま
で
延
長
さ
れ
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い

た
と
い
う
。

　

そ
の
実
例
と
し
て
四
川
調
査
の
成
果
を
挙
げ
て
お
く
（
表
6
参
照
）。
な
お
法
定
期
間
を
超
過
し

た
留
置
が
三
分
の
一
以
上
あ
る
が
、
調
査
時
に
は
「
近
年
は
こ
う
し
た
状
況
は
基
本
的
に
な
く
な
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
同
局
の
法
執
行
の
質
評
価
の
範
囲
に
組
み
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。

 
（
二
）
問
題

　

以
上
の
よ
う
に
実
務
に
お
い
て
留
置
は
常
用
さ
れ
、
ま
た
延
長
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
と
同
時
に
不
当
な
、
ひ
い
て
は
違
法
な
留
置
が
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
お
り
、
学
界

も
批
判
の
声
を
上
げ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
公
安
部
は
二
〇
〇
二
年
三
月
お
よ
び
八
月
に
、
留
置

活
動
を
調
査
す
る
た
め
に
専
門
チ
ー
ム
を
一
部
の
省
・
自
治
区
・
直
轄
市
に
派
遣
し
た
。
中
に
は
覆

面
調
査
を
行
っ
た
チ
ー
ム
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
調
査
お
よ
び
全
国
の
統
計
資
料
を
合

わ
せ
て
検
討
し
た
結
果
、
留
置
実
務
の
主
な
問
題
と
し
て
次
の
七
点
が
指
摘
さ
れ
た
（
以
下
「
公
安

部
調
査
」
と
呼
ぶ
）。
す
な
わ
ち
、
①
要
件
外
適
用
、
②
制
限
時
間
超
過
（
十
数
日
超
過
し
た
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
）、
③
誤
っ
て
留
置
を
治
安
・
刑
事
事
件
の
必
ず
経
る
手
続
と
し
、
事
件
処
理
の
た
め

の
時
間
を
一
・
二
日
延
長
し
よ
う
と
す
る
（
身
体
拘
束
時
間
を
稼
ぐ
た
め
の
前
置
手
続
化
）、
④
警

察
法
所
定
の
条
件
・
手
続
の
不
遵
守
（
例
：
承
認
を
得
ず
に
留
置
）、
⑤
公
安
機
関
の
刑
事
捜
査
・

（
108
）

（
109
）

（
110
）

表 5　刑事拘留・逮捕使用状況（2003年）

刑事拘留人員 逮捕人員（A）
内：刑事拘留からの移行

（B） B/A

湖南省某市 602 425 372 87.5％

広東省深圳市某区 4,331 2,457 2,454 99.9％

出所：馬長生・秦少斌・胡鳳英「論刑事訴訟中強制措施的完善──現行審前羈押制度考
察」張智輝主編『中国検察（第10巻）──刑事訴訟法修改問題研究』（北京大学
出版社、2006年）6頁参照。
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治
安
・
経
済
捜
査
・
薬
物
取
締
り
・
交
通
・
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
部
門
が
公
安
部
の
規
定
に
違
反
し
て

「
留
置
室
」
を
設
置
す
る
こ
と
、
⑥
「
留
置
室
」
の
基
本
的
条
件
の
不
充
足
（
例
：「
使
用
を
重
視

し
、
建
設
を
軽
視
し
、
管
理
を
軽
視
す
る
」、「
留
置
室
」
の
条
件
が
劣
悪
で
、
通
風
・
採
光
等
の
条

件
が
劣
っ
て
い
る
、
内
部
施
設
が
規
範
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
構
造
が
非
合
理
的
で
あ
り
、
安
全
面
の

隠
れ
た
リ
ス
ク
が
あ
り
、
ま
た
被
職
務
質
問
者
の
基
本
的
人
権
を
保
障
で
き
な
い
）、
⑦
職
務
懈
怠

に
よ
る
被
職
務
質
問
者
の
死
亡
等
の
事
故
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
問
題
は
「
法
律
の
厳
粛
性
を

損
な
い
、
公
安
機
関
の
名
声
を
汚
し
、
党
お
よ
び
政
府
の
イ
メ
ー
ジ
に
影
響
す
る
ば
か
り
か
、
国
民

の
合
法
的
権
利
・
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
認
識
さ
れ
た
。

　

以
下
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
問
題
状
況
を
よ
り
具
体
的
に
認
識
す
る
た
め
に
、
次
の
三

点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
（
カ
ッ
コ
内
の
丸
数
字
は
公
安
部
調
査
の
そ
れ
）。

 

（
1
）
要
件
非
該
当
者
に
対
す
る
適
用
（
①
③
）

　

そ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
特
定
性
の
あ
る
被
疑
者
、
い
わ
ゆ
る
［
三
無
人
員
］（
身
分
証
明
書
・

固
定
の
住
所
・
就
業
証
明
書
が
無
い
者
）、
治
安
事
件
の
被
害
者
・
証
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
現
場
職
務
質
問
等
を
し
て
い
な
い
者
を
留
置
す
る
問
題
も
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
場
職
務
質

問
等
か
ら
留
置
を
切
り
離
し
て
、
独
立
し
た
措
置
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
公
安
部
調

査
は
由
々
し
い
例
と
し
て
、
民
事
紛
争
の
当
事
者
に
対
す
る
留
置
や
、
過
料
納
付
を
迫
る
た
め
の
留

置
を
指
摘
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
正
直
に
供
述
し
な
い
者
を
懲
ら
し
め
る
た
め
の
使
用
も
あ
っ
た
と
い

う
。

（
111
）

（
112
）

（
113
）

（
114
）

（
115
）

（
116
）

（
117
）

表 6　Ｎ県公安局留置期間状況（1999年）

総数
第 1段階
24時間以内

第 2段階
24～48時間

48時間を超える
（期間超過）

人 ％ 人 ％ 人 ％

321 112 34.9％ 98 30.5％ 111 34.6％

出所：馬静華「偵査到案制度：従現実到理想」左衛民等『中国刑事訴訟運行機制実証研
究』（法律出版社、2007年）19頁参照。

注記：「人」は坂口が計算した。
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ま
た
鄒
翼
・
盧
潔
（
湖
南
省
懐
化
鉄
道
公
安
処
）
に
よ
れ
ば
、
某
公
安
機
関
の
二
三
の
（
派
出
）
所
・
隊
に
お
け
る
一
九
三
例

（
人
）
の
留
置
に
対
す
る
調
査
の
結
果
、
留
置
の
理
由
が
不
十
分
で
あ
っ
た
も
の
が
一
〇
五
例
（
五
四
・
四
％
）
あ
っ
た
と
い
う
（
以

下
「
懐
化
調
査
」
と
呼
ぶ
）。

　

な
お
、
特
定
性
の
あ
る
被
疑
者
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
問
題
は
、
他
の
措
置
と
組
み
合
わ
せ
て
留
置
を
使
用
す
る
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
刑
事
召
喚
、
勾
引
ま
た
は
治
安
召
喚
の
後
に
留
置
を
用
い
、
拘
束
時
間
を
稼
ぐ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
懐
化
調
査

に
よ
れ
ば
、「
召
喚
・
勾
引
と
留
置
を
同
時
に
使
用
し
、
ま
た
は
先
に
召
喚
（
勾
引
）
し
て
か
ら
留
置
す
る
状
況
が
あ
り
、
検
査
に
よ

っ
て
六
四
例
を
発
見
し
、
検
査
総
数
の
三
三
・
二
％
を
占
め
た
」
と
い
う
。
先
述
（
二

（
二
）
2
参
照
）
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
留
置
の
使
い
方
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

刑
事
拘
留
・
治
安
拘
留
す
べ
き
者
に
対
す
る
留
置
も
問
題
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
は
犯
罪
「
捜
査
」（
ま
た
は
治
安
違
反
の
調
査
）
の
た
め
に
、
意
図
的
に
留

置
を
流
用
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
な
さ
れ
て
い
る
か

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
、
ま
た
留
置
を
刑
事
強
制
措
置
の
前

置
手
続
あ
る
い
は
「
第
六
の
刑
事
強
制
措
置
」
等
と
揶
揄
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ

は
局
地
的
・
限
定
的
な
現
象
で
は
な
く
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

前
節
（
1
）
の
①
②
、
特
に
前
者
か
ら
は
、
一
部
の
地
方
で
は
少
な
く
な
い
割
合
で
流

用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

 

（
2
）
手
続
違
反
（
④
）

　

先
述
の
承
認
手
続
の
未
履
践
以
外
の
手
続
違
反
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘

（
118
）

（
119
）

（
120
）

（
121
）

（
122
）

（
123
）

（
124
）

（
125
）

表 7　手続上の「手抜き」（懐化調査）（n＝193）

事項 数 ％

①審査承認表について指導者未承認  1  0.5

②被留置者未署名 28 14.3

③家族または所属先への未通知 48 24.8

④留置登録台帳に釈放時間未記載 19  9.8

⑤執行した公安機関の押印すらなし 19  9.8

出所：鄒翼・盧潔「当前公安機関留置工作存在的問題及対
策」鉄道警官高等専科学校学報2002年 2 期45頁参照。

注記：｢％｣ は坂口が計算した。②の「署名」が留置承認
後の職務質問調書に対するものか、釈放時のものか
は明記されていない。
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さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
法
執
行
主
体
資
格
を
有
さ
な
い
「
治
安
員
」
等
の
警
察
官
の
補
助
者
に
よ
る
継
続
的
職
務
質
問
で
あ
る
。
次
に
、

拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
や
体
罰
等
で
あ
る
。

　

ま
た
、
上
記
の
懐
化
調
査
に
よ
れ
ば
、
表
7
の
よ
う
な
手
続
上
の
「
手
抜
き
」
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
三
年
に
は
、
被
留
置

者
以
外
に
世
話
を
す
る
者
が
い
な
い
三
歳
の
子
の
世
話
を
す
る
よ
う
被
留
置
者
の
家
族
に
伝
え
る
の
を
失
念
し
、
ま
た
当
該
被
留
置
者

が
そ
の
後
薬
物
禁
絶
治
療
所
に
送
致
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
子
が
餓
死
し
、
十
数
日
後
に
腐
乱
死
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
い
う
問
題

が
生
じ
、
社
会
的
な
非
難
を
集
め
た
。

 

（
3
）
承
認
権
者
の
拡
張
解
釈
と
設
置
主
体
の
拡
大
（
⑤
）

　

留
置
の
第
一
段
階
の
承
認
権
者
は
「
当
該
公
安
機
関
の
責
任
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
公
安
派
出
所
の
所
長
ク
ラ
ス
お
よ
び
そ
れ
以

上
の
指
導
者
」
と
さ
れ
た
（
二
（
三
）
1
参
照
）。
そ
し
て
実
務
で
は
後
者
を
根
拠
に
承
認
権
者
が
広
く
解
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
法

執
行
実
務
に
お
い
て
、
一
部
の
地
方
の
公
安
機
関
は
そ
れ
を
『
公
安
機
関
に
お
け
る
公
安
派
出
所
長
と
同
ク
ラ
ス
の
指
導
者
で
あ
り
さ

え
す
れ
ば
よ
く
、
治
安
・
刑
事
捜
査
・
経
済
捜
査
等
の
各
事
件
処
理
部
門
の
科
・
股
・
所
・
隊
長
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
継
続
的
職
務

質
問
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
拡
大
し
て
理
解
し
、
も
っ
て
継
続
的
職
務
質
問
の
適
用
の
拡
大
化
を
も
た
ら
し
た
」。
こ
う
し

た
拡
張
解
釈
に
よ
り
、
か
つ
て
収
容
審
査
を
多
用
（
ひ
い
て
は
濫
用
）
し
て
い
た
事
件
処
理
部
門
も
、
留
置
を
自
ら
承
認
し
た
上
で
執

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
公
安
部
法
制
局
釈
義
は
、
こ
う
し
た
「
理
解
」
を
「
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
実
際
の
執
行
に
お
い
て
ズ
レ
［
偏
差
］
が
生

じ
た
規
定
」
の
例
と
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
公
安
機
関
責
任
者
と
公
安

機
関
事
件
処
理
部
門
責
任
者
は
別
の
概
念
で
あ
る
。
後
者
は
公
安
機
関
の
内
部
機
構
の
責
任
者
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
は

派
出
所
長
以
上
の
指
導
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
安
機
関
責
任
者
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
を
第
一
段
階
の
承
認

（
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権
者
と
し
て
い
た
た
め
、
理
解
の
「
ズ
レ
」
と
評
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
公
安
部
調
査
の
⑤
の
問
題
性
も
、
こ
れ
と
同
じ
理
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
警
察
法
解
釈
一
条
六
項
（
こ
れ
が
問
題
と

な
る
規
定
と
解
さ
れ
る
）
は
留
置
室
の
設
置
主
体
を
（
事
件
処
理
部
門
で
は
な
く
）
派
出
所
・
分
局

0

0

・
局0

と
し
た
（
二
（
四
）
参
照
）。

他
方
、
公
安
部
調
査
が
問
題
視
す
る
「
刑
事
捜
査
・
治
安
・
経
済
捜
査
…
…
等
の
部
門
」
は
こ
れ
ら
で
は
な
い
。
承
認
権
の
あ
る
部
門

に
留
置
室
を
設
置
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
前
者
と
同
じ
理
で
、
後
者
も
警
察
法
解
釈
一
条
六
項
（「
公
安
部
の
規
定
」）
に
悖
る
こ
と
と

な
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
上
述
の
公
安
部
法
制
局
釈
義
の
立
場
は
、
継
続
職
質
規
定
施
行
前
の
公
安
部
の
公
式
見
解
と
ズ
レ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
公
安
部
の
機
関
誌
で
あ
る
『
人
民
公
安
』
は
法
律
問
答
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
、
読
者
で
あ
る
警
察
官
の
質
問
に
対

し
て
、
警
察
法
解
釈
一
条
二
項
を
根
拠
と
し
て
、
同
項
に
該
当
す
る
責
任
区
刑
事
警
察
中
隊
長
に
第
一
段
階
の
承
認
権
を
肯
定
し
た
か

ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、『
人
民
公
安
』
の
回
答
は
お
よ
そ
事
件
処
理
部
門
責
任
者
に
承
認
権
を
肯
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
の

実
務
の
拡
張
解
釈
と
公
安
部
法
制
局
釈
義
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

な
お
、
公
安
部
法
制
局
釈
義
に
よ
れ
ば
、
警
察
法
九
条
の
「
立
法
原
意
は
公
安
派
出
所
に
し
か
継
続
的
職
務
質
問
権
の
行
使
を
認
め

ず
、
公
安
機
関
の
そ
の
他
の
警
種
に
は
使
用
を
認
め
〔
な
い
〕」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
派
出
所
以
外
の
留
置
権
限
を
認
め

た
警
察
法
解
釈
の
時
点
で
、
実
は
公
安
部
は
す
で
に
拡
張
解
釈
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

 

（
三
）
小
括

　

一
九
九
七
年
の
収
容
審
査
廃
止
以
降
、
実
務
で
は
留
置
が
常
用
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
収
容
審
査
の
よ
う
に
濫
用
さ
れ
、
例
外
で

あ
っ
た
は
ず
の
第
二
段
階
が
デ
フ
ォ
ル
ト
化
し
、
さ
ら
に
は
要
件
・
手
続
違
反
も
問
題
視
さ
れ
た
。
公
安
部
法
制
局
釈
義
が
説
く
よ
う

（
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）

（
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（
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（
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）

（
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）
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に
、
留
置
が
「
小
黒
屋
」
問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
警
察
法
九
条
は
そ
の
根
本
的
な
解
決
を
も
た
ら
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
運
用
に
お
い
て
特
に
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
重
要
な
こ
と
は
、「
捜
査
」
目
的
の
流
用
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が

広
く
な
さ
れ
て
い
た
と
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
生
じ
た
現
象
は
、
収
容
審
査
を
め
ぐ
り
生
じ
た
現
象
と
似
通
っ

て
い
る
。
第
六
の
刑
事
強
制
措
置
化
、
刑
事
強
制
措
置
の
前
置
手
続
化
、「
空
振
り
」
の
多
さ
、
要
件
外
適
用
、
制
限
時
間
超
過
等
、

枚
挙
に
暇
が
な
い
。

四　
「
捜
査
」
目
的
で
留
置
が
多
用
さ
れ
る
背
景

　

刑
訴
法
起
草
当
局
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
「
捜
査
」
に
お
け
る
収
容
審
査
廃
止
の
穴
は
、
刑
事
措
置
で
埋
め
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
れ
は
立
法
者
意
思
で
も
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
実
務
で
は
犯
罪
事
実
の
解
明
を
目
指
し
て
留
置
が
広
く
用
い
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
用
法
は
不
特
定
性
を
充
た
さ
な
い
と

い
う
点
で
法
九
条
に
、
ま
た
刑
事
事
件
登
録
を
す
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
し
な
い
と
い
う
点
で
刑
訴
法
に
反
し
、
さ
ら
に
は
収
容
審
査

を
廃
止
す
る
た
め
に
刑
事
強
制
措
置
を
改
正
し
た
立
法
者
意
思
を
潜
脱
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

な
ぜ
実
務
で
は
「
捜
査
」
目
的
で
留
置
が
広
く
流
用
さ
れ
、
か
つ
て
収
容
審
査
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

本
章
で
は
そ
の
背
景
を
解
き
ほ
ぐ
す
。
以
下
で
は
ま
ず
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
、「
捜
査
」
初
期
段
階
に
お
け
る
身
体
拘
束
措
置
の
必

要
性
、
な
ら
び
に
旧
刑
訴
法
に
お
け
る
収
容
審
査
廃
止
の
善
後
策
と
し
て
の
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
の
改
正
点
を
検
討
す
る
。
し
か
る

後
、
上
記
の
課
題
に
取
り
か
か
る
こ
と
と
す
る
。

（
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）
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（
一
）
前
提
状
況
の
整
理

1　
「
捜
査
」
初
期
段
階
に
お
け
る
身
体
拘
束
の
必
要
性

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
冒
頭
で
す
で
に
一
般
的
・
概
括
的
に
触
れ
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
こ
と
を
四
川
調
査
に
よ
り
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
Ｎ
県
、

Ｙ
区
お
よ
び
Ｊ
区
裁
判
所
に
お
い
て
二
〇
〇
四
年
に
終
局
し
た
刑
事
事
件
に
対
す
る

標
本
調
査
で
あ
る
。
そ
の
標
本
は
各
母
集
団
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
件
を
無
作
為
抽
出

し
た
事
件
（
計
二
四
〇
件
）
に
お
け
る
刑
事
拘
留
か
ら
逮
捕
へ
移
行
し
た
事
件
（
計

二
〇
七
件
）
で
あ
る
。
同
調
査
は
、
出
頭
措
置
（
例
：
留
置
、
召
喚
、
勾
引
）
を
用

い
て
か
ら
、
刑
事
拘
留
・
逮
捕
に
移
行
す
る
ま
で
の
段
階
（
以
下
「
出
頭
段
階
」
と

呼
ぶ
）、
刑
事
拘
留
段
階
お
よ
び
逮
捕
段
階
の
三
段
階
に
お
け
る
取
調
べ
・
証
拠
収

集
状
況
を
比
較
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
8
は
そ
こ
か
ら
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ

る
デ
ー
タ
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
、
取
調
べ
に
関
す
る
デ
ー
タ
と
「
主
要
証
拠
」

（
事
件
の
認
定
へ
の
影
響
が
小
さ
く
な
い
も
の
）
の
収
集
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
地
域
毎
の
デ
ー
タ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
統
合
し
た
デ
ー
タ
を
用
い
る

（
前
者
は
三
地
域
、
後
者
は
Ｙ
区
お
よ
び
Ｊ
区
）。

　

ま
ず
取
調
べ
に
つ
い
て
、「
平
均
密
度
」
と
は
、
一
日
当
た
り
の
平
均
取
調
べ
時

間
を
指
す
。
分
母
は
各
段
階
の
平
均
期
間
で
あ
る
。
ま
た
「
初
自
認
」
は
初
め
て
犯

行
を
自
認
し
た
（［
供
認
］、［
認
罪
供
述
］）
の
が
ど
の
段
階
か
を
百
分
率
で
示
し
て

（
140
）

（
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）

表 8　取調べ・証拠収集状況対照表

項目 出頭段階 刑事拘留段階 逮捕段階

取調べ
（n=274）

平均時間（分） 145 119 72

平均密度（時間 /日） 3.75 0.15 0.04

初自認（％） 81 12* 2

主要証拠
（n=137）

平均収集数（個） 4.55 4.6 1.4

平均密度（個 /日） 4.55 0.195 0.02

収集しなかった事件数 16 23 85

出所：馬静華『中国刑事訴訟法運行機制実証研究⑶──以偵査到案制度為中心』
（法律出版社、2010年）108、109、112、113、116頁参照。

注記：｢＊｣ について、108頁の図では「 1 ％」であるが、113頁では「12％」であ
る。後者に否認の 4 ％を加えれば、約100％となること、および図のグラフ
の高さから、前者を誤植と考えた。
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い
る
。
こ
こ
か
ら
出
頭
段
階
に
お
い
て
集
中
的
に
取
調
べ
が
な
さ
れ
、
ま
た
八
割
以
上
が
こ
の
段
階
で
最
初
の
自
認
を
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

　

次
に
主
要
証
拠
に
つ
い
て
、「
平
均
密
度
」
と
は
、
一
日
当
た
り
の
平
均
収
集
個
数
を
指
す
。
出
頭
段
階
と
刑
事
拘
留
段
階
は
平
均

収
集
数
に
お
い
て
は
大
差
な
い
が
、
分
母
で
あ
る
平
均
期
間
の
差
か
ら
、
平
均
密
度
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
主
要
証
拠
の
収
集

に
つ
い
て
も
、
出
頭
段
階
で
集
中
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
出
頭
段
階
に
お
け
る
身
体
拘
束
下
の
取
調
べ
は
、
捜
査
・
検
挙
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
捜
査
の
あ
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
で
は
実

物
証
拠
の
収
集
能
力
不
足
を
背
景
に
、
ま
ず
は
自
白
方
向
の
供
述
を
得
て
、
そ
れ
か
ら
「
芋
づ
る
式
」
に
他
の
証
拠
を
収
集
す
る
「
供

述
か
ら
他
の
証
拠
へ
」［
由
供
到
証
］
モ
デ
ル
が
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
。
も
う
一
つ
は
多
数
を
占
め
る
出
稼
ぎ
者
に
よ
る
犯
罪
へ

の
対
処
の
必
要
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
稼
ぎ
者
は
流
動
性
が
高
い
た
め
、
非
拘
禁
的
措
置
（
例
：
住
居
監
視
）
で
は
逃
げ
ら
れ
る
リ

ス
ク
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
拘
禁
措
置
の
必
要
性
や
そ
れ
へ
の
依
存
度
が
高
ま
る
。
し
か
も
、
治
安
維
持
の
責
を
負
う
公
安
機
関
お
よ

び
警
察
官
（
法
二
条
）
に
は
検
挙
率
等
の
ノ
ル
マ
が
課
さ
れ
る
。

2　

旧
刑
訴
法
に
お
け
る
収
容
審
査
廃
止
の
善
後
策
と
し
て
の
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
の
改
正
点

　

旧
刑
訴
法
は
収
容
審
査
廃
止
後
の
穴
を
埋
め
る
た
め
に
、
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
要
件
の
緩
和
お
よ
び
期
間

の
長
期
化
を
し
た
。
以
下
、
順
に
見
て
い
こ
う
。

（
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（
1
）
刑
事
拘
留
の
改
正
点

Ａ　

要
件
の
緩
和

　

旧
刑
訴
法
に
お
い
て
も
、
刑
事
拘
留
は
現
行
犯
ま
た
は
嫌
疑
濃
厚
な
者
を
対
象
と
す
る
緊
急
状
況
下
の
臨
時
的
な
身
体
拘
束
と
一
般

に
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
要
件
面
の
改
正
点
は
、「
罪
が
逮
捕
に
値
す
る
」
要
件
（
旧
々
刑
訴
法
四
一
条
柱
書
）
の
削
除
お
よ
び
「
身

元
不
明
で
放
浪
し
な
が
ら
事
件
を
起
こ
し
た
濃
厚
な
嫌
疑
が
あ
る
と
き
」（
同
六
号
）
の
分
解
・
拡
充
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
、

改
正
前
に
お
い
て
は
当
該
要
件
に
よ
り
、
刑
事
拘
留
の
要
件
は
実
質
的
に
逮
捕
の
そ
れ
と
同
じ
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
緊
急
時
に
そ

う
し
た
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
改
正
に
よ
り
、
そ
う
し
た
制
約
が
取
り
払
わ
れ
た
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
そ
の
結
果
、「
真
の
氏
名
・
住
所
を
述
べ
ず
、
身
元
が
不
明
で
あ
る
と
き
」（
六
一
条
六
号
）、
お
よ
び
「
放
浪
し

な
が
ら
事
件
を
起
こ
し
・
多
数
回
事
件
を
起
こ
し
・
徒
党
を
組
ん
で
事
件
を
起
こ
し
た
濃
厚
な
嫌
疑
が
あ
る
と
き
」（
同
七
号
）
が
規

定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
収
容
審
査
の
「
四
類
型
の
対
象
」
に
重
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
刑
事
拘
留
は
旧
収
容
審
査
の
対
象
を
、
概
ね
吸
収
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｂ　

期
間
の
長
期
化

　

拘
留
の
期
間
は
公
安
機
関
が
検
察
に
逮
捕
承
認
を
請
求
す
る
ま
で
の
期
間
と
、
検
察
が
そ
の
請
求
を
審
査
す
る
期
間
か
ら
な
る
（
以

下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
逮
捕
請
求
期
間
」、「
審
査
期
間
」
と
呼
ぶ
）。
こ
れ
ら
の
時
間
不
足
か
ら
、
収
容
審
査
が
多
用
さ
れ
た
と
の
認
識
か

ら
、
両
者
と
も
に
表
9
の
よ
う
に
延
長
さ
れ
た
。

　

特
に
逮
捕
請
求
期
間
に
つ
い
て
は
、
収
容
審
査
を
吸
収
す
る
た
め
に
、「
放
浪
し
な
が
ら
事
件
を
起
こ
し
・
多
数
回
事
件
を
起
こ

し
・
徒
党
を
組
ん
で
事
件
を
起
こ
し
た
嫌
疑
濃
厚
な
者
に
つ
い
て
は
、
承
認
審
査
請
求
の
期
間
を
三
〇
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
」（
六
九
条
二
項
）
と
の
規
定
が
新
設
さ
れ
た
（
表
に
お
け
る
「
放
浪
犯
等
」）。
こ
れ
ら
は
収
容
審
査
の
四
類
型
の
対
象
の
②
～
④

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）



論　　　説

（阪大法学）68（1-76）　 76 〔2018. 5 〕

に
合
致
し
、
ま
た
旧
刑
訴
法
六
一
条
七
号
に
重
な
る
（
①
に
つ
い
て
は
本
項
（
2
）
Ｂ
参
照
）。
ち
な
み

に
、
収
容
審
査
の
期
間
は
原
則
と
し
て
一
ヶ
月
で
あ
っ
た
（
一
（
一
）
2
（
1
）
参
照
）。

 

（
2
）
逮
捕
の
改
正
点

Ａ　

要
件
の
緩
和

　
「
主
な
犯
罪
事
実
が
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
〔
い
る
〕」（
旧
々
刑
訴
法
四
〇
条
一
項
）
と
い
う

要
件
が
厳
し
す
ぎ
た
こ
と
が
収
容
審
査
の
多
用
の
一
因
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
認
識
か
ら
、「
犯
罪
事
実

が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
が
あ
〔
る
〕」
に
改
め
ら
れ
た
（
旧
刑
訴
法
六
〇
条
一
項
）。
こ
れ
は
「
犯

罪
被
疑
者
・
被
告
人
が
犯
罪
行
為
を
実
施
し
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
…
…
〔
法
定
の
〕
一
種
の
証
拠
さ
え

あ
れ
ば
、
逮
捕
の
証
拠
要
件
を
充
足
し
た
こ
と
に
な
り
、
捜
査
人
員
に
対
し
て
犯
罪
の
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を

必
ず
先
に
入
手
し
た
上
で
、
主
な
犯
罪
事
実
を
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
決

し
て
求
め
て
い
な
い
」
と
い
う
点
で
、「
逮
捕
要
件
に
対
し
て
な
し
た
重
要
な
改
正
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

Ｂ　

期
間
の
長
期
化

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
二
点
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
一
つ
は
始
点
の
繰
延
べ
で
あ
る
。
旧
々
刑
訴
法

は
捜
査

0

0

期
間
中
の
拘
禁
期
間
を
原
則
と
し
て
最
長
二
ヶ
月
と
し
て
い
た
（
九
二
条
一
項
）。
こ
れ
に
は
刑
事
拘
留
に
よ
る
拘
禁
期
間
も

含
ま
れ
て
い
た
。
他
方
、
旧
刑
訴
法
は
原
則
の
最
長
期
間
を
維
持
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
逮
捕
後
の
期
間
で
あ
る
旨
を
明
記
し
、
刑
事

拘
留
期
間
を
除
外
し
た
（
一
二
四
条
）。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
「
収
容
審
査
を
廃
止
し
、
拘
留
・
逮
捕
要
件
を
改
善
す
る
こ
と
に
つ

い
て
な
し
た
相
応
の
変
更
で
あ
〔
る
〕」
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
刑
事
拘
留
期
間
を
除
外
し
な
け
れ
ば
、
刑
事
拘
留
に
よ
り
従
来

の
収
容
審
査
対
象
を
取
り
込
ん
だ
上
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
拘
留
期
間
延
長
を
認
め
た
実
益
が
埋
没
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
趣
旨
と
解

（
151
）

（
152
）

（
153
）

（
154
）

表 9　刑事拘留期間対照表

期間 事由 旧々刑訴法48条 旧刑訴法69条

逮捕請求期間

通常 3日以内 3日以内

特殊な状況あり 1～ 4日延長可 1～ 4日延長可

放浪犯等 規定なし 30日まで
4 4

延長可

審査期間 3日以内 7日以内



中華人民共和国人民警察法の留置制度とその運用（一九九五～二〇〇四年）

（阪大法学）68（1-77）　 77 〔2018. 5 〕

さ
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
起
算
停
止
事
由
の
創
設
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
疑
者
が
真
の
氏
名
・

住
所
を
述
べ
ず
、
身
元
が
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
捜
査
拘
禁
期
間
は
、
そ
の
身
元
を
明
ら
か

に
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
…
…
」（
一
二
八
条
二
項
）
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
収
容
審
査

の
四
類
型
の
対
象
の
①
で
あ
り
、
そ
の
拘
禁
期
間
は
（
刑
事
拘
留
で
は
な
く
）
逮
捕
で
確
保

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

 

（
二
）
留
置
適
用
の
ハ
ー
ド
ル
の
低
さ

　

こ
こ
で
い
う
「
ハ
ー
ド
ル
」
と
は
、
要
件
お
よ
び
手
続
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
低

い
」
と
い
う
の
は
、
刑
事
措
置
、
特
に
刑
事
拘
留
、
勾
引
ま
た
は
刑
事
召
喚
と
の
比
較
に
お

い
て
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
見
て
い
く
。

 

（
1
）
要
件

　

中
国
に
お
い
て
は
緊
急
時
の
身
体
拘
束
措
置
で
あ
る
刑
事
拘
留
と
の
比
較
が
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
例
え
ば
表
10
の
よ
う
に
平
面
的
な
比
較
が
な
さ
れ
、
重
な
り
合
い
が
指
摘
さ
れ

た
上
で
、
刑
事
拘
留
は
留
置
を
完
全
に
吸
収
で
き
る
、
あ
る
い
は
留
置
は
一
般
違
法
行
為
を

含
む
た
め
、
刑
事
拘
留
で
は
吸
収
し
き
れ
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

他
方
、
勾
引
は
「
事
件
の
状
況
に
基
づ
き
」
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
旧
刑
訴
法
五
〇
条
）。

刑
事
召
喚
は
刑
事
拘
留
・
逮
捕
を
必
要
と
し
な
い
者
の
取
調
べ
の
た
め
に
用
い
る
（
同
九
二

（
155
）

（
156
）

（
157
）

表10　留置・刑事拘留の要件対照表

警察法 9条 1項 旧刑訴法61条

⑴犯罪行為があったと申告されたとき。
⑵被害者または現場で目撃した者がその
者が犯人であると指し示したとき。

⑵現場で事件を起こした嫌疑があるとき。
⑴現に犯罪を準備し・犯罪を実行し、ま
たは犯罪直後に発見されたとき。

⑶事件を起こした嫌疑があり身元不明の
とき。

⑹真実の氏名・住所を述べず、身元が不
明であるとき。

⑷所持している物品が贓物である可能性
があるとき。

⑶身辺または住居で犯罪の証拠が発見さ
れたとき。
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条
一
項
）。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
方
が
留
置
よ
り
も
要
件
は
緩
や
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
文
言
を
平
面
的
に
比
較
し
た
限
り
で
は
、
要
件
面
に
お
い
て
留
置
に
顕
著
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
は
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
留
置
は
そ
の
位
置
づ
け
か
ら
、
求
め
ら
れ
る
嫌
疑
は
一
般
的
・
概
括
的
な
も
の
で
足
り
る
（
二
（
二
）
2
参
照
）。
他
方
、

刑
事
措
置
は
原
則
と
し
て
刑
事
事
件
登
録
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
一
般
的
・
概
括
的
な
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
を
超
え
、

事
件
の
性
質
を
特
定
す
る
に
至
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
旧
刑
訴
法
八
三
条
）。

　

ま
た
緊
急
時
に
は
先
に
刑
事
拘
留
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
際
で
あ
っ
て
も
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
責
任
者
が
発
付

し
た
拘
留
証
（
刑
手
一
〇
六
条
一
項
）
の
呈
示
が
不
可
欠
で
あ
る
（
旧
刑
訴
法
六
四
条
一
項
）。
な
お
例
外
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
［
無

証
拘
留
］
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
手
は
刑
事
拘
留
要
件
に
該
当
す
る
が
、「
緊
急
状
況
の
た
め
に
拘
留
手
続
が
間
に
合
わ
な
い
と
き

は
、
犯
罪
被
疑
者
を
公
安
機
関
に
連
行
し
た
後
に
直
ち
に
法
的
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
六
条
二
項
）
と
し
、
拘
留
証

が
な
い
緊
急
状
況
下
で
、
犯
罪
被
疑
者
を
公
安
機
関
ま
で
連
行
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
も
っ
と
も
、
刑
事
拘
留
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

が
前
提
で
あ
る
た
め
、
特
定
性
が
必
要
な
こ
と
に
違
い
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
嫌
疑
は
濃
厚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
々
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
内
容
の
具
体
性
、
ま
た
し
た
が
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
資
料
［
証
拠
材
料
］
に
は
差
が
あ
り
、

要
件
面
に
お
け
る
留
置
の
ハ
ー
ド
ル
は
よ
り
低
い
。

 

（
2
）
手
続

　

刑
事
措
置
（
逮
捕
に
つ
い
て
は
検
察
に
承
認
を
請
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
）
は
い
ず
れ
も
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
責
任
者
の
事
前

0

0

の
承
認
お
よ
び
承
認
文
書
の
呈
示
ま
た
は
朗
読
が
必
要
と
さ
れ
る
。
特
に
緊
急
時
の
措
置
と
さ
れ
る
刑
事
拘
留
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
が

必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
実
務
で
そ
れ
が
出
頭
措
置
と
し
て
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
う
。

（
158
）

（
159
）

（
160
）

（
161
）

（
162
）
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他
方
、
留
置
の
第
一
段
階
の
承
認
権
者
は
公
安
派
出
所
長
ク
ラ
ス
以
上
の
指
導
者
で
あ
り
、
そ
の
下
限

の
ク
ラ
ス
は
刑
事
措
置
よ
り
低
い
。
承
認
権
者
の
レ
ベ
ル
が
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
上
に
行
く
こ
と
が
、
そ
れ

だ
け
慎
重
を
期
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
留
置
の
承
認
手
続
が
示
す
よ
う
に
中
国
も
同
様
で
あ
る
（
二

（
三
）
参
照
）。
ま
た
先
述
（
本
節
（
1
）
参
照
）
の
よ
う
に
、
求
め
ら
れ
る
資
料
も
よ
り
簡
易
な
も
の

で
よ
い
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
留
置
の
承
認
は
連
行
後
に
な
さ
れ
る
事
後
承
認
で
あ
る
。
し
か
も
、「
留
置
は
主
に
職
務
質
問

権
を
行
使
す
る
人
民
警
察
官
が
決
定
し
、
留
置
の
審
査
承
認
は
事
後
的
追
認
手
続
に
す
ぎ
な
い
。
承
認
さ

れ
な
け
れ
ば
、
警
察
官
は
直
ち
に
被
職
務
質
問
者
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
警
察
官
が

す
で
に
被
疑
者
を
公
安
機
関
に
連
行
し
て
お
り
、
か
つ
、
通
常
は
一
定
の
根
拠
が
あ
る
た
め
、
承
認
し
な

け
れ
ば
警
察
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
事
後
的
審
査
承
認
は
『
形
式
的
』
な
も

の
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
論
者
も
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
留
置
は
承
認
文
書
の
呈
示
・
朗
読
義
務
、
承
認
権
者
の
ク
ラ
ス
、
必
要
資
料
お
よ
び
審

査
時
期
の
点
で
、
刑
事
措
置
と
比
べ
て
、
相
対
的
に
手
続
的
制
約
が
緩
や
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ

と
を
整
理
し
た
の
が
表
11
で
あ
る
。

 

（
三
）
留
置
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
良
さ

　

刑
事
措
置
と
の
比
較
に
お
け
る
留
置
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
良
さ
と
し
て
、
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
163
）

（
164
）

表11　手続対照表

承認文書の呈示等 承認権者 承認時期

刑事召喚 必要 県クラス以上公安機関責任者 事前

刑事強制措置 必要 県クラス以上公安機関責任者* 事前

留置 不要 公安派出所長クラス以上の指導者（第 1段階） 事後

　＊逮捕を除く。
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（
1
）
拘
束
時
間

　

刑
事
召
喚
お
よ
び
勾
引
は
最
長
一
二
時
間
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
留
置
は
最
長
四
八
時
間
、
公
安
機
関
に
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
時
間
的
に
余
裕
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
な
お
、
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
は
留
置
よ
り
も
拘
束
時
間
が
長
い
た
め
、
こ
の
点
に
お
い

て
は
、
留
置
に
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。

 

（
2
）
拘
束
場
所

　

留
置
は
事
件
処
理
部
門
が
設
置
・
管
理
す
る
留
置
室
等
で
な
さ
れ
る
。
他
方
、
刑
事
拘
留
・
逮
捕
は
看
守
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
看
守
所
も
公
安
機
関
が
管
轄
す
る
（
国
務
院
「
看
守
所
条
例
」（
一
九
九
〇
年
三
月
一
七
日
施
行
）
五
条
）
が
、
事
件
処
理

部
門
の
直
接
管
理
下
に
置
く
の
と
で
は
、
や
は
り
「
効
果
」
に
違
い
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
留
置
で
あ
れ
ば
、「
被
職
務
質
問
者
は
拘
禁

さ
れ
た
後
、
監
獄
に
入
れ
ら
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
に
な
り
、
心
理
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
増
し
、
問
題
事
項
を
供
述
し
、
ひ
い
て

は
過
料
を
納
付
す
る
の
が
早
く
な
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
看
守
所
に
収
容
し
た
場
合
に
は
、
そ
こ
で
公
安
機
関
へ
の
対
処
方
法
を
学
ん

で
し
ま
う
お
そ
れ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
召
喚
・
勾
引
は
留
置
と
同
じ
く
公
安
機
関
に
留
め
置
く
と
し
て
も
、
監
視
者
が
異
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
留
置
で
あ
れ
ば

警
察
官
で
は
な
い
警
備
員
・
聯
防
隊
員
で
も
よ
い
が
、
召
喚
・
勾
引
で
は
そ
の
た
め
に
警
察
官
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
四
）
留
置
の
リ
ス
ク
の
低
さ

　

こ
こ
で
い
う
留
置
の
リ
ス
ク
と
は
、
社
会
的
な
そ
れ
と
、
法
的
な
そ
れ
が
あ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
す
る
。
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1　

社
会
的
リ
ス
ク

　

こ
こ
で
い
う
社
会
的
リ
ス
ク
と
は
、
留
置
を
用
い
る
方
が
、
刑
事
拘
留
等
を
用
い
る
よ
り
も
、
社
会
的
評
価
の
面
で
の
リ
ス
ク
が
低

い
こ
と
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、「
社
会
の
多
く
の
人
に
は
、
刑
事
拘
留
に
よ
り
牢
屋
に
入
っ
た
者
は
犯
罪
者
［
罪
犯
］
で
あ
り
、
行

動
制
限
・
住
居
監
視
措
置
が
と
ら
れ
れ
ば
、
公
安
機
関
が
人
を
釈
放
し
、
構
わ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
誤
解
が
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の

た
め
、
誤
っ
た
刑
事
拘
留
で
あ
れ
ば
、
公
安
機
関
の
名
声
が
地
に
落
ち
る
が
、
か
と
い
っ
て
、
住
居
監
視
等
も
社
会
的
批
判
を
受
け
る

リ
ス
ク
が
あ
る
。
そ
こ
で
留
置
等
を
用
い
る
の
が
比
較
的
に
穏
当
な
方
法
と
さ
れ
る
。

2　

法
的
リ
ス
ク

　

こ
こ
で
い
う
法
的
リ
ス
ク
と
は
公
安
機
関
お
よ
び
警
察
官
に
対
し
て
警
察
法
を
遵
守
さ
せ
る
仕
組
み
（
以
下
「
適
法
性
確
保
措
置
」

と
呼
ぶ
）
に
よ
り
、
こ
れ
ら
が
何
ら
か
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
指
す
。
当
局
も
認
め
る
よ
う
に
、
警
察
官
の
法
令
遵
守
意
識
の
希

薄
さ
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
状
況
に
お
い
て
適
法
性
確
保
措
置
の
重
要
性
は
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
そ
う
し
た
措
置
は
種
々
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
大
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
中
国
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
重
要
と
目
さ
れ
る
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

具
体
的
に
は
公
安
機
関
内
部
の
監
督
制
度
で
あ
る
監
察
［
督
察
］
制
度
、
お
よ
び
外
部
的
な
救
済
制
度
で
あ
る
行
政
訴
訟
、
行
政
不
服

審
査
［
復
議
］
お
よ
び
国
家
賠
償
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
見
て
い
く
。

 

（
1
）
内
部
的
監
察
制
度

　

警
察
法
は
権
力
の
濫
用
の
防
止
を
目
指
し
て
、
監
察
制
度
の
樹
立
を
規
定
し
た
（
四
七
条
）。
そ
し
て
同
条
を
承
け
、
一
九
九
七
年

に
は
国
務
院
「
公
安
機
関
監
察
条
例
」
が
制
定
さ
れ
（
二
〇
一
一
年
改
正
）、
ま
た
二
〇
〇
〇
年
に
は
そ
の
実
施
細
則
に
当
た
る
公
安

部
「
公
安
機
関
監
察
条
例
実
施
辦
法
」
が
制
定
さ
れ
た
（
二
〇
〇
一
年
一
月
二
日
施
行
）。
監
察
の
結
果
、「
他
人
の
人
身
の
自
由
を
不

（
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法
に
は
く
奪
し
・
制
限
し
、
他
人
の
身
体
、
物
品
、
住
居
ま
た
は
場
所
を
不
法
に
捜
索
し
た
と
き
」（
法
二
二
条
五
号
）
等
の
法
令
・

規
律
違
反
が
あ
れ
ば
、
行
政
法
上
の
責
任
（［
行
政
責
任
］。
こ
の
場
面
で
は
懲
戒
処
分
［
行
政
処
分
］
を
結
果
す
る
）・
刑
事
責
任
が

問
題
と
な
る
（
法
四
八
条
。
な
お
、
違
反
の
発
見
ル
ー
ト
は
監
察
に
限
ら
な
い
）。

　

も
っ
と
も
、
先
述
（
三
（
二
）
参
照
）
の
諸
問
題
が
示
す
よ
う
に
、
監
察
制
度
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
公
安
部

は
二
〇
〇
二
年
六
月
二
八
日
に
「
公
安
機
関
事
件
処
理
組
織
が
留
置
措
置
を
実
施
す
る
過
程
の
監
督
検
査
を
強
化
し
、
公
安
機
関
の
厳

格
・
公
正
・
文
明
的
な
法
執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
、『
人
民
警
察
法
』
お
よ
び
『
公
安
機
関
監
察
条
例
』
等
の
法
律
法
規
に
基
づ
き
」、

「
公
安
機
関
留
置
措
置
届
出
実
施
規
定
」
を
制
定
し
た
（
同
日
施
行
。
引
用
部
分
は
同
一
条
。
以
下
「
留
置
届
出
規
定
」
と
略
す
）。

　

同
規
定
は
ま
ず
、
事
件
処
理
組
織
に
対
し
て
留
置
実
施
後
三
〇
分
以
内
の
全
件
届
出
を
義
務
づ
け
た
（
二
条
）。
そ
の
上
で
、
届
出

を
受
け
た
監
察
部
門
に
対
し
て
、
事
件
処
理
組
織
の
所
在
地
が
市
街
区
で
あ
れ
ば
全
件
に
つ
き
現
場
監
察
を
、
ま
た
非
市
街
区
に
つ
い

て
は
重
点
的
な
現
場
監
察
ま
た
は
電
話
に
よ
る
警
告
等
を
通
じ
た
監
察
を
義
務
づ
け
た
（
三
条
）。

　

だ
が
、
実
務
で
は
「
操
作
性
が
悪
く
、
執
行
し
が
た
い
と
広
く
考
え
ら
れ
て
お
り
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
全
く
執
行
し
て
い
な
い

地
方
も
あ
っ
た｣

と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
①
市
街
区
で
全
件
現
場
監
察
を
行
う
に
は
人
手
不
足
で
あ
る
こ
と
、
②
法

執
行
の
効
率
向
上
か
ら
見
れ
ば
、
全
件
届
出
・
現
場
監
察
の
必
要
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
③
届
出
が
あ
っ
た
も
の
に
問
題
が
生
じ
た
場

合
に
、
責
を
負
う
主
体
が
事
件
処
理
部
門
か
警
務
監
察
部
門
か
を
見
極
め
が
た
く
、
し
か
も
事
件
処
理
部
門
に
よ
る
責
任
の
押
し
つ
け

が
生
じ
や
す
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

 

（
2
）
外
部
的
救
済
制
度

　

留
置
は
実
務
上
一
般
に
行
政
強
制
措
置
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
訴
訟
の
提
起
お
よ
び
行
政
不
服
審
査
の
申
立
て
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
国
家
賠
償
法
（
一
九
九
五
年
一
月
一
日
施
行
。
現
行
法
は
二
〇
一
〇
年

（
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施
行
）
三
条
一
号
に
よ
り
違
法
な
留
置
に
対
す
る
国
家
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
中
国
の
国
家
賠
償
は
「
行
政

賠
償
」
と
「
刑
事
賠
償
」
か
ら
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
前
者
で
あ
る
。
刑
事
賠
償
で
あ
れ
ば
ま
ず
賠
償
義
務
機
関
（
侵
害
し
た
職
権
を

行
使
し
た
機
関
、
ま
た
は
そ
れ
を
行
使
し
た
職
員
の
所
属
す
る
機
関
。
同
一
九
条
一
項
）
に
請
求
し
、
同
機
関
が
違
法
性
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
同
二
〇
条
。
以
下
「
確
認
手
続
」
と
呼
ぶ
）
が
、
行
政
賠
償
で
あ
れ
ば
、
行
政
訴
訟
提
起
・
行
政
不
服
審
査

申
立
て
時
に
併
せ
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
九
条
二
項
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
規
定
の
上
で
は
違
法
・
不
当
な
留
置
に
対
し
て
は
、
行
政
訴
訟
、
行
政
不
服
審
査
お
よ
び
国
家
賠
償
を
通
じ
て
救
済

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
職
務
質
問
・
留
置
は
短
期
間
で
終
わ
り
を
告
げ
る
（
最
長
で
も
四
八
時
間
を
超
え
な
い
）
た
め
、

一
般
に
、
被
職
務
質
問
者
は
行
政
不
服
審
査
ま
た
は
訴
訟
に
訴
え
て
、
職
務
質
問
決
定
の
取
消
し
ま
た
は
執
行
停
止
等
の
方
式
を
通
じ

て
即
座
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
事
後
に
職
務
質
問
の
違
法
性
を
確
認
す
る
こ
と
、
お
よ
び
国
家
賠
償
を
求
め
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。

　

し
か
も
実
際
に
救
済
を
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
得
が
た
い
と
さ
れ
る
。
ま
ず
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
違
法
な
留
置
を
理
由
と

し
て
公
安
機
関
が
敗
訴
し
た
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
行
政
訴
訟
の
提
訴
権
に
つ
い
て
「
警
察
法
は
明
記
し
て
い
な
い
の
で

一
般
国
民
は
知
り
よ
う
が
な
い
た
め
、
適
時
に
自
己
の
権
利
を
主
張
し
が
た
い
」
と
い
う
。
ま
た
、
要
件
・
手
続
が
具
体
的
に
規
定
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
事
後
審
査
が
難
し
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
行
政
不
服
審
査
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

国
家
賠
償
に
つ
い
て
も
、
認
容
例
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
般
論
と
し
て
ま
ず
、
国
家
賠
償
は
手
間
が
か
か
る
わ

り
に
賠
償
額
が
低
い
た
め
に
、
請
求
を
諦
め
る
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
人
身
の
自
由
の
侵
害
に
対
す
る
賠
償
金
は

一
日
当
た
り
「
国
の
前
年
の
労
働
者
の
一
日
当
た
り
の
平
均
賃
金
」（
国
家
賠
償
法
二
六
条
）
と
さ
れ
、
こ
の
基
準
自
体
が
低
い
と
批

判
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
拘
束
日
数
が
一
般
に
短
い
留
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
さ
ら
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
低
く
な
ろ
う
。
ま
た
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万
毅
に
よ
れ
ば
、
違
法
な
留
置
に
つ
い
て
「
国
家
賠
償
を
得
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
法
律
は
詳
し
く
規
定
し
て
お
ら
ず
、
実
務
も
ま

た
一
般
に
賠
償
し
な
い
」
と
い
う
。

 

（
3
）
刑
事
強
制
措
置
と
の
リ
ス
ク
の
比
較

　

以
上
の
よ
う
に
、
適
法
性
確
保
措
置
の
実
効
性
は
低
か
っ
た
。
そ
し
て
刑
事
強
制
措
置
と
の
比
較
に
お
い
て
、
留
置
は
「
訴
訟
を
提

起
さ
れ
、
賠
償
す
る
リ
ス
ク
も
よ
り
小
さ
い
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
刑
事
拘

留
お
よ
び
逮
捕
は
拘
束
期
間
が
相
対
的
に
長
い
た
め
、
そ
れ
に
伴
い
賠
償
額
も
高
額
と
な
る
。
ま
た
社
会
的
な
ス
テ
ィ
グ
マ
も
深
刻
で

あ
る
。
こ
れ
ら
と
比
べ
れ
ば
、
留
置
に
つ
い
て
救
済
を
求
め
る
動
機
は
相
対
的
に
弱
く
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
留
置
が
刑
事
事
件
の
処
理
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
実
務
で
は
そ
の
法
的
性
格
が
変
容
す
る
と
す
る
立
場
も
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
こ
う
し
た
留
置
を
「
刑
事
法
律
行
為
」
で
あ
る
と
し
て
行
政
訴
訟
の
受
理
を
拒
否
し
た
上
で
、
国
家
賠
償
は
刑
事
賠
償
手
続
を
通

じ
て
請
求
す
べ
き
と
し
た
裁
判
所
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
行
政
訴
訟
・
行
政
不
服
審
査
に
よ
り
救
済
を
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
る
。
ま
た
国
家
賠
償
法
上
、
違
法
な
留
置
は
（
勾
引
・
行
動
制
限
・
住
居
監
視
と
同
様
に
）
刑
事
賠
償
事
由
と
は
明
記
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
留
置
の
法
的
リ
ス
ク
は
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
五
）
小
括

　
「
捜
査
」
目
的
で
留
置
が
流
用
さ
れ
る
背
景
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、「
捜
査
」
実
務
、
特
に
初
期
段
階

に
お
け
る
身
体
拘
束
の
ニ
ー
ズ
は
依
然
と
し
て
高
い
。
旧
々
刑
訴
法
時
代
に
は
、
収
容
審
査
が
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
足
さ
せ
て
い
た
。
そ

れ
が
廃
止
さ
れ
た
旧
刑
訴
法
下
で
は
、
刑
事
拘
留
等
が
そ
の
役
割
を
担
う
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
留
置
の
方
が
相
対
的
に
そ
う
し
た
ニ
ー
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ズ
を
満
た
す
に
は
都
合
が
良
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
刑
事
措
置
と
比
べ
て
そ
の
要
件
は
緩
や
か
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
手
続
は
簡
便
で
あ
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
留
置
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
相
対
的
に
良
く
、
ま
た
リ
ス
ク
も
相
対
的
に
低
か
っ
た
。
公
安
機
関
に
と
っ
て
使
い

勝
手
が
良
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、「
捜
査
」
目
的
で
留
置
を
流
用
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ
れ
が
埋
め
よ
う
と
し
た
穴
は
大
き
か
っ
た
。
留
置
の
身
体
拘

束
期
間
は
最
長
で
わ
ず
か

0

0

0

四
八
時
間
で
あ
る
。
公
安
部
調
査
が
問
題
と
し
た
違
法
に
制
限
期
間
を
超
過
し
た
留
置
で
あ
っ
て
も
、
せ
い

0

0

ぜ
い

0

0

十
数
日
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
あ
の

0

0

収
容
審
査
の
大
き
な
穴
を
埋
め
よ
う
が
な
い
。
そ
の
た
め
実
務
で
は
、
制
度
趣
旨
に
反
し

て
他
の
措
置
と
留
置
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
ま
た
法
定
制
限
時
間
を
超
え
て
留
置
を
続
行
し
た
り
し
て
、
少
し
で
も
身
体
拘
束
時
間
を

稼
ご
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
運
用
は
違
法
の
謗
り
を
免
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
収
容
審
査
時
代
と
比
べ
れ
ば
、
刑
事
事
件
登
録
前

0

0

0

0

0

0

0

の0

身
体
拘
束
期
間
は
大
幅
に
短
く
な
っ
た
と
は
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

冒
頭
で
設
定
し
た
三
つ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
、
三
お
よ
び
四
で
答
え
た
。
本
稿
は
一
応
任
を
果
た
し
た
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
筆
を
擱
く
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
大
き
な
誤
解
を
招
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
た
め
、

若
干
の
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
誤
解
と
は
、
つ
い
先
ほ
ど
「
刑
事
事
件
登
録
前
の

0

0

0

0

0

0

0

0

身
体
拘
束
期
間
は
大
幅
に
短
く
な
っ
た
」
と
述
べ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
決
し
て
「
捜
査
」
の
た
め
の
身
体
拘
束
期
間
が
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

短
く
な
っ
た
こ
と
を
含
意
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
旧
刑
訴
法
施

行
後
、
法
定
期
間
を
超
え
て
犯
罪
被
疑
者
・
被
告
人
を
拘
禁
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
期
間
超
過
拘
禁
」［
超
期
羈
押
］
の
問
題
が
深
刻
化
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し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
捜
査
段
階
に
お
け
る
そ
の
背
景
に
つ
い
て
劉
忠
（
北
京
大
学
修
士
課
程
）
は
、「
一
九
九
七
年
以

前
に
お
い
て
も
、
公
安
に
お
け
る
期
間
超
過
拘
禁
の
問
題
は
大
量
に
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
一
九
九
七
年
以
降
の
よ
う
に
際
立
っ
て

は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
一
九
九
七
年
以
前
の
公
安
に
は
、
緩
や
か
な
、
三
ヶ
月
の
長
き
に
わ
た
る
収
容
審
査
権
が
あ
り
、
し

か
も
、
検
察
院
収
容
施
設
［
監
所
］
部
門
の
監
督
を
受
け
ず
、
期
間
超
過
拘
禁
は
一
定
程
度
、
収
容
審
査
に
よ
り
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
…
…
〔
逮
捕
の
要
件
は
緩
和
さ
れ
た
が
〕
逮
捕
率
は
最
初
か
ら
低
下
せ
ず
、
し
か
も
一
九
九
七
年
、
特
に
一
九
九
八
年

の
教
育
・
是
正
後
、
逮
捕
要
件
が
よ
り
厳
し
く
さ
れ
た
。
出
口
が
人
為
的
に
塞
が
れ
た
た
め
、
逮
捕
承
認
以
前
の
事
件
の
捜
査
段
階
に

お
い
て
期
間
超
過
拘
禁
が
よ
り
際
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
期
間
超
過
拘
禁
の
深
刻
化
は
、

収
容
審
査
廃
止
に
伴
う
刑
訴
法
外
の
身
体
拘
束
期
間
の
縮
減
の
「
副
作
用
」
な
い
し
は
「
し
わ
寄
せ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

振
り
返
れ
ば
収
容
審
査
廃
止
に
際
し
て
田
中
信
行
は
、「
制
度
の
改
革
に
あ
わ
せ
て
実
態
が
改
革
さ
れ
な
い
限
り
、
ま
た
ぞ
ろ
ど
こ

か
で
収
容
審
査
に
代
わ
る
怪
し
げ
な
措
置
が
密
か
に
根
を
張
る
危
険
は
、
け
っ
し
て
払
拭
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
う
し
た
行

政
を
許
容
す
る
公
安
機
関
の
体
質
、
行
政
の
構
造
、
関
係
者
の
法
意
識
な
ど
が
、
制
度
の
改
革
に
あ
わ
せ
て
改
革
さ
れ
て
い
る
か
否
か

と
い
う
点
に
あ
る
。
改
革
の
過
程
を
検
討
し
た
限
り
に
お
い
て
、
批
判
に
対
応
し
て
改
革
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
公
安
機
関
の
態
度
は
、

き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
表
面
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
公
安
機
関
に
、
改
革
へ
の
積
極
的
な
取

り
組
み
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
当
分
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
た
。

　

果
た
せ
る
か
な
。
本
稿
で
検
討
し
た
留
置
は
、
ま
さ
に
田
中
が
危
惧
し
た
「
怪
し
げ
な
措
置
」
と
し
て
使
わ
れ
た
。
ま
た
期
間
超
過

拘
禁
も
同
様
・
同
根
の
現
象
と
解
さ
れ
る
。
結
局
、
収
容
審
査
廃
止
後
も
「
捜
査
」
過
程
の
全
体
に
お
い
て
は
、
な
お
刑
訴
法
外
で
必

要
に
応
じ
て
身
体
拘
束
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

収
容
審
査
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
必
要
な
機
能
を
刑
事
強
制
措
置
に
取
り
込
み
、
実
務
を
刑
訴
法
で
規
律
し
よ
う
と
し
た
試
み
、

（
197
）

（
198
）

（
199
）

（
200
）

（
201
）



中華人民共和国人民警察法の留置制度とその運用（一九九五～二〇〇四年）

（阪大法学）68（1-87）　 87 〔2018. 5 〕

ま
た
「
小
黒
屋
」
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
警
察
法
で
留
置
を
創
設
し
、
実
務
に
法
律
の
箍
を
嵌
め
よ
う
と
し
た
試
み
は
、
と
も
に

公
安
実
務
の
違
法
を
も
厭
わ
な
い
抵
抗
に
よ
り
、
そ
の
適
法
性
確
保
措
置
も
含
め
て
、
大
幅
に
実
効
性
が
減
殺
さ
れ
た
。

　

制
度
が
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
通
り
に
実
務
が
動
く
わ
け
で
は
な
い
。
公
安
実
務
は
強
靱
で
あ
る
。

例
え
ば
陳
瑞
華
「
未
決
羈
押
制
度
的
理
論
反
思
」
同
主
編
『
未
決
羈
押
制
度
的
実
証
研
究
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
四
〇
～

四
一
頁
参
照
。
ま
た
日
本
に
つ
い
て
岡
慎
一
「
刑
事
司
法
の
新
展
開
─
─
弁
護
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
・
渡
邉
一
弘
・
岡
慎
一
・
植
村
立
郎
編

『
刑
事
手
続
の
新
展
開
（
上
）』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
二
三
頁
参
照
。

馬
静
華
『
中
国
刑
事
訴
訟
運
行
機
制
実
証
研
究
（
三
）
─
─
以
偵
査
到
案
制
度
為
中
心
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
二
三
頁
。

な
お
有
罪
率
は
一
般
に
九
九
％
前
後
で
あ
る
（
拙
稿
「
刑
事
訴
訟
法
」
高
見
澤
磨
・
鈴
木
賢
編
『
要
説　

中
国
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
七
年
）
二
八
四
頁
参
照
）。

例
え
ば
陶
髦
主
編
『
刑
事
訴
訟
法
学
』（
高
等
教
育
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
二
三
八
頁
、
陳
光
中
主
編
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』（
北

京
大
学
出
版
社
・
高
等
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
六
六
頁
参
照
。
な
お
刑
事
事
件
登
録
の
要
件
は
「
犯
罪
事
実
ま
た
は
犯
罪
被
疑
者
を
発

見
し
た
」
こ
と
で
あ
る
（
旧
刑
訴
法
（
一
九
九
六
年
）
八
三
条
）。

収
容
審
査
に
関
す
る
国
内
の
先
行
研
究
と
し
て
、
木
間
正
道
「「
行
政
強
制
措
置
」
と
人
身
の
自
由
─
─
「
収
容
審
査
」
の
存
廃
問
題
を
め

ぐ
っ
て
─
─
」『
現
代
中
国
の
法
と
民
主
主
義
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
）
一
七
二
頁
以
下
、
田
中
信
行
「
中
国
の
収
容
審
査
と
人
治
の
終

焉
」
小
口
彦
太
編
『
中
国
の
経
済
発
展
と
法
』（
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、
一
九
九
八
年
）
二
七
九
頁
以
下
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
、
制
度
、

運
用
上
の
問
題
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
参
照
を
乞
う
。
ま
た
一
（
一
）
2
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
。

勾
引
［
拘
伝
］、
行
動
制
限
［
取
保
候
審
］、
住
居
監
視
、［
拘
留
］（
他
の
［
拘
留
］
と
の
区
別
か
ら
［
刑
事
拘
留
］
と
呼
ば
れ
る
。
本
稿
も

こ
れ
を
用
い
る
）
お
よ
び
［
逮
捕
］
の
五
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
小
口
彦
太
・
田
中
信
行
『
現
代
中
国
法
（
第
二
版
）』（
成

文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
五
頁
参
照
。
な
お
、［
拘
留
］・［
逮
捕
］
は
そ
れ
ぞ
れ
「
逮
捕
」・「
勾
留
」
と
意
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
も

そ
れ
ら
の
内
容
（［
刑
事
拘
留
］
は
、
現
行
犯
ま
た
は
嫌
疑
濃
厚
な
者
［
重
大
嫌
疑
分
子
］
を
対
象
と
す
る
緊
急
状
況
下
の
臨
時
的
な
身
体
拘
束

措
置
と
さ
れ
（
例
え
ば
陶
髦
・
前
掲
注
（
4
）
一
三
四
頁
、
陳
光
中
・
前
掲
注
（
4
）
二
三
三
頁
、
李
忠
誠
『
刑
事
強
制
措
施
制
度
研
究
』（
中

（
1
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国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
二
三
三
頁
参
照
）、
ま
た
起
訴
前
の
［
逮
捕
］
は
数
ヶ
月
に
及
ぶ
）
や
日
本
刑
法
九
条
の
「
拘
留
」

（
主
刑
の
一
種
）
と
の
区
別
か
ら
そ
う
し
て
き
た
（
例
：
拙
稿
・
前
掲
注
（
3
）
二
九
四
頁
参
照
）。
し
か
し
本
稿
で
扱
う
条
文
や
論
文
等
に
お

い
て
は
、［
拘
留
］
に
刑
事
拘
留
の
み
な
ら
ず
、「
行
政
拘
留
」（
行
政
処
罰
で
あ
る
治
安
管
理
処
罰
の
一
種
。｢

治
安
拘
留｣

と
も
呼
ば
れ
る
）
も

含
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
原
語
の
ま
ま
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

例
え
ば
顧
昴
然
「
関
於
《
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
修
正
案
（
草
案
）》
的
説
明
─
─
1 

9 

9 

6
年
3
月
21
日
在
第
八
届
全
国
人
民
代

表
大
会
第
四
次
会
議
上
」
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九
六
年
三
期
八
六
頁
参
照
。

収
容
審
査
の
法
的
根
拠
は
一
応
の
と
こ
ろ
国
務
院
の
一
九
八
〇
年
の
通
知
（
後
述
一
（
一
）
2
（
1
）
参
照
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
例
え
ば
木
間
・
前
掲
注
（
5
）
一
七
六
頁
参
照
）。
し
か
し
国
務
院
は
収
容
審
査
の
廃
止
を
法
的
に
決
定
せ
ず
、
廃
止
の
根
拠
は
（
法
的
効
力

の
な
い
）
刑
訴
法
の
草
案
説
明
し
か
な
か
っ
た
。
公
安
部
の
一
九
九
六
年
通
知
が
小
見
出
し
で
「
収
容
審
査
廃
止
［
取
消
］
の
各
業
務
を
し
っ
か

り
と
善
処
す
る
」
と
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
的
な
指
示
内
容
と
し
て
は
「
使
用
を
停
止
す
る

0

0

0

0

」
と
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
中

国
政
法
大
学
刑
事
法
律
研
究
中
心
「
在
京
部
分
教
授
関
於
刑
事
訴
訟
法
実
施
問
題
的
若
干
建
議
」
政
法
論
壇
一
九
九
六
年
六
期
三
八
頁
参
照
）。

な
お
、
本
稿
で
「
刑
事
措
置
」
を
用
い
る
場
合
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
主
に
刑
事
召
喚
、
勾
引
、
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
で
あ
る
。

公
安
局
は
県
に
、
公
安
分
局
は
区
に
置
か
れ
る
（
中
央
機
構
編
制
委
員
会
「
地
方
各
級
党
政
機
構
の
設
置
に
関
す
る
意
見
」（
一
九
九
三
年
八

月
二
八
日
）
三
・
四
条
、
恵
生
武
『
警
察
法
論
綱
』（
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
五
頁
、
国
務
院
「
公
安
機
関
組
織
管
理
条
例
」

（
二
〇
〇
七
年
一
月
一
日
施
行
）
六
条
一
項
等
参
照
）
が
、
同
調
査
に
お
い
て
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
そ
の
記
述
に
よ
っ
た
。

［
人
民
法
院
］。
訳
語
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
3
）
三
〇
二
頁
参
照
。

原
文
は
［
到
案
措
施
］
で
あ
る
。
馬
静
華
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
捜
査
人
員
が
一
定
の
方
法
で
犯
罪
被
疑
者
を
捜
査
機
関
の
事
件
処
理
の
場

所
に
到
達
さ
せ
、
捜
査
機
関
に
よ
る
対
面
の
訊
問
ま
た
は
調
査
を
受
け
さ
せ
る
捜
査
行
為
を
指
す
。
名
宛
人
が
任
意
で
協
力
す
る
か
否
か
、
ま
た

は
強
制
手
段
を
用
い
る
か
否
か
で
、
捜
査
［
到
案
］
は
強
制
［
到
案
］
と
任
意
［
到
案
］
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
う
し
た
［
到
案
］
措

置
は
、
少
な
く
と
も
法
律
上
ま
た
は
事
実
上
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一
時
的
な
拘
禁
作
用
を
伴
う
と
い
う
（
馬
静
華
「
偵
査
到
案
制
度
：
従
現
実
到
理
想
」
左
衛
民
等

『
中
国
刑
事
訴
訟
運
行
機
制
実
証
研
究
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
～
三
頁
参
照
）。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
五
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
調
査
設
計
・
方
法
に
つ
い
て
は
同
四
六
～
四
七
頁
参
照
。

後
述
の
継
続
職
質
規
定
以
前
に
お
い
て
は
、
実
務
上
、「
留
置
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
降
は
「
継
続
的
職
務
質

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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問
」
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
（
公
安
部
「『
公
安
機
関
継
続
的
職
務
質
問
適
用
規
定
』
の
徹
底
実
施
に
関
す
る
通
知
」（
二
〇
〇
四
年
九
月
二

日
）
一
条
参
照
）。
本
稿
で
は
「
留
置
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
留
置
と
継
続
的
職
務
質
問
は
着
眼
点
な
い
し
は
次
元
を
異
に
す
る
。

そ
れ
ら
は
手
段
と
目
的
の
関
係
（
曹
文
安
「
論
留
置
及
其
与
強
制
到
案
措
施
之
整
合
」
中
国
人
民
公
安
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）
二
〇
〇
六
年

三
期
一
二
二
頁
参
照
）、
あ
る
い
は
「
継
続
的
職
務
質
問
の
過
程
が
留
置
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
劉
暁
莉
「《
関
於
実
施
〈
中
華
人
民
共
和
国
行
政

復
議
法
〉
中
有
関
問
題
的
批
復
》
的
理
解
与
適
用
」
公
検
法
辦
案
指
南
二
〇
〇
〇
年
四
輯
一
〇
九
頁
参
照
）。

一
九
九
五
年
二
月
二
八
日
全
国
人
大
常
委
会
採
択
、
同
日
公
布
、
施
行
。
そ
の
後
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
に
一
部
改
正
さ
れ
た
が
、
本
稿
の

内
容
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。

な
お
、
出
入
境
管
理
法
（
二
〇
一
三
年
七
月
一
日
施
行
）
五
八
条
以
下
に
も
継
続
的
職
務
質
問
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
扱

わ
な
い
。
ま
た
監
察
法
（
二
〇
一
八
年
三
月
二
〇
日
施
行
）
に
も
「
留
置
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
警
察
法
の
留
置
と
は
別
物
で
あ
る
。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
12
）
六
頁
参
照
。
な
お
、「
口
頭
召
喚
」
は
治
安
管
理
処
罰
条
例
（
同
条
例
は
一
九
八
七
年
一
月
一
日
施
行
後
、
一
九
九

四
年
五
月
一
二
日
に
一
部
改
正
さ
れ
た
後
、
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
治
安
管
理
処
罰
法
一
一
九
条
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
本
稿
の

考
察
時
期
に
お
い
て
は
一
九
九
四
年
改
正
後
の
同
条
例
が
現
行
法
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
。
以
下
「
治
処
条
例
」
と
略
す
）
に
お
い

て
、「
召
喚
」（
以
下
「
治
安
召
喚
」
と
呼
ぶ
）
の
一
種
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
（
三
四
条
二
項
一
号
）。
し
か
し
そ
の
対
象
は
同
条
例
違
反
（
以

下
「
治
安
違
反
」
と
略
す
）
者
・
同
被
疑
者
で
あ
る
（
李
春
華
『
治
安
管
理
処
罰
釈
論
与
新
案
例
評
析
』（
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
、
二
〇

〇
二
年
）
六
六
頁
参
照
）。
治
安
違
反
と
犯
罪
は
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
区
別
さ
れ
る
た
め
、
犯
罪
被
疑
者
に
治
安
召
喚
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
両
者
の
判
別
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
と
い
う
の
も
、
治
安
違
反
の
多
く
は
行
為
類
型
に
お
い
て
犯
罪
と

重
な
り
、
こ
の
場
合
、
両
者
は
主
に
社
会
的
危
害
性
の
程
度
（
例
：
窃
盗
に
お
け
る
窃
取
額
）
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
（
一
定
の
社
会
的
危
害
性
が

な
け
れ
ば
犯
罪
は
成
立
せ
ず
、
治
安
違
反
の
問
題
と
な
る
）
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ば
拙
稿
「
刑
法
」
高
見
澤
・
鈴
木
・
前
掲
注
（
3
）
書
二
六
五

頁
、
拙
稿
「
中
国
に
お
け
る
犯
罪
と
治
安
管
理
違
反
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
す
る
一
考
察
─
─
「
質
」
の
違
い
と
は
何
か
？
」
阪
大
法
学
六

七
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
〇
～
四
三
頁
参
照
。
な
お
例
外
的
に
両
者
が
重
畳
的
に
成
立
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
刑
法
三
七
条
参
照
））。

他
方
、［
抓
捕
］
に
つ
い
て
は
公
安
部
「
公
安
派
出
所
法
執
行
執
務
活
動
規
範
」（
二
〇
〇
二
年
三
月
一
一
日
）
五
八
条
二
号
お
よ
び
六
三
条
三

号
に
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
は
せ
い
ぜ
い
行
政
規
則
で
あ
る
が
、「
人
身
の
自
由
を
制
限
す
る
強
制
措
置
」
は
法
律
の
専
権
事
項
で
あ
る
（
立
法
法

（
二
〇
一
五
年
改
正
前
）
八
条
五
号
）。
な
お
そ
れ
を
後
述
（
四
（
二
）（
1
）
参
照
）
の
［
無
証
拘
留
］
と
す
る
立
場
も
あ
る
（
黄
少
石
「
我
国

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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刑
事
捜
査
運
行
状
況
的
実
証
分
析
」
東
方
法
学
二
〇
一
〇
年
三
期
一
五
四
頁
参
照
）。

艾
明
「
論
我
国
偵
査
措
施
立
法
中
的
権
能
複
合
主
義
─
─
以
継
続
盤
問
功
能
転
変
為
線
索
的
分
析
」
西
南
民
族
大
学
学
報
（
人
文
社
会
科
学

版
）
二
〇
一
〇
年
一
〇
期
一
一
九
～
一
二
〇
頁
参
照
。
な
お
、
刑
事
召
喚
と
治
安
召
喚
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
以
外
の
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
拙
稿
・
前
掲
注
（
3
）
二
九
六
～
二
九
七
頁
参
照
。

楊
永
華
「
浅
析
公
安
機
関
〝
留
置
盤
問
〟
的
若
干
問
題
」
律
師
世
界
二
〇
〇
二
年
一
一
期
四
二
頁
。

例
え
ば
苗
愛
軍
・
沈
晶
『
法
治
視
野
下
的
警
察
盤
査
権
』（
湖
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
四
五
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
二
〇
〇
三
年

に
広
東
省
広
州
市
で
起
き
た
孫
志
剛
事
件
お
よ
び
二
〇
〇
八
年
に
上
海
市
で
起
き
た
楊
佳
警
察
官
襲
撃
事
件
の
発
生
に
留
置
が
関
係
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
学
界
お
よ
び
社
会
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
い
う
（
万
毅
・
艾
明
・
劉
寧
等
『
盤
査
程
序
研
究
』（
上
海
三
聯
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
一

頁
参
照
。
な
お
孫
志
剛
事
件
に
つ
い
て
は
後
掲
注
（
114
）
参
照
）。

筆
者
は
拙
著
『
現
代
中
国
刑
事
裁
判
論
─
─
裁
判
を
め
ぐ
る
政
治
と
法
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
九
頁
で
触
れ
た
こ

と
が
あ
る
。

制
度
・
現
象
の
記
述
は
基
本
的
に
過
去
形
と
な
る
が
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

先
述
の
よ
う
に
、
艾
明
は
同
規
定
施
行
に
よ
り
留
置
は
衰
退
し
た
と
す
る
が
、
個
別
に
は
留
置
が
な
お
「
主
役
」
の
位
置
を
占
め
て
い
る
地

方
も
あ
る
（
馬
静
華
「
偵
査
到
案
措
施
実
施
状
況
研
究
」
左
衛
民
・
馬
静
華
等
『
中
国
刑
事
訴
訟
運
行
機
制
実
証
研
究
（
六
）
─
─
以
新
《
刑
事

訴
訟
法
》
実
施
中
的
重
点
問
題
為
関
注
点
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
五
頁
以
下
参
照
）。
そ
の
際
に
は
こ
の
点
も
含
め
て
検
討
し
た
い
。

ま
た
現
在
、
警
察
法
改
正
の
動
き
が
あ
る
（
例
：http://w

w
w
.m
ps.gov.cn/n2254536/n4904355/c5561673/content.htm

l

参
照
。
最
終

ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
八
年
五
月
九
日
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
留
置
は
ま
た
新
た
な
時
代
を
迎
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
に
つ
い
て
松
尾
浩
也
「
刑
事
訴
訟
の
日
本
的
特
色
─
─
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
論
と
も
関
連
し
て
─
─
」
法
曹
時
報
四
六
巻
七
号
（
一
九
九

四
年
）
二
六
頁
参
照
。

以
下
に
つ
い
て
は
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
艾
明
「
論
我
国
盤
査
措
施
的
特
征
与
法
律
性
質
」
行
政
法
学
研
究
二
〇
一
〇
年
二
期
六
六
～
六

七
頁
、
余
凌
雲
「
盤
査
程
序
与
相
対
人
的
協
助
義
務
」
北
方
法
学
二
〇
一
一
年
五
期
八
七
～
八
八
頁
参
照
。

［
戸
口
］
は
「
住
所
を
基
準
と
し
て
登
録
す
る
も
の
で
あ
り
…
…
一
つ
の
戸
口
に
同
籍
す
る
も
の
は
親
族
と
は
限
ら
ず
…
…
住
民
登
録
機
能

を
主
と
し
身
分
登
録
機
能
を
従
」
と
す
る
（
西
島
和
彦
「
戸
籍
法
」
西
村
幸
次
郎
編
『
現
代
中
国
法
講
義
（
第
三
版
）』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
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）

（
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）

（
24
）

（
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）

（
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）

（
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）
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八
年
）
一
八
三
頁
。
戸
口
登
記
条
例
（
一
九
五
八
年
一
月
九
日
施
行
）
五
・
六
条
参
照
）。

一
九
五
四
年
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
九
〇
条
二
項
は
移
転
の
自
由
を
定
め
た
が
、
実
際
に
は
地
域
間
の
移
動
、
特
に
農
村
か
ら
都
市
へ
の
転
居

は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
（
西
島
・
前
掲
注
（
27
）
一
八
一
～
一
八
七
頁
、
小
口
・
田
中
・
前
掲
注
（
6
）
四
二
二
～
四
二
四
頁
参
照
）。

高
文
英
「
我
国
警
察
盤
査
権
運
行
及
其
理
論
研
究
現
状
」
中
国
人
民
公
安
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）
二
〇
〇
六
年
四
期
一
一
頁
参
照
。
な

お
、
高
も
警
察
条
例
制
定
後
、「
か
な
り
長
期
に
わ
た
り
、
わ
が
国
の
当
時
の
法
制
建
設
の
状
況
と
同
じ
く
、
わ
が
国
の
警
察
職
務
質
問
・
検
査

制
度
は
停
滞
状
態
に
あ
〔
っ
た
〕」（
同
）
と
す
る
。

例
え
ば
張
緑
芸
「
試
論
人
民
警
察
的
盤
査
権
」
政
法
学
刊
一
九
九
六
年
一
期
一
〇
頁
、
艾
明
・
前
掲
注
（
26
）
六
六
頁
、
余
凌
雲
・
前
掲
注

（
26
）
八
七
頁
参
照
。
な
お
、
公
安
部
の
立
場
に
は
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
れ
が
起
草
し
た
警
察
法
の
草
案
（
後
述
の
公

安
部
草
案
）
を
説
明
し
た
際
に
は
、
肯
定
説
に
立
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
（
後
掲
注
（
55
）
参
照
）。
し
か
し
、
そ
の
後
全
国
人
大
常
委
会
に
付

議
さ
れ
た
草
案
（
後
述
の
国
務
院
草
案
）
の
説
明
に
お
い
て
、
陶
駟
駒
（
公
安
部
長
）
は
職
務
質
問
等
に
関
す
る
規
定
を
「
追
加
規
定
し
た
」
も

の
と
し
た
（
以
上
に
つ
い
て
次
節
（
1
）・（
2
）
参
照
）。
こ
れ
は
否
定
説
に
立
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
。

刑
事
事
件
登
録
件
数
の
推
移
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
著
・
前
掲
注
（
22
）
四
三
頁
参
照
。

魏
平
雄
・
欧
陽
涛
・
王
順
安
主
編
『
市
場
経
済
条
件
下
犯
罪
与
対
策
』（
群
衆
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
四
三
頁
参
照
。

一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
大
都
市
の
動
向
に
つ
い
て
、
王
智
民
等
『
当
前
中
国
流
動
人
口
犯
罪
研
究
』（
中
国
人
民
公
安
大
学

出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
五
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
最
近
の
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
閻
丹
宇
「
城
鎮
化
背
景
下
流
動
人
口
犯
罪
的
特
点
与
控
制
」

法
制
博
覧
二
〇
一
七
年
二
九
期
一
五
三
頁
参
照
。

張
建
偉
・
李
忠
誠
「
論
廃
止
収
容
審
査
」
中
外
法
学
一
九
九
四
年
三
期
五
七
頁
参
照
。

一
般
論
と
し
て
［
違
法
犯
罪
］
の
［
違
法
］
は
犯
罪
を
除
く
法
違
反
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
公
安
が
管
轄
権
を
有
す
る
行
政
法
違

反
（
主
に
は
治
安
違
反
）
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。

高
文
英
・
前
掲
注
（
29
）
一
一
頁
参
照
。
な
お
、
劉
式
浦
「
重
視
和
加
強
警
察
法
学
的
研
究
」
人
民
公
安
（
Ｃ
Ｄ
版
）
一
九
八
九
年
三
期
一

〇
頁
は
警
察
に
「
留
置
…
…
等
の
人
身
に
対
す
る
強
制
権
限
」
が
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
内
容
お
よ
び
法
的
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
八
〇
年
の
通
知
か
ら
一
九
九
二
年
の
批
復
ま
で
の
間
に
は
適
用
要
件
に
変
遷
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
「
党
中
央
・
国
務
院
が
承
認
し
た
公
安
機
関
が
…
…
対
応
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
（
本
文
後
述
の
一
九
八
五
年
通

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）
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知
）。
ま
た
公
安
部
「
検
察
機
関
が
収
容
審
査
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
問
題
に
関
す
る
批
復
」（
一
九
八
九
年
一
〇
月
三
〇
日
）、

最
高
人
民
検
察
院
「
検
察
機
関
が
収
容
審
査
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九
二
年
二
月
一
五
日
）
参
照
。

本
通
知
は
中
央
政
法
委
員
会
が
承
認
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
前
掲
注
（
38
）
の
公
安
部
一
九
八
九
年
批
復
参
照
）。

劉
鉄
鷹
「
完
善
刑
事
強
制
措
施
体
系
之
管
見
」
法
律
科
学
一
九
九
〇
年
五
期
六
六
頁
。

崔
巍
「
評
収
容
審
査
」
行
政
法
学
研
究
一
九
九
五
年
二
期
四
九
頁
。

張
旭
に
よ
れ
ば
、「
不
十
分
な
統
計
に
よ
る
と
、
刑
訴
法
施
行
後
一
二
年
間
で
、
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
の
約
八
〇
～
九
〇
％
が
、
最
初

は
逮
捕
・
拘
留
で
は
な
く
、
収
容
審
査
の
方
式
で
公
安
機
関
で
拘
禁
さ
れ
、
人
身
の
自
由
を
数
ヶ
月
に
も
わ
た
り
完
全
に
制
約
さ
れ
て
い
た
」

（
同
「
論
収
審
的
出
路
与
逮
捕
的
改
革
」
現
代
法
学
一
九
九
三
年
一
期
二
〇
頁
）
と
い
う
。
な
お
、
一
九
九
〇
年
代
の
公
訴
提
起
人
員
に
対
す
る

勾
留
人
員
の
比
率
は
一
〇
〇
・
七
％
で
あ
っ
た
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
3
）
二
九
五
頁
参
照
）。

鮑
遂
献
「
関
於
収
容
審
査
制
度
的
立
法
思
考
」
中
外
法
学
一
九
九
二
年
四
期
五
五
頁
、
李
子
雲
「
収
容
審
査
存
廃
之
争
的
結
局
」
浙
江
省
政

法
管
理
幹
部
学
院
学
報
一
九
九
六
年
二
期
一
二
頁
参
照
。

顧
昴
然
・
前
掲
注
（
7
）
八
五
頁
参
照
。

孫
第
永
他
（
整
理
）「
一
九
九
二
年
全
国
訴
訟
法
学
術
討
論
会
内
容
綜
述
」
政
法
論
壇
一
九
九
三
年
一
期
八
〇
～
八
二
頁
参
照
。

郎
勝
主
編
『
関
於
修
改
刑
事
訴
訟
法
的
決
定
釈
義
』（
中
国
法
制
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
九
四
頁
。

崔
敏
「
収
容
審
査
的
歴
史
、
現
状
与
思
路
」
公
安
大
学
学
報
一
九
九
三
年
一
期
六
六
～
六
七
頁
参
照
。
ま
た
上
述
の
一
九
九
二
年
通
知
の
引

用
部
分
も
参
照
。

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
陳
光
中｢

修
改
刑
事
訴
訟
法
概
述
─
─
代
序
言｣

『
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
釈
義
与
応
用
』（
吉
林
人
民
出

版
社
、
一
九
九
六
年
（
な
お
奥
付
の
書
名
に
は｢

与｣

が
な
い
））
一
～
二
頁
参
照
。
出
版
さ
れ
た
の
は
、
陳
光
中
・
厳
瑞
主
編
『
中
華
人
民
共

和
国
刑
事
訴
訟
法
修
改
建
議
稿
与
論
証
』（
中
国
方
正
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
で
あ
る
。

陳
光
中
・
厳
瑞
・
前
掲
注
（
48
）
一
九
頁
参
照
。

陳
光
中｢

再
版
前
言｣

同
・
厳
瑞
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
修
改
建
議
稿
与
論
証
（
第
二
版
）』（
中
国
方
正
出
版
社
、
一
九
九

九
年
）
二
頁
参
照
。

顧
昴
然
「
関
於
《
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
修
正
案
（
草
案
）》
的
説
明
（
1 
9 
9 
5
年
12
月
20
日
第
八
届
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）
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委
員
会
第
十
七
次
会
議
）」
胡
康
生
・
李
福
成
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
釈
義
』（
法
律
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
三
四
四
頁
。

以
上
に
つ
い
て
顧
昴
然
・
前
掲
注
（
7
）
八
五
～
八
六
頁
参
照
。

以
上
の
経
過
に
つ
い
て
、
馬
永
梅
「
庄
厳
的
承
諾
─
─
《
人
民
警
察
法
》
出
台
的
内
幕
新
聞
」
人
民
公
安
一
九
九
五
年
六
期
八
頁
、「
国
務

院
関
於
提
請
審
議
《
中
華
人
民
共
和
国
人
民
警
察
法
（
草
案
）》
的
議
案
」
国
務
院
公
報
一
九
九
五
年
八
期
二
七
五
頁
参
照
。

以
下
に
つ
い
て
は
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
李
忠
信
編
『
起
草
人
民
警
察
法
参
考
資
料
擷
選
』（
群
衆
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
三
三
〇
頁

以
下
、
特
に
三
三
四
・
三
四
五
頁
参
照
。

な
お
公
安
部
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
一
一
条
二
号
は
「
憲
法
お
よ
び
関
係
法
律
・
法
規
に
規
定
の
あ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
警
察
法
で
さ
ら
に

明
確
化
お
よ
び
規
範
化
し
」（
李
忠
信
・
前
掲
注
（
54
）
三
四
五
頁
）
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
場
職
務
質
問
等
は
既
存
の
法
令
（
警

察
条
例
と
解
さ
れ
る
）
に
規
定
の
あ
る
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
間
制
限
が
問
題
と
な
る
場
面
は
、
刑
訴
法
上
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
強
制
措
置
の
一
つ
で
あ
る
勾
引
が
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
刑
訴
法
は
そ
の
持
続
時
間
を
限
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
性
質
が
拘
禁
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
二
四
時
間

以
内
と
し
、
訊
問
後
の
当
日
に
現
住
所
に
帰
ら
せ
る
べ
き
と
す
る
概
説
書
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
厳
瑞
主
編
『
刑
事
訴
訟
法
教
程
』（
中
国
政

法
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
九
一
頁
参
照
）。

以
下
に
つ
い
て
は
陶
駟
駒
「
関
於
《
中
華
人
民
共
和
国
人
民
警
察
法
（
草
案
）》
的
説
明
─
─
1 

9 

9 

4
年
12
月
21
日
在
第
八
届
全
国
人
民

代
表
大
会
常
務
委
員
会
第
十
一
次
会
議
上
」
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九
五
年
一
期
一
〇
三
頁
参
照
。
な
お
、
本
草
案
の
条
文

は
王
叔
文
「
全
国
人
大
法
律
委
員
会
関
於
《
中
華
人
民
共
和
国
人
民
警
察
法
（
草
案
）》
審
議
結
果
的
報
告
─
─
1 

9 

9 

5
年
2
月
21
日
在
第
八

届
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
第
十
二
次
会
議
上
」
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九
五
年
一
期
一
〇
六
頁
に
よ
る
。

以
下
に
つ
い
て
は
、
本
草
案
の
条
文
も
含
め
て
王
叔
文
・
前
掲
注
（
57
）
一
〇
五
～
一
〇
七
頁
参
照
。

以
下
に
つ
い
て
は
、
本
草
案
の
条
文
も
含
め
て
薛
駒
「
関
於
六
個
法
律
草
案
修
改
稿
修
改
意
見
的
匯
報
─
─
1 

9 

9 

5
年
2
月
27
日
在
第
八

届
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
第
十
二
次
会
議
上
」
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九
五
年
一
期
三
〇
、
三
三
頁
参
照
。

柯
良
棟
主
編
『
公
安
機
関
適
用
継
続
盤
問
規
定
釈
義
与
法
律
文
書
制
作
指
南
』（
中
国
長
安
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
四
二
頁
。
な
お
、
苗

愛
軍
・
沈
晶
・
前
掲
注
（
21
）
二
一
五
頁
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
継
続
職
質
規
定
に
関
す
る
「
公
安
部
の
権
威
的
解
釈
」
と
さ
れ
る
。

羅
子
発
「
是
処
罰
，
更
是
希
望
─
─
対
一
起
非
法
拘
禁
案
的
思
考
」
人
民
公
安
（
Ｃ
Ｄ
版
）
一
九
九
一
年
二
期
二
四
頁
。
こ
の
ほ
か
、
喩
春

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）
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祥
「
当
前
公
安
執
法
中
的
突
出
問
題
及
対
策
研
究
」
公
安
大
学
学
報
一
九
九
三
年
一
期
五
二
頁
に
よ
れ
ば
、「
派
出
所
に
は
そ
も
そ
も
被
疑
者
を

［
留
審
］
す
る
権
限
は
な
い
が
…
…
相
当
部
分
の
派
出
所
は
［
留
審
］
室
を
な
お
存
置
し
、
ま
た
は
形
を
変
え
て
存
置
し
、
被
疑
者
を
［
留
審
］

す
る
時
間
は
短
く
て
数
日
、
長
く
て
数
十
日
に
及
ん
で
い
る
」
と
い
う
。
な
お
、［
留
審
］
は
［
拘
留
審
査
］
の
略
語
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ

と
し
て
も
、
派
出
所
に
は
刑
事
拘
留
の
承
認
権
限
は
な
か
っ
た
（
公
安
部
「
公
安
機
関
刑
事
事
件
処
理
手
続
規
定
」（
一
九
八
七
年
三
月
一
八
日
。

一
九
九
八
年
五
月
一
四
日
廃
止
）
三
一
条
一
項
）。

公
安
部
草
案
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
「
立
法
目
的
」
を
公
安
部
が
ど
こ
ま
で
共
有
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

警
察
法
九
条
は
第
一
段
階
（
二
四
時
間
）
の
承
認
権
者
を
派
出
所
長
に
限
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
警
察
法
解
釈
は
明
ら
か
に
派
出
所
長
以
外

の
「
公
安
機
関
責
任
者
」
の
承
認
権
を
認
め
て
い
る
（
詳
し
く
は
二
（
三
）
参
照
）。
警
察
法
九
条
の
規
律
対
象
は
文
理
上
、
派
出
所
の
「
小
黒

屋
」
問
題
だ
け
に
は
留
ま
ら
ず
、
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
に
よ
る
身
体
拘
束
（
そ
こ
に
は
収
容
審
査
も
含
ま
れ
る
）
を
も
包
含
し
得
る
。
し
た

が
っ
て
、
公
安
部
法
制
局
釈
義
の
説
く
「
立
法
目
的
」
が
、
制
定
時
の
立
法
目
的
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

現
時
点
で
は
こ
の
点
を
検
証
す
る
資
料
は
管
見
に
及
ば
な
い
。
本
稿
で
は
疑
問
と
仮
説
の
提
示
に
留
め
、
さ
し
あ
た
り
公
安
部
法
制
局
釈
義
に
依

拠
し
て
論
を
進
め
る
。

陸
永
安
「
談
人
民
警
察
留
置
盤
査
権
的
正
確
行
使
」
江
蘇
公
安
専
科
学
校
学
報
一
九
九
五
年
三
期
四
三
頁
。

王
潔
・
朱
煒
「
関
于
留
置
権
的
法
律
思
考
─
─
兼
議
公
安
派
出
所
警
察
如
何
正
確
理
解
留
置
的
法
律
規
定
」
江
西
公
安
専
科
学
校
学
報
二
〇

〇
二
年
六
期
八
二
頁
参
照
。

周
雅
明
「
試
論
正
確
使
用
盤
問
措
施
応
注
意
的
幾
個
問
題
」
公
安
研
究
二
〇
〇
〇
年
五
期
七
三
頁
。

な
お
、
留
置
等
を
「
審
査
措
置
」
と
性
格
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
（
例
え
ば
聶
福
茂
・
余
凌
雲
主
編
『
警
察
行
政
法
学
』（
中

国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
〇
～
一
二
一
頁
参
照
）。

こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
一
般
に
、
行
政
法
違
反
と
犯
罪
は
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
区
別
さ
れ
る
一
方
で
、
両
者
は
主
に
社
会
的
危
害
性
の
程

度
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
高
見
澤
磨
・
鈴
木
賢
・
宇
田
川
幸
則
『
現
代
中
国
法
入
門
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
六
年
）
三
二
三
頁
（
高
見
澤
執
筆
）
参
照
。
た
だ
し
、
後
段
に
対
す
る
有
力
な
批
判
と
し
て
馮
軍
『
行
政
処
罰
法
新
論
』（
中
国
検
察
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
）
三
四
頁
参
照
。
な
お
関
連
し
て
前
掲
注
（
17
）
参
照
）。
な
お
後
掲
注
（
71
）
参
照
。

馬
基
・
陶
積
根
「
人
民
警
察
行
使
盤
問
、
検
査
権
之
我
見
」
公
安
論
壇
一
九
九
六
年
三
期
三
四
頁
参
照
。

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
66
）

（
67
）

（
68
）

（
69
）
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治
処
条
例
に
は
規
定
は
な
い
が
、
治
安
事
件
も
「
治
安
管
理
違
反
の
事
実
」
を
確
認
し
た
と
き
は
、
簡
易
手
続
を
除
き
、
事
件
登
録
が
必
要

と
さ
れ
て
い
た
（
李
春
華
・
前
掲
注
（
17
）
六
〇
～
六
一
頁
参
照
）。

な
お
、
公
安
部
「
公
安
機
関
行
政
事
件
処
理
手
続
規
定
」（
二
〇
〇
六
年
八
月
二
四
日
発
布
・
施
行
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
廃
止
）
四
二

条
前
段
は
「
公
安
機
関
は
発
見
し
、
ま
た
は
受
理
し
た
事
件
に
つ
い
て
一
時
的
に
刑
事
事
件
か
行
政
事
件
か
を
確
定
す
る
す
べ
が
な
い
と
き
は
、

行
政
事
件
の
手
続
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
た
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
施
行
の
現
行
規
定
五
一
条
前
段
も
同
じ
。
邦
訳
に
つ

い
て
拙
訳
「
中
国
公
安
部
『
公
安
機
関
行
政
事
件
処
理
手
続
規
定
』」
阪
大
法
学
六
四
巻
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
参
照
）。

劉
国
祥
「
正
確
適
用
留
置
応
当
注
意
甚
麼
」
人
民
公
安
一
九
九
七
年
一
六
期
四
〇
頁
参
照
。

な
お
外
国
人
お
よ
び
無
国
籍
者
な
ら
び
に
香
港
・
マ
カ
オ
・
台
湾
居
民
に
つ
い
て
は
、「
原
則
と
し
て
用
い
な
い
」
と
さ
れ
、
ま
た
特
別
な

配
慮
が
指
示
さ
れ
て
い
た
（
公
安
部
「
外
国
人
お
よ
び
無
国
籍
者
な
ら
び
に
香
港
・
マ
カ
オ
・
台
湾
居
民
に
留
置
措
置
を
と
る
こ
と
の
関
連
問
題

に
関
す
る
批
復
」（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
八
日
。
二
〇
一
一
年
一
月
一
八
日
廃
止
）
参
照
）。

羅
鋒
（
公
安
部
長
補
佐
）
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
人
民
警
察
法
釈
義
』（
群
衆
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
八
九
頁
。

 

「
挙
動
不
審
で
あ
〔
る
〕」
と
「
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
」
は
並
列
関
係
で
は
な
く
、
同
義
と
解
す
る
者
も
い
る
（
万
毅
等
・
前
掲
注

（
21
）
六
八
～
六
九
頁
）。

前
者
と
し
て
劉
召
剛
「《
公
安
机
機
関
適
用
継
続
盤
問
規
定
》
亮
点
解
析
」
吉
林
公
安
高
等
専
科
学
校
学
報
二
〇
〇
四
年
六
期
三
五
頁
、
ま

た
後
者
と
し
て
馬
基
・
陶
積
根
・
前
掲
注
（
69
）
三
四
頁
参
照
。

郝
赤
勇
主
編
『
学
習
人
民
警
察
法
問
答
』（
警
官
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
一
一
四
～
一
一
五
頁
参
照
。

劉
国
祥
・
前
掲
注
（
72
）
四
〇
頁
参
照
。

例
え
ば
石
愛
歓
「
浅
談
盤
問
和
伝
喚
的
区
別
、
聯
係
与
適
用
」
公
安
学
刊
一
九
九
八
年
六
期
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、
周
雅
明
・
前
掲
注

（
66
）
七
四
頁
参
照
。
ま
た
浙
江
省
公
安
庁
「
浙
江
省
公
安
機
関
留
置
実
施
規
定
」（
二
〇
〇
三
年
八
月
二
二
日
。
以
下
「
浙
江
省
規
定
」
と
略

す
。
な
お
他
の
地
方
に
も
こ
う
し
た
規
定
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
条
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
関
連
し
て
余
凌
雲

「
警
察
盤
査
論
」『
警
察
法
講
義
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
一
六
三
頁
参
照
）
も
「
す
で
に
治
安
ま
た
は
刑
事
事
件
と
登
録
さ
れ
た
こ
と

が
明
確
で
あ
る
と
き
」
に
は
留
置
を
認
め
な
い
（
六
条
四
号
）。
な
お
、
登
録
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
状

況
下
で
職
務
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
偶
々
そ
の
被
疑
者
で
あ
っ
た
と
き
は
当
然
別
論
と
さ
れ
る
（
周
雅
明
・
同
上
七
五
頁
参
照
）。

（
70
）

（
71
）

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
79
）
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例
え
ば
呂
清
「
関
于
盤
査
留
置
権
的
思
考
」
河
北
法
学
一
九
九
九
年
二
期
五
五
頁
は
「
一
般
的
な
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
に
の
み
適
用

さ
れ
る
。
彼
は
な
お
違
法
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
法
的
地
位
は
犯
罪
被
疑
者
で
は
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
聶
福
茂
・
余
凌
雲
・
前

掲
注
（
67
）
一
二
三
～
一
二
四
頁
参
照
。
な
お
、「
犯
罪
被
疑
者
」
は
刑
事
事
件
登
録
前
か
ら
存
在
し
得
る
（
旧
刑
訴
法
八
三
条
参
照
）。

徐
玉
峰
「
談
提
高
交
巡
警
街
面
盤
査
実
効
」
浙
江
公
安
高
等
専
科
学
校
学
報
二
〇
〇
三
年
六
期
六
四
頁
は
行
政
法
執
行
活
動
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
、
行
政
処
罰
法
三
七
条
に
基
づ
き
、
二
名
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

緊
急
時
に
は
例
外
的
に
事
後
の
呈
示
で
よ
い
と
す
る
立
場
と
し
て
王
蘭
玉
「
試
論
警
察
的
盤
査
権
」
河
南
省
政
法
管
理
干
部
学
院
学
報
一
九

九
九
年
五
期
四
七
頁
参
照
。
な
お
、
警
察
法
施
行
以
前
に
お
い
て
は
、
警
察
官
の
制
服
を
着
用
し
て
い
れ
ば
、
証
明
書
を
呈
示
す
る
必
要
は
な
い

と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
同
上
）。

こ
こ
で
の
［
指
控
］
は
、
組
織
・
国
民
個
人
が
犯
罪
事
実
ま
た
は
犯
罪
被
疑
者
に
つ
い
て
公
安
機
関
に
［
控
告
］
ま
た
は
［
検
挙
］
を
申
し

立
て
る
こ
と
を
指
す
（
陸
永
安
・
前
掲
注
（
64
）
四
三
頁
参
照
）。
な
お
［
控
告
］
お
よ
び
［
検
挙
］
は
旧
々
刑
訴
法
上
の
用
語
で
あ
る
（［
検

挙
］
は
、
旧
刑
訴
法
で
［
報
案
］
と
［
挙
報
］
に
整
理
さ
れ
た
。
現
行
法
も
同
じ
）。
前
者
は
被
害
者
が
自
己
の
合
法
的
権
利
・
利
益
を
守
る
た

め
に
、
申
告
す
る
こ
と
を
指
す
。
後
者
は
、
情
を
知
る
者
が
公
共
の
利
益
の
擁
護
ま
た
は
正
義
の
た
め
に
申
告
す
る
こ
と
を
指
す
（
王
国
枢
主
編

『
刑
事
訴
訟
法
学
（
第
二
版
）』（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
二
二
八
頁
参
照
）。

李
春
華
・
前
掲
注
（
17
）
六
七
頁
。

万
玲
「
対
公
安
機
関
使
用
留
置
盤
問
的
幾
点
思
考
」
中
国
刑
事
法
雑
志
一
九
九
八
年
六
期
五
三
頁
。
崔
暁
麗
・
劉
聰
「
対
公
安
機
関
適
用
留

置
盤
問
強
制
措
施
的
幾
点
法
律
思
考
」
刑
偵
研
究
一
九
九
九
年
四
期
二
四
頁
も
同
旨
。

劉
国
祥
・
前
掲
注
（
72
）
四
〇
頁
参
照
。

艾
明
「
論
警
察
盤
査
措
施
─
─
比
較
法
視
野
下
的
考
察
」
貴
州
警
官
職
業
学
院
学
報
二
〇
〇
六
年
二
期
二
一
頁
。
そ
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て

は
争
い
が
あ
る
。
国
務
院
「
人
民
警
察
官
戒
具
お
よ
び
武
器
使
用
条
例
」（
一
九
九
六
年
一
月
八
日
採
択
、
同
月
一
六
日
発
布
・
施
行
）
に
求
め

る
説
（
例
え
ば
薛
東
生
「
対
留
置
盤
問
中
有
関
問
題
的
認
識
」
人
民
公
安
一
九
九
八
年
八
期
二
六
頁
）
や
、
根
拠
が
な
い
と
す
る
説
（
苗
愛
軍
・

沈
晶
・
前
掲
注
（
21
）
三
〇
四
頁
参
照
）
も
あ
る
。

釈
放
証
明
書
を
交
付
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
留
置
に
際
し
て
専
用
の
証
明
書
を
根
拠
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
張
緑
芸
・
前
掲
注
（
30
）
一
二
頁
参
照
）。

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）

（
84
）

（
85
）

（
86
）

（
87
）

（
88
）
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陸
永
安
・
前
掲
注
（
64
）
四
四
頁
は
、
県
ク
ラ
ス
以
上
公
安
機
関
の
担
当
指
導
者
と
す
る
。

実
務
で
は
一
般
に
刑
事
警
察
大
隊
の
留
置
室
ま
た
は
公
安
局
行
政
拘
留
所
で
留
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
王
徳
華
「
留
置
（
盤
問
）
応
折
抵

刑
期
」
検
察
実
践
二
〇
〇
一
年
六
期
四
五
頁
参
照
）。

公
安
部
「
公
安
機
関
刑
事
事
件
処
理
手
続
規
定
」（
一
九
九
八
年
五
月
一
四
日
施
行
。
以
下
「
刑
手
」
と
略
す
）
一
三
二
条
は
、「
留
置
さ
れ

て
職
務
質
問
を
受
け
て
い
る
犯
罪
被
疑
者
に
つ
い
て
拘
留
、
逮
捕
、
行
動
制
限
ま
た
は
住
居
監
視
が
必
要
な
と
き
は
、
留
置
期
間
中
に
法
的
手
続

を
履
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。

以
上
に
つ
い
て
劉
国
祥
・
前
掲
注
（
72
）
四
一
頁
参
照
。
な
お
、
信
春
鷹
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
行
政
強
制
法
釈
義
』（
法
律
出
版
社
、
二

〇
一
一
年
）
三
三
頁
は
、
治
安
召
喚
が
行
政
強
制
法
（
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
施
行
）
上
の
「
行
政
強
制
措
置
」（
九
条
一
号
）
に
当
た
る
と
す
る
。

浙
江
省
規
定
も
結
論
は
同
じ
で
あ
る
（
六
条
三
号
、
一
三
条
二
項
）。
肯
定
説
と
し
て
例
え
ば
譚
永
生
（
江
蘇
省
公
安
庁
法
制
処
）「
浅
議
盤

問
権
的
正
確
運
用
」
江
蘇
公
安
専
科
学
校
学
報
一
九
九
七
年
四
期
三
一
頁
参
照
。

于
長
安
・
周
長
軍
「
強
制
措
施
使
用
裁
量
権
的
規
制
─
─
以
拘
留
為
例
」
周
等
『
刑
事
裁
量
権
規
制
的
実
証
研
究
』（
中
国
法
制
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
参
照
。

陳
建
中
「
治
安
処
罰
実
践
中
若
干
法
律
問
題
探
討
」
上
海
公
安
高
等
専
科
学
校
学
報
二
〇
〇
〇
年
三
期
五
六
頁
。

馬
静
華
は
派
出
所
ク
ラ
ス
に
お
け
る
そ
の
要
因
と
し
て
「
治
安
警
察
と
刑
事
警
察
は
往
々
に
し
て
職
能
が
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
警
察
官
は

日
常
パ
ト
ロ
ー
ル
ま
た
は
待
機
中
に
、
常
に
突
発
的
な
違
法
犯
罪
事
件
に
遭
遇
し
て
い
る
。
緊
急
度
合
い
か
ら
い
っ
て
、
こ
う
し
た
事
件
は
通
常
、

具
体
的
性
質
と
具
体
的
措
置
の
適
用
要
件
を
仔
細
に
選
別
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
」（
同
・
前
掲
注
（
2
）
六
九
～
七
〇
頁
）
こ
と
を
指
摘
す
る
。

左
衛
民
「
偵
査
中
的
取
保
候
審
：
従
功
能
背
離
到
制
度
改
革
」
同
等
・
前
掲
注
（
12
）
書
一
三
七
頁
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
責
任
」
と

は
、
ま
ず
は
国
家
賠
償
（
刑
事
賠
償
）
責
任
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
直
接
釈
放
す
る
こ
と
は
無
罪
宣
告
を
意
味
す
る
た
め
、
犯
罪
被
疑
者
は
そ
れ

に
基
づ
き
捜
査
機
関
に
刑
事
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
同
一
四
〇
頁
）。
な
お
、
国
家
賠
償
に
つ
い
て
は
四
（
四
）
2
（
2
）
も
参
照
。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
一
三
二
頁
参
照
。

な
お
、「
治
安
事
件
の
処
理
実
務
に
お
い
て
、
少
な
く
な
い
公
安
機
関
は
調
査
に
際
し
て
留
置
を
大
い
に
運
用
し
て
い
る
」（
岳
光
輝
「
浅
談

治
安
伝
喚
与
留
置
盤
問
的
区
別
」
遼
寧
公
安
司
法
管
理
幹
部
学
院
学
報
二
〇
〇
三
年
一
期
三
九
頁
）
と
い
う
。

艾
明
・
前
掲
注
（
18
）
一
二
〇
頁
。

（
89
）

（
90
）

（
91
）

（
92
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）

（
97
）

（
98
）

（
99
）

（
100
）
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万
玲
・
前
掲
注
（
85
）
五
三
頁
。

任
克
勤
・
艾
明
「
論
我
国
刑
事
偵
査
中
的
留
置
」
貴
州
警
官
職
業
学
院
学
報
二
〇
〇
五
年
一
期
二
六
頁
参
照
。
な
お
、
艾
明
・
前
掲
注

（
18
）
一
一
九
頁
で
は
「
Ｇ
省
Ｓ
区
Ｄ
鎮
公
安
分
局
」
の
も
の
と
し
て
、
同
じ
デ
ー
タ
お
よ
び
同
様
の
分
析
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
論
文
は

Ｇ
省
の
一
三
三
名
の
刑
事
警
察
大
隊
長
お
よ
び
派
出
所
長
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
時
期
は
不
明
）
の
結
果
を
示
す
。「
あ
な
た
が
知
る
限

り
で
、
孫
志
剛
事
件
以
前
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
処
理
に
際
す
る
継
続
的
職
務
質
問
の
使
用
状
況
は
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
ほ
と
ん
ど

各
事
件
で
必
ず
用
い
て
い
た
」
と
答
え
た
者
が
三
七
名
、「
多
く
の
事
件
で
用
い
て
い
た
」
と
答
え
た
者
が
六
三
名
で
、
計
一
〇
〇
名
（
七
五
・

一
九
％
）
に
上
っ
た
と
す
る
（
同
上
）。

苗
愛
軍
・
沈
晶
・
前
掲
注
（
21
）
八
四
頁
に
よ
れ
ば
、「
公
安
法
執
行
実
務
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
は
刑
事
拘
留
に
移
行
し
、
逮
捕
ま
た
は

そ
の
他
の
強
制
措
置
に
移
行
す
る
の
は
少
数
で
あ
る
」
と
い
う
。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
12
）
七
～
八
頁
参
照
。
な
お
馬
静
華
は
、
残
り
を
口
頭
召
喚
ま
た
は
捕
獲
に
よ
る
も
の
と
推
測
す
る
。
両
者
に
つ
い
て

は
事
件
記
録
に
は
両
者
で
あ
る
旨
の
記
載
が
な
く
、「
捜
査
人
員
は
犯
罪
被
疑
者
出
頭
後
に
通
常
は
事
件
状
況
の
複
雑
さ
を
見
て
、
召
喚
ま
た
は

留
置
の
審
査
承
認
手
続
を
補
う
」（
同
上
六
頁
）。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
留
置
の
デ
ー
タ
も
、
記
録
上
は
留
置
だ
が
、
実
際
は
法
的
根
拠
の

な
い
口
頭
召
喚
・
捕
獲
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
留
置
の
使
い
方
は
、
少
な
く
と
も
現
場
職
務
質
問
を
経
て
い
な
い
点
で

違
法
と
考
え
ら
れ
る
。

 『
中
国
法
律
年
鑑
』（
一
九
九
六
年
版
～
二
〇
〇
五
年
版
）
参
照
。

陳
衛
東
主
編
『
刑
事
訴
訟
法
実
施
問
題
調
研
報
告
』（
中
国
方
正
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
三
～
一
四
頁
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
被
疑
者
の
約

八
割
が
刑
事
拘
留
さ
れ
、
刑
事
拘
留
さ
れ
た
事
件
の
う
ち
約
八
割
が
逮
捕
請
求
さ
れ
る
と
い
う
。

劉
方
権
「
偵
査
羈
押
適
用
誤
区
分
析
─
─
現
状
、
危
害
、
原
因
、
対
策
」
中
国
刑
事
法
雑
誌
二
〇
〇
一
年
四
期
五
七
頁
参
照
。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
五
〇
頁
参
照
。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
12
）
一
八
頁
参
照
。

さ
ら
に
、
前
節
（
1
）
の
①
お
よ
び
（
2
）
の
表
6
参
照
。
こ
の
ほ
か
、
留
置
の
開
始
時
間
を
実
際
よ
り
遅
く
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実

際
の
拘
束
時
間
を
長
く
す
る
と
い
う
「
手
法
」
も
編
み
出
さ
れ
た
と
い
う
（
岳
光
輝
・
唐
玉
玲
「
論
公
安
留
置
行
為
的
定
性
与
規
制
」
貴
州
警
官

職
業
学
院
学
報
二
〇
〇
四
年
三
期
二
九
頁
参
照
）。

（
101
）

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）

（
110
）
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こ
の
ほ
か
、
問
題
と
な
る
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
は
、
苗
愛
軍
・
沈
晶
・
前
掲
注
（
21
）
三
四
四
頁
以
下
が
豊
富
で
あ
る
。

以
上
に
つ
い
て
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
三
八
～
三
九
頁
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た
認
識
が
継
続
職
質
規
定
の
登
場
を
促
し
、
公
安
部
は
二

〇
〇
二
年
六
月
に
同
規
定
の
検
討
・
制
定
に
着
手
し
た
（
同
三
九
、
四
二
頁
参
照
）。
ま
た
同
様
の
認
識
か
ら
、
同
月
に
留
置
届
出
規
定
が
制
定

さ
れ
た
（
曽
斌
「《
公
安
機
関
実
施
留
置
措
施
備
案
規
定
》
的
理
解
与
適
用
」
公
検
法
辦
案
指
南
二
〇
〇
二
年
八
輯
六
三
頁
参
照
）。
さ
ら
に
二
〇

〇
二
年
以
降
、
チ
ェ
ッ
ク
が
厳
し
く
な
っ
た
と
い
う
（
後
掲
注
（
177
）
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
二
年
に
留
置
の
問
題
改
善
に
向
け
た
動

き
が
一
斉
に
始
ま
っ
た
。

一
部
の
地
方
で
は
、
公
安
機
関
・
検
察
院
も
申
告
［
指
控
］
の
主
体
と
解
し
、
登
録
し
た
刑
事
事
件
や
、
さ
ら
に
は
起
訴
し
た
事
件
の
犯
罪

被
疑
者
に
も
留
置
を
適
用
し
て
い
た
と
い
う
（
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
九
六
頁
参
照
）。

王
潔
・
朱
煒
・
前
掲
注
（
65
）
八
二
頁
。
な
お
、
二
〇
〇
三
年
に
広
東
省
で
生
じ
た
「
孫
志
剛
」
事
件
の
発
端
は
職
務
質
問
で
あ
り
、
孫
氏

は
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ま
ず
派
出
所
に
連
行
［
帯
到
］
さ
れ
た
（
本
件
に
つ
い
て
は
胡
錦
光
主
編
『
中
国
十
大
憲
政

事
例
研
究
』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
四
頁
以
下
、
高
見
澤
磨
・
鈴
木
賢
『
中
国
に
と
っ
て
法
と
は
何
か
─
─
統
治
の
道

具
か
ら
市
民
の
権
利
へ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
一
二
二
～
一
二
四
頁
（
鈴
木
執
筆
）
参
照
）。
ま
た
そ
の
た
め
、
本
事
件
以
降
、「
広
東

省
全
体
の
公
安
機
関
は
相
当
長
期
間
、
留
置
に
よ
る
職
務
質
問
の
使
用
を
停
止
し
、
街
頭
犯
罪
に
比
較
的
大
き
な
リ
バ
ウ
ン
ド
が
生
じ
た
」（
艾

明
・
前
掲
注
（
87
）
一
七
～
一
八
頁
）
と
い
う
。

石
愛
歓
・
前
掲
注
（
79
）
一
〇
五
頁
参
照
。

以
上
に
つ
い
て
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
一
〇
〇
、
三
八
頁
参
照
。
そ
の
背
景
に
は
過
料
収
入
の
多
寡
が
当
該
公
安
機
関
の
予
算
に
影
響
し
、

ま
た
財
政
に
余
裕
が
な
い
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
（
譚
元
満
「
留
置
在
治
安
案
件
中
的
違
法
適
用
及
補
救
」
湖
南
公
安
高
等
専
科
学
校
学
報
一
九

九
八
年
三
＝
四
期
合
刊
五
七
頁
参
照
）。
さ
ら
に
、
計
画
出
産
違
反
者
や
農
業
現
物
税
不
納
付
者
等
に
も
使
用
さ
れ
た
と
い
う
（
林
為
民
「
対
公

安
機
関
留
置
問
題
的
調
査
与
思
考
」
広
州
市
公
安
管
理
干
部
学
院
学
報
二
〇
〇
三
年
一
期
三
四
～
三
五
頁
参
照
）。

陳
建
中
・
前
掲
注
（
95
）
五
六
頁
参
照
。
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
留
置
す
る
が
質
問
し
な
い
」［
留
而
不
問
］
で
あ
る
（
例
え
ば
劉
国

祥
・
前
掲
注
（
72
）
四
〇
頁
参
照
）。

鄒
翼
・
盧
潔
「
当
前
公
安
機
関
留
置
工
作
存
在
的
問
題
及
対
策
」
鉄
道
警
官
高
等
専
科
学
校
学
報
二
〇
〇
二
年
二
期
四
五
頁
参
照
。

例
え
ば
陳
衛
東
・
前
掲
注
（
106
）
一
〇
～
一
一
頁
、
王
潔
・
朱
煒
・
前
掲
注
（
65
）
八
三
頁
参
照
。
な
お
、
同
時
に
現
場
職
務
質
問
等
を
し

（
111
）

（
112
）

（
113
）

（
114
）

（
115
）

（
116
）

（
117
）

（
118
）

（
119
）
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て
い
な
い
問
題
も
あ
ろ
う
。

鄒
翼
・
盧
潔
・
前
掲
注
（
118
）
四
五
頁
。

な
お
岳
光
輝
・
唐
玉
玲
・
前
掲
注
（
110
）
二
九
頁
は
、「
犯
罪
被
疑
者
を
刑
事
拘
留
ま
た
は
刑
事
召
喚
し
た
後
、
法
定
期
限
内
に
確
か
な
犯

罪
の
証
拠
を
得
ら
れ
ず
、
治
安
行
政
処
理
を
し
よ
う
と
し
て
留
置
に
よ
る
継
続
的
職
務
質
問
に
切
り
換
え
る
」
こ
と
が
あ
る
と
す
る
。

林
為
民
・
前
掲
注
（
116
）
三
四
頁
参
照
。

例
え
ば
楊
永
華
・
前
掲
注
（
20
）
四
二
頁
参
照
。

例
え
ば
馮
勲
勝
「
人
民
警
察
留
置
盤
問
権
芻
議
」
福
建
法
学
二
〇
〇
二
年
二
期
三
七
頁
参
照
。

例
え
ば
崔
暁
麗
・
劉
聰
・
前
掲
注
（
85
）
二
四
頁
は
、「
刑
事
事
件
の
捜
査
に
お
い
て
、
一
部
の
公
安
人
員
が
犯
罪
被
疑
者
に
対
し
て
先
に

警
察
法
所
定
の
留
置
に
よ
る
職
務
質
問
の
強
制
措
置
を
適
用
し
て
か
ら
、
新
刑
訴
法
〔
本
稿
に
お
け
る
旧
刑
訴
法
〕
所
定
の
拘
留
等
の
強
制
措
置

を
用
い
る
や
り
方
…
…
が
経
常
的
に
生
じ
て
〔
い
る
〕」
と
指
摘
す
る
。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
七
九
頁
参
照
。
な
お
補
助
者
に
つ
い
て
、「
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
各
地
で
は
特
定
の
歴
史
的
条
件
の
下
で
、
自

発
的
に
治
安
聯
防
隊
伍
が
登
場
し
た
。
近
年
、
公
安
機
関
の
警
察
力
不
足
を
補
う
た
め
、
既
存
の
治
安
聯
防
隊
伍
を
基
礎
と
し
て
、
多
く
の
地
方

公
安
機
関
は
社
会
か
ら
相
当
数
の
治
安
員
（［
協
警
員
］、［
協
管
員
］、［
輔
警
］
等
の
そ
の
他
の
類
似
の
名
称
の
人
員
を
含
む
）
を
雇
用
し
た
」

（
同
七
八
頁
）
と
い
う
。

曽
斌
・
前
掲
注
（
112
）
六
三
頁
参
照
。
な
お
、
補
助
者
の
暴
行
に
起
因
す
る
被
職
務
質
問
者
の
死
亡
事
件
と
し
て
陶
然
「
解
読
継
続
盤
問
」

人
民
公
安
二
〇
〇
四
年
一
八
期
五
四
頁
参
照
。

さ
ら
に
林
為
民
・
前
掲
注
（
116
）
三
五
頁
に
よ
れ
ば
、
法
執
行
検
査
（
詳
細
不
明
）
中
に
「
被
留
置
者
登
録
簿
」
を
置
い
て
い
な
い
、
ま
た

は
記
録
の
内
容
が
不
十
分
な
組
織
も
あ
っ
た
と
い
う
。

陶
然
・
前
掲
注
（
127
）
五
四
頁
参
照
。
な
お
、
万
毅
等
・
前
掲
注
（
21
）
七
頁
は
、
本
件
を
継
続
職
質
規
定
の
「
誕
生
背
景
」
と
す
る
。

以
上
に
つ
い
て
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
六
四
～
六
五
頁
参
照
。

区
別
の
実
例
と
し
て
、
刑
手
一
九
六
条
、
公
安
部
「
公
安
機
関
行
政
事
件
処
理
手
続
規
定
」（
二
〇
〇
四
年
一
月
一
日
施
行
。
二
〇
〇
六
年

八
月
二
四
日
廃
止
）
四
五
・
六
七
条
一
項
参
照
。

苗
愛
軍
「
留
置
審
査
権
的
法
律
研
究
」
黄
岡
師
範
学
院
学
報
二
〇
〇
二
年
二
期
二
六
頁
は
、
承
認
権
と
留
置
室
設
置
権
限
の
所
在
は
一
致
す

（
120
）

（
121
）

（
122
）

（
123
）

（
124
）

（
125
）

（
126
）

（
127
）

（
128
）

（
129
）

（
130
）

（
131
）

（
132
）
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る
と
解
し
て
い
る
。

同
誌
は
「
公
安
部
党
委
員
会
の
耳
目
・
喉
舌
で
あ
り
、
中
国
警
察
当
局
の
最
も
権
威
的
で
、
影
響
力
が
最
も
大
き
い
総
合
的
刊
行
物
」（「
雑

誌
簡
介
」
人
民
公
安
（
Ｃ
Ｄ
版
））
と
さ
れ
る
。

 
「
責
任
区
刑
事
警
察
中
隊
」
は
一
九
九
七
年
に
公
安
部
が
打
ち
出
し
た
刑
事
捜
査
業
務
改
革
の
カ
ギ
と
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
（
陳
文
栄
「
浅

談
責
任
区
刑
警
中
隊
建
設
的
問
題
与
対
策
」
公
安
教
育
二
〇
〇
〇
年
七
期
一
五
頁
参
照
）。
そ
れ
ま
で
は
派
出
所
も
一
般
的
な
刑
事
事
件
の
検
挙

の
責
を
負
っ
て
い
た
が
、
同
年
、
公
安
部
は
そ
の
責
任
は
刑
事
捜
査
部
門
が
全
て
負
う
べ
き
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
同
中
隊
は
刑
事
警
察
大

隊
に
所
属
し
、
大
隊
の
管
轄
地
域
内
の
一
定
区
域
（
こ
れ
を
［
責
任
区
］
と
呼
ぶ
）
の
刑
事
事
件
の
捜
査
・
検
挙
の
全
責
任
を
負
う
部
署
で
あ
る

（
楊
屹
泰
「
建
立
刑
偵
工
作
新
機
制
─
─
訪
福
建
省
公
安
庁
副
庁
長
牛
紀
剛
」
人
民
公
安
（
Ｃ
Ｄ
版
）
一
九
九
七
年
一
二
期
一
〇
頁
、
馬
文
元

「
関
於
刑
事
偵
査
工
作
体
制
与
機
制
改
革
的
思
考
」
政
法
学
刊
一
九
九
八
年
四
期
二
頁
、
鮑
遂
献
「
更
快　

更
厳　

更
実
─
─
中
国
公
安
改
革
備

忘
録
」
人
民
公
安
一
九
九
八
年
一
九
期
一
三
頁
参
照
）。

本
刊
法
律
顧
問
「
責
任
区
刑
警
中
隊
隊
長
可
以
批
准
留
置
24
小
時
嗎
」
人
民
公
安
一
九
九
九
年
二
一
期
五
一
頁
参
照
。

承
認
権
者
の
範
囲
は
継
続
職
質
規
定
の
起
草
過
程
の
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
一
二
八
頁
参
照
）。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
四
二
頁
。

公
安
部
は
立
場
を
改
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
「
立
法
原
意
」
を
持
ち
出
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
よ
り
自
ら
の

解
釈
も
、
そ
れ
に
沿
わ
な
い
拡
張
解
釈
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
（
例
え
ば
収
容
審
査
の

よ
う
に
「
全
国
人
大
常
委
会
の
関
係
指
導
者
の
極
め
て
高
い
関
心
を
集
め
て
い
〔
た
〕」（
一
（
一
）
2
（
2
）
参
照
）
等
）
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
海
陽
「
留
置
報
督
察　

備
案
滅
違
紀
」
人
民
公
安
報
（
Ｃ
Ｄ
版
）
二
〇
〇
〇
年
六
月
三
〇
日
三
面
は
、
留
置
室
が
大
衆
か
ら
［
黒
屋

子
］
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
楊
屹
泰
「
対
人
民
群
衆
的
安
全
和
社
会
穏
定
負
責
─
─
訪
安
徽
省
公
安
庁
庁
長
趙
正
永
」
人
民
公
安

（
Ｃ
Ｄ
版
）
一
九
九
八
年
一
五
期
一
一
頁
参
照
。

以
下
に
つ
い
て
は
馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
四
六
～
四
七
、
一
〇
六
～
一
一
八
、
一
二
四
頁
参
照
。

な
お
、
出
頭
段
階
は
措
置
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、
便
宜
的
に
中
間
的
な
一
日
と
さ
れ
た
。
ま
た
刑
事
拘
留
・
逮
捕
段
階
に
つ
い
て
筆
者

が
計
算
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
五
・
二
日
、
五
九
・
五
日
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｎ
県
の
デ
ー
タ
は
悉
皆
調
査
に
よ
る
。

そ
の
背
景
に
つ
い
て
馬
静
華
は
①
刑
事
拘
留
の
承
認
に
は
一
定
の
数
お
よ
び
規
格
の
証
拠
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
②
出
頭
段
階
は
後
の
段
階

（
133
）

（
134
）

（
135
）

（
136
）

（
137
）

（
138
）

（
139
）

（
140
）

（
141
）

（
142
）
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に
比
し
て
相
対
的
に
証
拠
を
発
見
・
保
全
し
や
す
い
こ
と
、
お
よ
び
③
出
頭
段
階
が
短
い
（
そ
の
た
め
収
集
に
時
間
を
要
す
る
証
拠
は
主
に
刑
事

拘
留
段
階
で
収
集
さ
れ
る
）
こ
と
を
指
摘
す
る
（
同
・
前
掲
注
（
2
）
一
一
七
～
一
一
八
頁
参
照
）。

ま
た
前
掲
注
（
20
）
の
引
用
文
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
3
）
二
九
四
頁
参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
は
［
証
］
を
「
物
証
」
と
訳
し
た
が
、
狭
き
に
失
し
た
（
鄢

暁
実
「
由
供
到
証
的
偵
査
模
式
新
論
―
―
為
〝
由
供
到
証
〟
正
名
」
江
西
公
安
専
科
学
校
学
報
二
〇
〇
八
年
一
期
四
〇
頁
参
照
）。

陳
永
生
「
未
決
羈
押
制
度
的
困
境
与
出
路
」
陳
瑞
華
・
前
掲
注
（
1
）
書
五
五
頁
参
照
。

例
え
ば
苗
愛
軍
・
沈
晶
・
前
掲
注
（
21
）
六
九
頁
、
拙
著
・
前
掲
注
（
22
）
四
四
頁
参
照
。
関
連
し
て
、
行
政
の
違
法
・
脱
法
を
も
た
ら
す
要

因
と
し
て
数
値
目
標
・
業
績
評
価
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
伹
見
亮
「
行
政
法
」
高
見
澤
・
鈴
木
・
前
掲
注
（
3
）
書
一
一
〇
～
一
一
二
頁
参
照
。

前
掲
注
（
6
）
参
照
。
た
だ
し
七
号
に
つ
い
て
は
、
臨
時
の
強
制
措
置
と
い
う
刑
事
拘
留
の
趣
旨
に
反
す
る
と
す
る
批
判
が
あ
る
（
万
毅

「
論
我
国
刑
事
強
制
措
施
体
系
的
技
術
改
良
」
中
国
刑
事
法
雑
志
二
〇
〇
六
年
五
期
七
五
頁
参
照
）。

以
上
に
つ
い
て
郎
勝
・
前
掲
注
（
46
）
九
七
～
九
八
頁
参
照
。

収
容
審
査
の
対
象
が
現
行
の
軽
微
な
犯
罪
者
で
あ
っ
た
（
一
（
一
）
2
（
1
））
参
照
）
の
に
対
し
て
、
刑
事
拘
留
の
対
象
は
「
現
行
犯
ま

た
は
嫌
疑
濃
厚
な
者
」（
旧
刑
訴
法
六
一
条
柱
書
）
で
あ
る
。
な
お
、
現
行
の
軽
微
な
違
法
行
為
者
は
そ
も
そ
も
刑
事
の
問
題
で
は
な
い
。

全
国
人
大
常
委
会
法
制
工
作
委
員
会
刑
法
室
編
『《
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
》
条
文
説
明
、
立
法
理
由
及
相
関
規
定
』（
北
京
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
七
頁
参
照
。

郎
勝
・
前
掲
注
（
46
）
九
三
～
九
六
頁
参
照
。

胡
康
生
・
李
福
成
・
前
掲
注
（
51
）
七
五
頁
参
照
。
も
っ
と
も
鎖
正
傑
（
公
安
部
法
制
局
処
長
）
に
よ
れ
ば
、
逮
捕
の
要
件
は
文
言
上
緩
和

さ
れ
た
が
、
実
際
の
判
断
基
準
は
下
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
（
同
「
法
律
修
改
応
同
歩
落
実
配
套
措
施
」
人
民
検
察
二
〇
〇
七
年
二
三
期
一
四
頁

参
照
）。最

高
人
民
裁
判
所
・
最
高
人
民
検
察
院
・
公
安
部
「
捜
査
拘
禁
期
間
を
い
つ
か
ら
起
算
す
る
か
の
問
題
に
関
す
る
連
合
通
知
」（
一
九
八
一

年
三
月
一
八
日
。
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
廃
止
）
参
照
。

胡
康
生
・
李
福
成
・
前
掲
注
（
51
）
一
三
八
頁
参
照
。

胡
康
生
・
李
福
成
・
前
掲
注
（
51
）
一
四
四
頁
参
照
。
な
お
「
犯
罪
事
実
が
明
ら
か
で
、
証
拠
が
確
実
・
十
分
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
自

（
143
）

（
144
）

（
145
）

（
146
）

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）

（
151
）

（
152
）

（
153
）

（
154
）

（
155
）



中華人民共和国人民警察法の留置制度とその運用（一九九五～二〇〇四年）

（阪大法学）68（1-103）　103 〔2018. 5 〕

称
す
る
氏
名
で
起
訴
審
査
の
た
め
に
人
民
検
察
院
に
送
致
す
る
こ
と
も
で
き
る
」（
一
二
八
条
二
項
）。

楊
永
華
・
前
掲
注
（
20
）
四
三
頁
参
照
。

章
暉
「
浅
議
適
用
留
置
盤
問
的
条
件
及
程
序
」
江
西
公
安
専
科
学
校
学
報
二
〇
〇
三
年
六
期
四
二
～
四
三
頁
参
照
。

陳
衛
東
主
編
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
三
四
頁
参
照
。

な
お
実
質
論
は
と
も
か
く
、
公
安
部
の
規
則
で
刑
訴
法
を
事
実
上
改
正
し
た
点
で
批
判
は
あ
る
（
例
え
ば
龍
宗
智
主
編
『
俳
徊
於
伝
統
与
現

代
之
間
─
─
中
国
刑
事
訴
訟
法
再
修
改
研
究
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
六
七
頁
参
照
）

苗
愛
軍
・
前
掲
注
（
132
）
二
五
～
二
六
頁
参
照
。
ま
た
馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
六
九
～
七
〇
頁
参
照
。
も
っ
と
も
苗
愛
軍
・
沈
晶
・
前
掲

注
（
21
）
に
よ
れ
ば
、
警
察
官
は
資
質
が
低
い
た
め
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
な
い
と
す
る
（
四
〇
〇
～
四
〇
一
頁
参
照
）。

事
前
承
認
に
つ
き
、
刑
手
六
〇
条
二
項
・
六
六
・
九
五
・
一
〇
六
条
一
項
・
一
一
七
・
一
七
三
条
参
照
。
ま
た
呈
示
・
朗
読
義
務
に
つ
い
て

旧
刑
訴
法
六
四
条
一
項
・
七
一
条
一
項
・
九
二
条
一
項
、
刑
手
六
一
条
一
項
・
六
六
・
九
六
条
一
項
参
照
。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
六
一
頁
参
照
。

な
お
、
馬
静
華
・
前
掲
注
（
12
）
一
六
頁
も
参
照
。

馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
九
二
～
九
三
頁
。
な
お
、
こ
の
記
述
は
継
続
職
質
規
定
以
後
も
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
規

定
施
行
に
よ
り
、
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
万
玲
・
前
掲
注
（
85
）
五
三
頁
、
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
五
六
頁
参
照
。

楊
永
華
・
前
掲
注
（
20
）
四
二
頁
参
照
。
ま
た
馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
六
一
～
六
二
頁
参
照
。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
五
六
頁
。

任
克
勤
・
艾
明
・
前
掲
注
（
102
）
二
六
頁
参
照
。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
五
六
頁
参
照
。

以
上
に
つ
い
て
于
長
安
・
周
長
軍
・
前
掲
注
（
94
）
二
七
頁
参
照
。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
三
七
頁
参
照
。

そ
の
概
観
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
聶
福
茂
・
余
凌
雲
・
前
掲
注
（
67
）
二
四
〇
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
弁
護
人
依
頼
権
や
違
法
収
集
証
拠
排
除
も
そ
う
し
た
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
前
者
に
つ
い
て
は
留
置
中
の
そ
れ
を
認

（
156
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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め
る
法
的
根
拠
は
な
か
っ
た
（
四
川
調
査
に
よ
れ
ば
、
対
象
地
域
で
は
そ
う
し
た
実
例
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
馬
静
華
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
二
～

一
二
五
頁
参
照
）。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
、
当
時
、
司
法
解
釈
レ
ベ
ル
で
違
法
収
集
供
述
証
拠
の
排
除
は
規
定
さ
れ
た
が
、
具
体
的
な
手
続
が
規

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
（
楊
宇
冠
等
『
非
法
証
拠
排
除
規
則
在
中
国
的
実
施
問
題
研
究
』（
中
国
検
察
出
版
社
、
二

〇
一
五
年
）
四
〇
～
四
一
頁
参
照
）。

羅
鋒
・
前
掲
注
（
74
）
一
八
五
頁
参
照
。

さ
ら
に
公
安
部
「
一
一
〇
番
通
報
受
付
が
人
民
大
衆
の
電
話
に
よ
る
苦
情
の
受
理
活
動
を
真
摯
に
善
処
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
二
〇
〇

〇
年
二
月
二
六
日
）
二
に
よ
れ
ば
、
公
安
機
関
お
よ
び
人
民
警
察
官
に
よ
る
警
察
法
等
に
反
す
る
職
権
行
使
に
つ
い
て
一
一
〇
番
通
報
を
し
て
苦

情
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
現
行
の
法
令
違
反
等
に
関
す
る
苦
情
に
つ
い
て
同
受
付
よ
り
指
令
を
受
け
た
場
合
、
担
当
部
署
は
「
直
ち
に
現

場
に
赴
き
処
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
以
上
に
つ
い
て
余
凌
雲
・
前
掲
注
（
79
）
一
六
二
頁
参
照
）。
も
っ
と
も
そ
の
運
用
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

刑
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
ま
ず
不
法
拘
禁
罪
（
現
行
刑
法
二
三
八
条
）
が
問
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
に
公
安
内
部
に
お
け
る

警
察
官
の
職
務
上
の
違
法
・
犯
罪
に
対
す
る
責
任
追
及
は
相
対
的
に
甘
い
と
さ
れ
る
（
例
え
ば
孫
成
「
浅
析
公
安
民
警
職
務
違
反
犯
罪
」
天
津
市

政
法
管
理
幹
部
学
院
学
報
二
〇
〇
三
年
二
期
三
四
頁
参
照
）。
こ
の
ほ
か
、
法
執
行
過
誤
責
任
に
つ
い
て
（
公
安
部
「
公
安
機
関
人
民
警
察
官
の

法
執
行
過
誤
責
任
追
及
規
定
」（
一
九
九
九
年
六
月
一
一
日
施
行
。
二
〇
一
六
年
三
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
）
参
照
。

以
上
に
つ
い
て
は
曽
斌
・
前
掲
注
（
112
）
六
三
頁
参
照
。

以
上
に
つ
い
て
柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
四
一
、
二
〇
八
頁
参
照
。
な
お
、
二
〇
〇
二
年
以
降
、
各
級
公
安
機
関
は
留
置
に
対
す
る
チ
ェ
ッ

ク
を
厳
し
く
し
た
た
め
、
そ
の
「
法
執
行
状
況
は
顕
著
に
改
善
し
た
」
と
す
る
論
者
も
い
る
（
苗
愛
軍
・
沈
晶
・
前
掲
注
（
21
）
三
四
一
、
三
五

四
頁
参
照
）。

前
者
に
つ
い
て
最
高
人
民
裁
判
所
行
政
裁
判
廷
「
当
事
者
が
公
安
機
関
の
と
っ
た
留
置
措
置
を
不
服
と
し
て
提
起
し
た
訴
訟
を
裁
判
所
が
行

政
事
件
と
し
て
受
理
で
き
る
か
否
か
に
関
す
る
答
復
」（
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
七
日
）
は
「
留
置
は
公
安
機
関
の
行
政
管
理
職
権
の
行
政
強
制

措
置
の
一
種
で
あ
り
、
行
政
訴
訟
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
人
民
法
院
の
行
政
訴
訟
の
受
理
範
囲
に
当
た
る
」
と
す
る
。
後
者
に
つ

い
て
公
安
部
法
制
司
「
留
置
に
つ
い
て
行
政
不
服
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
関
す
る
指
示
伺
い
に
対
す
る
答
復
」（
一
九
九
九
年
一

月
一
八
日
）
は
「
留
置
に
よ
る
職
務
質
問
は
人
身
の
自
由
を
制
限
す
る
行
政
強
制
措
置
で
あ
る
」
と
明
確
に
指
摘
し
た
と
い
う
（
筆
者
未
見
。
艾

明
・
前
掲
注
（
26
）
七
一
頁
参
照
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
国
務
院
「
行
政
不
服
審
査
条
例
」（
一
九
九
一
年
一
月
一
日
施
行
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
九

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
178
）
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日
一
部
改
正
。
一
九
九
九
年
一
〇
月
一
日
行
政
不
服
審
査
法
施
行
に
伴
い
、
同
四
三
条
に
よ
り
廃
止
）
九
条
二
号
に
よ
り
申
立
て
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
公
安
部
「『
行
政
不
服
審
査
法
』
の
実
施
に
お
け
る
関
連
問
題
に
関
す
る
批
復
」（
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
日
）
二
条
も
行
政
不
服
審
査
の
申
立

て
を
肯
定
す
る
。

例
え
ば
苗
愛
軍
・
前
掲
注
（
132
）
二
七
頁
参
照
。

一
九
九
五
年
国
家
賠
償
法
の
簡
要
な
説
明
と
し
て
宇
田
川
幸
則
「
市
民
と
行
政
の
関
係
の
中
国
的
特
質
に
関
す
る
初
歩
的
考
察
─
─
中
国
国

家
賠
償
訴
訟
の
分
析
を
つ
う
じ
て
─
─
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
五
巻
四=

五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
七
九
～
五
八
二
頁
参
照
。

浙
江
省
規
定
二
二
・
二
三
条
も
同
じ
。

余
凌
雲
・
前
掲
注
（
79
）
二
〇
五
頁
。

そ
の
実
例
に
つ
い
て
、
例
え
ば
姜
松
華
「
留
置
盤
問
応
納
入
刑
事
訴
訟
強
制
措
施
」
陝
西
教
育
学
院
学
報
二
〇
〇
四
年
一
期
四
〇
頁
参
照
。

万
毅
「
論
盤
査
」
法
学
研
究
二
〇
〇
六
年
二
期
一
三
七
頁
参
照
。
他
の
論
者
も
警
察
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
す
る
（
馮
勲

勝
・
前
掲
注
（
124
）
三
七
頁
、
岳
光
輝
「
公
安
盤
査
与
人
権
保
護
」
行
政
与
法
二
〇
〇
六
年
七
期
九
〇
頁
参
照
）。
行
政
訴
訟
法
の
み
な
ら
ず
、

個
別
の
法
律
に
も
提
訴
権
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
発
想
は
興
味
深
い
。「
一
般
国
民
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で

は
弁
護
士
等
の
法
的
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
介
在
が
当
然
の
前
提
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

呉
君
霞
「
盤
査
的
法
律
控
制
」
貴
州
警
官
職
業
学
院
学
報
二
〇
〇
八
年
二
期
二
〇
頁
参
照
。

例
え
ば
「
郭
欽
峰
不
服
泉
州
市
公
安
局
泉
港
分
局
行
政
侵
権
賠
償
案
」（
北
大
法
宝CLI. C. 26525

）
参
照
。

呉
綜
之
「﹁
国
家
賠
償
法
﹂
改
正
へ
」
北
京
週
報
二
〇
〇
四
年
三
三
号
（http://w

w
w
.bjreview

.cn/JP/04-33/33-zhongyao-2.htm

。

最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
八
年
五
月
九
日
）
参
照
。

張
新
宝
「
国
家
賠
償
的
若
干
民
法
問
題
」
法
商
研
究
一
九
九
五
年
五
期
二
六
頁
参
照
。

な
お
、
そ
れ
以
外
の
法
益
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
が
あ
れ
ば
、
当
然
別
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
海
市
高
級
人
民
裁
判
所
が
二
〇
〇
三
年
に

し
た
再
審
判
決
は
、
留
置
中
の
病
死
に
つ
い
て
、
警
察
法
解
釈
一
条
六
項
を
根
拠
に
、
被
害
者
は
「
当
時
人
身
の
自
由
を
制
限
さ
れ
、
そ
の
親
族

友
人
の
世
話
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
公
安
機
関
は
そ
の
生
命
・
健
康
の
権
利
・
利
益
を
守
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
合
理

的
に
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
義
務
違
反
に
よ
る
死
亡
に
つ
い
て
五
〇
％
の
責
任
を
認
定
し
、
一
二
万
四
二
二
〇
元
の

賠
償
を
認
め
た
（「
楊
風
華
訴
上
海
市
公
安
局
宝
山
分
局
行
政
賠
償
案
」（
北
大
法
宝CLI. C. 86809

））。
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万
毅
・
前
掲
注
（
184
）
一
三
七
頁
参
照
。
な
お
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
国
家
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
が
た
い
要
因
と

し
て
、
賠
償
義
務
機
関
の
予
算
か
ら
賠
償
金
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
国
家
賠
償
を
契
機
と
し
て
事
件
誤
処
理
［
錯
案
］（
公
安

で
は
法
執
行
過
誤
）
の
責
任
を
追
及
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
馬
懐
徳
「
国
家
賠
償
制
度
的
一
次
重
要
変
革
」
法
学
雑
誌
二

〇
一
〇
年
八
期
一
～
二
頁
参
照
）。

馮
勲
勝
・
前
掲
注
（
124
）
三
七
頁
。

黎
偉
華
「
法
学
家
〝
継
続
盤
問
〟
留
置
権
」
民
主
与
法
制
二
〇
〇
四
年
一
九
期
六
頁
参
照
。
ま
た
于
長
安
・
周
長
軍
・
前
掲
注
（
94
）
一
八
頁

は
、
実
務
で
は
こ
う
し
た
留
置
が
行
政
不
服
審
査
・
行
政
訴
訟
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
「
特
殊
な
行
政
強
制
措
置
」
と
解
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

解
釈
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
確
認
手
続
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
本
来
的
に
刑
事
賠
償

の
対
象
で
あ
る
刑
事
拘
留
お
よ
び
逮
捕
（
国
家
賠
償
法
一
五
条
一
・
二
号
）
に
も
妥
当
す
る
。

柯
良
棟
・
前
掲
注
（
60
）
四
七
頁
は
、
留
置
と
召
喚
・
勾
引
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
指
摘
す
る
。

要
件
に
該
当
し
な
い
の
に
期
間
を
延
長
し
、
ま
た
は
再
起
算
し
て
実
質
的
に
法
定
期
間
を
超
え
る
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ
る
（
例
え
ば
最
高
人
民

検
察
院
・
最
高
人
民
裁
判
所
・
公
安
部
「
刑
事
訴
訟
法
の
犯
罪
被
疑
者
・
被
告
人
の
拘
禁
期
限
の
規
定
を
厳
格
に
執
行
し
て
期
間
超
過
拘
禁
の
問

題
を
断
固
と
し
て
是
正
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九
八
年
一
〇
月
一
九
日
）
二
条
参
照
）。

そ
れ
以
前
か
ら
も
問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
最
高
人
民
検
察
院
・
最
高
人
民
裁
判
所
・
公
安
部
・
国
家
安
全
部
「
刑
事
事
件
の
事
件
処
理
期

限
を
厳
格
に
執
行
し
て
期
間
超
過
拘
禁
の
問
題
を
着
実
に
是
正
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
」（
一
九
九
三
年
九
月
三
日
）
参
照
。

劉
中
「
制
度
的
缺
失
与
権
力
的
異
化
─
─
対
超
期
羈
押
現
象
的
一
種
現
場
描
述
」
陳
興
良
主
編
『
刑
事
法
評
論
（
第
一
一
巻
）』（
中
国
政
法

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
五
二
六
～
五
二
七
頁
。

な
お
、
期
間
超
過
拘
禁
の
背
景
分
析
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
李
忠
誠
「
超
期
羈
押
的
成
因
与
対
策
」
政
法
論
壇
二
〇
〇
二
年
一
期
五
八
～
六

二
頁
参
照
。

田
中
・
前
掲
注
（
5
）
三
二
〇
頁
。

任
克
勤
・
艾
明
・
前
掲
注
（
102
）
二
八
頁
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
収
容
審
査
制
度
下
で
形
成
さ
れ
た
「
習
慣
的
モ
デ
ル
」
に
基
づ
く
「
径
路

依
存
的
な
必
要
性
」
を
指
摘
す
る
。

収
容
審
査
廃
止
前
後
に
お
け
る
「
捜
査
」
過
程
全
体
の
身
体
拘
束
期
間
の
変
化
は
不
明
で
あ
る
。
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